
令和７年度第１回国分寺市行政改革推進委員会 

次第 

 

令和７年８月 20 日 19 時～ 

市役所 401 会議室・オンライン 

 

 

１ 令和７年度国分寺市行政改革推進委員会の開催概要について 

 

２ 協議事項  

・令和７年度施策マネジメントシートについて 

 

３ その他 

 

 

 

 

 

配布資料 

・令和７年度_施策マネジメントシート（評価対象：令和６年度）※配布済み 

・令和７年度_事前質問票※配布済み 



令和７年度第２回国分寺市行政改革推進委員会 

次第 

 

令和７年８月 25 日 19 時～ 

市役所 401 会議室・オンライン 

 

 

１ 協議事項 

・令和７年度施策マネジメントシートについて 

 

２ その他 

 

 

 

 

 

配布資料 

・令和７年度_施策マネジメントシート（評価対象：令和６年度）※配布済み 

・令和７年度_事前質問票※配布済み 

 



● ●

国分寺市ビジョン後期実行計画　施策マネジメントシート 該当するＳＤＧｓ

28.9%

達成率 96.7% 66.8% 99.7%

施策名 1 妊娠・出産・乳幼児支援
主担当課 子育て相談室

担当課 子ども若者計画課

ま

ち

づ

く

り

の

指

標

①

指

標

名
妊娠・出産期における母子支援の充実に対する満足度

年度 Ｒ３ Ｒ４

実績 26.1% 18.7%

目指す姿 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援が受けられることで、妊産婦とその家族の出産・子育ての不安が軽減され、家族が健やかに生活しています。

施策及び中心事業における今年
度中に改善が必要な事項

・両親学級については、出産する施設での受講が増加する等、状況の変化が生じていることから、令和７年４月より実施場所や時間等も増や
し、公募型協働事業として実施する必要がある。
・出産・子育て応援事業について、国の法制化に合わせ、令和７年４月より出産・子育て応援給付金を妊婦のための支援給付として実施し、伴
走型相談支援を妊婦等包括相談支援として実施する必要がある。
・産後ケア事業の利用者増加に合わせ、委託事業者の拡大を図るとともに、出産後１年まで支援できるよう、また、流産・死産された産婦や医
療的ケア児を育てる家庭も利用できるよう訪問（アウトリーチ）型を実施する必要がある。
・令和７年４月にこども家庭センターを開設し、母子保健と児童福祉の一体的な相談支援を行う機関として、全ての妊産婦、子育て世帯、子ど
もに対して、切れ目のない支援を実施していく必要がある。

目標 27.0% 28.0% 29.0% 30.0%

35.5%

118.3%

98.0%

説

明 妊娠初期から適切な支援を受けることができる人の割合
実績 96.0% 96.9% 97.3%

Ｒ５ Ｒ６

説

明 市民アンケートの数値（「満足」、「やや満足」と回答した割合）

【施策の進捗状況】 【これまでの成果を踏まえた課題】

目指す姿に対する
施策の成果

（※ビジョン後期実行計画期間を
通じた成果）

令和４年度より開始した出産・子育て応援事業を令和５年度より本格実施し、経済的支援の実施とともに伴走型相談支援を充実させる等、妊娠期から切れ目の
ない支援を受けられる体制を整備した。また、「ぶんじ子育てナビ」アプリの活用や産後ケア事業の開始・拡大等を行うなど、ビジョン後期実行計画期間を通
して、利用者の利便性の向上や、出産・子育てにおける不安の軽減を図った。その結果、目指す姿の実現を測る物差しとなる、まちづくりの指標「妊娠・出産
期における母子支援の充実に対する満足度」では、令和４年度のみ減少したたものの、期間を通じて満足度を向上させることができ、実行計画期間の最終年度
となる令和６年度には目標を達成することができた。

施策及び中心事業における次年
度以降に改善が必要な事項

・両親学級については、利用状況に留意し、必要に応じて公募型協働事業の委託先である市民活動団体と連携して、実施場所や時間等について
検討する必要がある。
・産後ケア事業については、利用状況に留意し、必要に応じて委託先事業者の拡大について検討する必要がある。
・こども家庭センターについては、母子保健と児童福祉の一体的な相談支援を行う機関として、引き続き全ての妊産婦、子育て世帯、子どもに
対して、切れ目のない支援を実施していく必要がある。

【中心事業の進捗状況】 【今後の方向性】

97.3%

達成率 100.0% 99.9% 99.8% 99.3%

②

指

標

名
妊娠11週以下で妊娠届を出した人の割合

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

目標 96.0% 97.0% 97.5%

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

取組（改善）方針（一次方針）
（※ビジョン後期実行計画期間を通じた成果や課題を踏

まえた取組の方針)

・両親学級については、利用状況に留意し、必要に応じて公募型協働事業の委託先である市民活動団体と連携して、実施場所や時間等について
検討する。
・産後ケア事業については、利用状況に留意し、必要に応じて委託先事業者の拡大について検討する。
・こども家庭センターについては、母子保健と児童福祉の一体的な相談支援を行う機関として、全ての妊産婦、子育て世帯、子どもに対して、
切れ目のない支援を実施する。

両親学級事業

目標 550人 600人 650人

中心事業　①
数

値

目

標

指

標

名
両親学級受講者数

年度 Ｒ３

88.0% 87.5% 81.4%

関連する取組方針
後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

両親学級を実施することで妊娠期や子育て期を迎える同じ地域の仲間や先輩ママパパと顔を合わせることができ、地域での仲間づくりのきっかけとなっ
た。また、講座や交流会などの実施により、不安の軽減や子育て期の孤立の予防につなげることができた。令和５年度より、ぶんじ子育てナビによる予
約を開始し、利便性の向上を図った。

取組方針①：

母子保健情報の提供・共
有・交換

77.8% 100.4% 106.6% 101.0%

達成率

700人

説

明 第１子を妊娠中の方のうち、両親学級を受講した方の数
実績 460人 528人 569人 570人

達成率 83.6%

関連する取組方針
後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

対面型の面接に加えて、オンライン面接の実施や面接時には各種子育てサービスに関する情報提供を実施することで、出産・子育てに関する不安の軽減
を図った。令和５年度より出産・子育て応援事業による伴走型相談支援として、ゆりかご・こくぶんじ面接を実施した方へ出産応援ギフトやゆりかご育
児パッケージを配付するとともに、妊娠８か月アンケートを実施し、妊娠期の切れ目ない支援を継続的に実施した。また、令和６年度より25歳以下の初
産妊婦や支援者１人以下の妊婦に対し、ケンプアセスメント面接を開始し、地区担当保健師が妊娠中から支援を行った。

取組方針②：

切れ目のない妊娠・出
産・育児支援体制の充実

人口減少など社会構造が変化している中で、自治体が人口を維持・増加させていくためには、出産・子育てがしやすい環境整備が必要不可欠で
あり、本施策の重要度は高い。その点を踏まえ、ぶんじ子育てナビの機能充実や産後ケア支援等の拡充など母子支援の充実に努めてきたことに
より、まちづくりの指標の妊娠・出産期における母子支援の充実に対する満足度が目標値を達成したことは評価できる。
出産・妊娠・子育てに対する価値観や母子支援に対するニーズも多様化していることから、令和７年４月に開設した「こども家庭センター」を
中心に、引き続き、妊産婦、子育て世帯、子どもの的確なニーズの把握に努めるとともに、デジタル技術の活用等、多角的な視点から利用者に
寄り添った支援を押し進められたい。

中心事業　②
数

値

目

標

指

標

名
妊娠届時の面接実施率

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

出産・子育て応援事業

目標 91.0% 92.0% 96.0% 100.0%

説

明 妊娠届を出した方のうち、面接した方の割合
実績

総合ビジョン等推進本部からの
意見

母子訪問指導事業

目標 97.0% 98.0%

行政改革推進委員会からの意見

中心事業　③
数

値

目

標

指

標

名
新生児訪問実施率

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

92.7% 96.4% 101.3% 100.4%

85.5% 109.1% 111.0% 101.0%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

生後120日までの乳児を持つ家庭に対して、専門職が家庭訪問等を実施し、産婦の心身の状態や家庭環境、子どもの発育状況等を把握することで、産後
の育児不安の軽減を図った。また、必要に応じて適切な支援につなぐことができた。令和５年度より出産・子育て応援事業を本格実施し、産婦・新生児
訪問などを実施した家庭に対し、出産・子育て応援事業として子育て応援ギフトを配付したことで、新生児訪問実施率を向上することができた。

98.5% 99.0%

説

明

新生児の発育状況等の把握のため、生後120日までの乳児を持つ家庭を対象と
した家庭訪問実施率

実績 89.9% 94.5% 99.8% 99.4%

達成率

68.0% 72.0%

中心事業　④
数

値

目

標

指

標

名
子どもに関する相談場所としての保健センターの認知度

年度

77.6%

達成率 103.2% 101.7% 108.1% 107.8%

説

明

市民アンケートの数値（乳幼児期の子どもを持つ保護者のうち、「保健セン
ター」が子どもに関する相談場所であることを知っていると回答した割合）

実績 64.0% 65.1% 73.5%

1 2

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供するため、ゆりかご・こくぶんじ面接等で支援が必要な方を把握し、速やかに支援につなげること
ができた。令和３年度より３か年妊娠期から子育て期までのサポートとして実施した提案型協働事業では、夜間や休日の相談、講座等により地域とつな
がるきっかけづくりができた。また、令和３年度より開始した産後ケア事業については、令和５年度より通所（デイサービス）型に加えて、宿泊
（ショートステイ）型を開始し、令和６年度には宿泊（ショートステイ）型の事業者も増やし、事業の拡大を図った。

取組方針③： 【次年度予算に対する方針】

妊娠期から子育て期にお
ける保護者への支援

【市民アンケートの結果/市民ニーズ】

　「妊娠・出産期における母子支援の充実」の取組について、「満足」の回答は35.5％となっており、前回調査（28.9％）より6.6ポイント増加している。また、乳幼児期の子どもを持
つ保護者でみると、「満足」の回答は57.4％となっており、前回調査（39.8％）より17.6ポイント増加している。また、「妊娠・出産期における母子支援の充実」を今後の市にとって
重要な取組とする回答は27.0％となっており、前回調査（23.8％）より3.2ポイント増加し、33の取組のうち４番目に高い割合となっている。
　乳幼児期の子どもを持つ保護者のうち、「保健センター」が子どもに関する相談場所であることを知っていると回答した割合は77.6％となっており、前回調査（73.5％）より4.1ポイ
ント増加している。

次年度への反映（最終方針）

【次年度施策実施方針】

取組方針②：

切れ目のない妊娠・出
産・育児支援体制の充実

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

子育て世代包括支援セン
ター事業

目標 62.0% 64.0%



● ● ●

国分寺市ビジョン後期実行計画　施策マネジメントシート 該当するＳＤＧｓ

64.6%

達成率 109.8% 94.6% 93.6%

施策名 2 子育て環境整備
主担当課 子ども若者計画課

担当課 保育幼稚園課、子ども子育て支援課、子育て相談室

ま

ち

づ

く

り

の

指

標

①

指

標

名
子育て施設の整備状況に対する満足度

年度 Ｒ３ Ｒ４

実績 72.8% 63.4%

目指す姿 子どもの成長に応じた適切な支援が受けられる環境が整備され、子どもが健やかに成長することで、まちに活力が生まれています。

施策及び中心事業における今年
度中に改善が必要な事項

・中心事業①については、「国分寺市子ども若者・子育ていきいき計画」に基づき、認証保育所の認可保育所への移行を進める必要があ
る。
・中心事業②については、保育園現場から幅広くアンケート等を実施してニーズを的確に把握するとともに、効果的な研修の方法や内容に
ついても、先行自治体の例なども参考にしながらする必要がある。
・中心事業③については、令和４年度以降、民設民営学童保育所を設置できていないことから、設置事業者の公募方法等について、様々な
工夫を検討し、実施していく必要がある。
・中心事業④については、令和６年11月1日に児童発達支援センターに移行し、地域における療育の中核機関としてアウトリーチ型の地域支
援を進めるため、教育や福祉部署との連携をより強化するとともに、職員のスキルアップを図る必要がある。

目標 66.3% 67.0% 69.0% 70.0%

68.5%

97.9%

0人

説

明

保育施設（認可保育所、地域型保育事業、幼保連携型認定こども園、認証保育所、企業主導型保育施
設）に入所することができず待機している子どもの数

実績 48人 25人 38人

Ｒ５ Ｒ６

説

明

市民アンケートの数値（小学生以下の子どもを持つ保護者のうち、身近に子育て施設が整備されてい
ると思うか、について「そう思う」、「まあそう思う」と回答した割合）

【施策の進捗状況】 【これまでの成果を踏まえた課題】

目指す姿に対する
施策の成果

（※ビジョン後期実行計画期間を

通じた成果）

子どもの成長に応じた適切な支援が受けられる環境を整備するため、その根幹となる「国分寺市子ども若者・子育ていきいき計画」の令和４年度の中間見直し
に基づき整備した、認証保育所の認可保育所への移行と老朽化した認可保育所の建替えの完了により、保育施設定員数が増となっている。また、学童保育所に
ついては、公立学童保育所を第三小学校、第十小学校の学校敷地内に建設した校舎増築棟の一階に整備した。基幹型保育所システム事業については、研修対象
者のニーズや社会情勢の中で保育施設に求められている専門的なテーマの研修を実施することで、保育の質の維持・向上に努めた。また、発達に遅れのある子
どもや障害のある子どもが適切な支援が受けられる環境を整備するため、児童発達支援センターを設置した。

施策及び中心事業における次年
度以降に改善が必要な事項

・中心事業①については、入所児童のより良い保育環境を引き続き確保していく必要がある。
・中心事業②については、より多くの研修者が参加しやすい、広く学べる方法での研修に着目して企画をしてきたが、保育士等の中には保
育に関してより学びが深まるような研修の企画・実施を求める声もあるなど、ニーズも多様化していることから、本事業が行う研修体系の
再構築も視野に入れながら、研修のテーマや内容、実施方法等について検討を進める必要がある。
・中心事業③については、「国分寺市子ども若者・子育ていきいき計画」に基づき、学童保育所の整備を計画的に進める必要がある。
・中心事業④については、地域における障害児支援の中核的な役割を担う機関として、地域の障害児通所支援事業所や関係機関等と連携を
図り、地域全体で発達に遅れのある子どもや障害のある子どもとその家族を支える体制を構築する必要がある。

【中心事業の進捗状況】 【今後の方向性】

24人

達成率 62.5% － － －

②

指

標

名

保育施設の待機児童数
年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

目標 30人 0人 0人

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

取組（改善）方針（一次方針）
（※ビジョン後期実行計画期間を通じた成果や課題を

踏まえた取組の方針)

・中心事業①については、入所児童のより良い保育環境を引き続き確保していく。
・中心事業②については，保育園現場から幅広くアンケート等を実施してニーズの把握に努めるとともに、社会情勢の中で保育施設に求め
られている専門的なテーマの研修、学びの方法を検討していき、一人一人の保育士の保育力の向上につながる研修を効果的に実施すること
で，保育の質の維持・向上を図っていく。
・中心事業③については、「国分寺市子ども若者・子育ていきいき計画」に基づき、学童保育所の整備を計画的に進める。
・中心事業④については、児童発達支援センターを設置し目標を達成した。今後は、地域における障害児支援の中核的な役割を担う機関と
して機能できるよう、関係機関等と密接に連携し、支援体制の構築を進める。

保育施設整備事業

目標 3,543人 3,732人 3,732人

中心事業　①
数

値

目

標

指

標

名

保育施設定員数
年度 Ｒ３

99.2% 99.2% 100.1%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

令和４年度に行った「国分寺市子ども若者・子育ていきいき計画」の中間見直しに基づき、認証保育所２か所の認可保育所への移行と老朽化した認可保
育所の建替えの完了により、定員数が増となっている。また、待機児童解消のため、ベビーシッター利用支援事業、定期利用保育、更なる認証保育所の
認可保育所への移行の準備を進めた。

取組方針①：

乳幼児期における保育
サービスの充実

84.0% 96.5% 92.5% 95.0%

達成率

3,732人

説

明

市内における保育施設（認可保育所、地域型保育事業、認証保育所、企業主導
型保育施設）の定員数

実績 3,589人 3,702人 3,702人 3,734人

達成率 101.3%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

キャリアアップ研修を２分野及びスポット研修を７回（うち１回はオンライン研修）実施した。研修対象者からのアンケート等でニーズを把握し、昨今
の保育情勢をもとに保育現場に求められているテーマ及び内容を選択するとともに、保育士、看護職、栄養士など様々な職種が広く参加できる内容を盛
り込むなどして専門的な分野の研修を実施したことから、研修参加者からの評価は高かった。

取組方針①：

乳幼児期における保育
サービスの充実

まちづくりの指標の「保育施設の待機児童数」については、共働き世帯の増加をはじめとした子育て、働き方等の社会環境が変化している
中で、非常に重要度と関心度の高いものである。その点を踏まえ、保育施設の待機児童の解消に向けて、保育施設の整備を進めるなど早急
に改善に向けた対策を講じる必要がある。一方で、少子化といった社会構造の変化を鑑み、保育施設の今後の在り方についても、研究して
いく必要がある。
また、子育て環境の整備において保育人材の確保や保育の質の維持・向上も重要であることから、処遇改善や保育士等のスキルアップを進
め、より質の高い保育環境の提供に努めていただきたい。また、児童発達支援センターについては、地域における障害児支援の中核的な役
割を果たすため、関係機関、市民団体等と連携しながら体制の強化を図っていただきたい。

中心事業　②
数

値

目

標

指

標

名

基幹型保育所システム事業研修の有効度
年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

基幹型保育所システム事
業

目標 92.0% 93.0% 93.5% 94.0%

説

明

研修参加者アンケートの数値（自身の業務に有効な内容だったと回答した割合
の平均）

実績

総合ビジョン等推進本部からの
意見

学童保育所整備事業

目標 1,297人 1,377人

行政改革推進委員会からの意見

中心事業　③
数

値

目

標

指

標

名
学童保育所定員数

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

105.1% 101.5% 96.4% 92.1%

91.3% 103.8% 98.9% 101.1%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

民設民営学童保育所については、学童保育所設置事業者の公募を行ったが、事業者からの応募が無かった。公立学童保育所については、第三小学校、第
十小学校の学校敷地内に整備した校舎増築棟の一階に学童保育所の整備を令和６年度に完了させ、令和７年４月１日より開所予定となっている。

1,457人 1,537人

説

明 市内における学童保育所（公設・民設）の定員数
実績 1,363人 1,397人 1,404人 1,415人

達成率

0か所 1か所

中心事業　④
数

値

目

標

指

標

名

児童発達支援センターの設置数
年度

1か所

達成率 ― ― ― 100.0%

説

明 ―
実績 0か所 0か所 0か所
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関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

地域の中核的な療育支援施設として、令和６年11月に「国分寺市立児童発達支援センターつくしんぼ」を設置した。設置に当たっては、児童発達支援セ
ンターの整備・人員基準に基づいた施設改修や人員配置を行い、各種事業内容や運営方法、必要となる設備等を整備した。

取組方針③： 【次年度予算に対する方針】

発達に遅れのある子ども
や障害のある子どもへの
地域支援体制の整備

【市民アンケートの結果/市民ニーズ】

　子育て施設の整備状況について、小学生以下の子どもを持つ保護者のうち、身近に子育て施設が整備されていると思うと回答した割合は68.5％となっており、前回調査（64.6％）よ
り3.9ポイント増加している。また、居住地域別でみると、 高木町・光町・西町地域では66.4％にとどまっているものの、その他の地域では７割前後となっている。

次年度への反映（最終方針）

【次年度施策実施方針】

取組方針②：

就学児童の放課後の活動
場所の充実

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

児童発達支援センター設
置事業

目標 0か所 0か所
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60.8%

達成率 100.9% 85.5% 89.4%

施策名 3 子育て支援サービス
主担当課 保育幼稚園課

担当課 子ども若者計画課、子ども子育て支援課、子育て相談室、社会教育課

ま

ち

づ

く

り

の

指

標

①

　
必要な子育て支援サービスを利用できていると感じる保護者の割合

年度 Ｒ３ Ｒ４

実績 64.6% 55.6%

目指す姿
地域において子どもたちが健やかに成長していける質の高いサービスが提供され、すべての家庭がそれぞれの子育てに合ったサービスを利用でき、安心とゆとりをもっ
て子育て・子育ちができています。

施策及び中心事業における今年
度中に改善が必要な事項

・放課後子ども教室については、関係者が集まって協議を行う運営委員会や地域コーディネーター会議等において、各校の実施委員会が
行っている様々な工夫や取組などの情報共有を行い、お互いの良い部分を取り入れることで取組の質を高め、更なる利用者数の増加につな
げていく必要がある。
・義務教育就学児医療費助成事業については、令和４年10月から中学３年生までの所得制限を撤廃し制度拡大を図ってきた。今後も継続
し、事業を進めていく必要がある。
・子育て応援パートナー事業については、複雑かつ多様化する子育て支援サービスの情報を遅滞なく収集し、子育て家庭の状況に応じて適
切なサービスをコーディネートし、確実に利用につなげられるよう支援していく必要がある。
・保育コンシェルジュ事業については、保護者が自身のニーズに適したサービスを円滑に利用することができるよう、教育・保育施設、子
ども子育てに関する制度や事業に関する情報を整理し、関係機関等と連携し必要な情報をより分かりやすく伝えていく必要がある。

目標 64.0% 65.0% 68.0% 70.0%

63.3%

90.4%

40.0%

説

明

市民アンケートの数値（小学生以下の子どもを持つ保護者のうち、「満足」、「やや満足」と回答し
た割合）

実績 32.8% 26.1% 31.1%

Ｒ５ Ｒ６

説

明

市民アンケートの数値（小学生以下の子どもを持つ保護者のうち、必要な子育て支援サービスを利用
できていると思うか、について「そう思う」、「まあそう思う」と回答した割合）

【施策の進捗状況】 【これまでの成果を踏まえた課題】

目指す姿に対する
施策の成果

（※ビジョン後期実行計画期間を

通じた成果）

市内全小学校において放課後子ども教室が実施できており、子どもたちにとって安全で安心な放課後の居場所が確保されている。
義務教育就学児医療費助成により子育て世帯の負担軽減を図ることができ、利用者支援事業として、子育て応援パートナーによる子育て支援サービスの情報提
供及び、保育コンシェルジュによる保育所入所に係る情報提供を行ったことにより、必要な子育て支援サービスを利用できていると感じる保護者の割合の増加
につなげることができた。

施策及び中心事業における次年
度以降に改善が必要な事項

・放課後子ども教室は保護者を中心とした地域主体による実施委員会に委託して実施しているが、ＰＴＡの在り方が変化している中、担い
手の確保が年々難しくなっている。安定した事業継続のための人材確保や運営方法の見直しを行う必要がある。
・令和７年10月から東京都の方針として義務教育就学児医療費助成の所得制限が撤廃されるが、市町村による助成格差が生じないよう、国
や都において医療制度の創設や負担割合の拡充を求める必要がある。
・子育て応援パートナー事業については、子育て家庭や地域団体等からの相談を通して、地域の課題や子育て家庭が抱える課題等を分析
し、地域の社会資源の開拓や充実につなげていく必要がある。また、地域子育て相談機関設置に向け、こども家庭センターと連携を図り、
課題等の整理を行っていく必要がある。
・保育コンシェルジュ事業については、保護者が自身のニーズに適したサービスを円滑に利用することができるよう、教育・保育施設、子
ども子育てに関する制度や事業に関する情報を整理し、関係機関等と連携し必要な情報をより分かりやすく伝えていく必要がある。

【中心事業の進捗状況】 【今後の方向性】

40.8%

達成率 91.1% 70.5% 81.8% 102.0%

②

指

標

名

子育て支援の充実に対する満足度
年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

目標 36.0% 37.0% 38.0%

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

取組（改善）方針（一次方針）
（※ビジョン後期実行計画期間を通じた成果や課題を

踏まえた取組の方針)

・放課後子ども教室の更なる利用者数の増加に向けた内容の充実と各校の実施委員会における担い手不足に対する事務負担軽減の支援を行
うと同時に、より安定的に持続可能な運営方法の構築に向けた検討を進める。
・義務教育就学児医療費助成については、市の事業として令和４年10月から中学３年生までに拡大し所得制限の撤廃を行った。今後、更な
る制度拡充のため、国や都に対し医療制度の創設や負担割合の拡充を要望し、子どもの医療費負担で市町村による格差が生じない制度とし
て求めていく。
・子育て応援パートナー事業については、市民が身近な場所で、気軽に相談できるよう、地域巡回と広報を継続的に行い、制度の周知を
図っていく。
・保育コンシェルジュ事業については、保護者が自身のニーズに適したサービスを円滑に利用することができるよう、教育・保育施設、子
ども子育てに関する制度や事業に関する情報を整理し、関係機関等とも連携して必要な情報をより分かりやすく伝えていく。
・病児・病後児保育事業について、広域利用施設の都立小児総合医療センター病児・病後児保育室における登録手続等の簡素化について
は、連絡会等の機会を捉えて要望を継続していく。

放課後子ども教室事業

目標 84,700人 88,000人 90,750人

中心事業　①
数

値

目

標

指

標

名
放課後子ども教室の利用人数

年度 Ｒ３

93.4% 94.2% 98.1%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

各小学校の実施委員会が子どもにとって魅力的な企画を実施し、市内全小学校において放課後の子どもの居場所を提供することができた。放課後子ども
教室の利用者数は、令和３年度から令和６年度末にかけて約２倍に増加し、目標に対する達成率も98.1％とおおむね達成している。子どもたちにとって
安心して過ごすことができる場として定着してきたことが、利用者数の増加につながった。

取組方針①：

子どもの居場所づくりの
推進

継続 継続 継続 継続

達成率

93,500人

説

明
小学校10校の放課後子ども教室の延べ利用人数

実績 45,630人 82,192人 85,527人 91,765人

達成率 53.9%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

平成29年10月に小学１年生から３年生まで、令和４年10月に中学３年生までの児童の保護者に対する所得制限を撤廃し制度を拡充してきた。対象となる
義務教育就学児の医療費助成を行うことで、子育て世帯の負担軽減を図ることができた。

取組方針②：

子育て世帯の経済的負担
軽減

少子化社会が進展する中で、本施策の重要度は高く、市民アンケートにおいても「子育て支援の充実」は市の最も重要な取組として挙げら
れている。子育てに対する考え方や仕事の働き方、地域との関わり方など子育ての環境は変化していることから、多様化する利用者ニーズ
に幅広く対応した子育て支援サービスを展開していく必要がある。義務教育就学児医療費助成に係る所得制限の撤廃や病児・病後児保育な
ど子育て世帯の負担軽減につながる支援については、継続及び拡充を図られたい。
また、子育て応援パートナーをはじめとした利用者支援については、利用者や保育施設等との連絡調整を担っており、双方の現状、課題の
把握に努め、実態に即した子育て支援となるように改善、拡充を進められたい。また、子育て支援サービスが対象者に的確に行き渡るよ
う、プッシュ型の情報発信、支援提供の仕組みについても研究し、地域において子どもたちが健やかに成長していける質の高いサービス提
供につなげていただきたい。

中心事業　②
数

値

目

標

指

標

名
義務教育就学児医療費助成の実施

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

義務教育就学児医療費助
成拡大事業

目標 継続 継続 継続 継続

説

明
―

実績

総合ビジョン等推進本部からの
意見

利用者支援事業（子育て
応援パートナー、保育コ
ンシェルジュ）の充実

目標 1,305件 1,370件

行政改革推進委員会からの意見

中心事業　③
数

値

目

標

指

標

名

利用者支援事業（子育て応援パートナー、保育コンシェルジュ）の年間相談・
支援件数

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

79.5% 115.3% 124.8% 117.4%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

子育て応援パートナー事業については、地域を巡回し、子育て家庭のニーズに応じた子育て支援サービスの情報提供、利用支援を行った。子育て応援
パートナーだけでなく、助産師による地域巡回も実施したことで、身近な地域で気軽に相談できる環境を整えることができた。
保育コンシェルジュ事業については、保護者に対して、保育所等の入所に関する情報提供や相談等を行い、障害がある児童や医療的ケアが必要な児童の
入所についても、教育・保育施設等と連絡・調整を行いながら、丁寧に利用支援を行った。

1,410件 1,450件

説

明

子育て応援パートナー、保育コンシェルジュにおける情報提供、相談、利用支
援等の延べ利用件数

実績 1,038件 1,580件 1,760件 1,703件

達成率

５施設（22人うち

病児７人）

５施設（22人うち

病児７人）

中心事業　④

数

値

目

標

指

標

名
病児・病後児保育室の設置数及び定員数（累計）

年度

５施設（22人うち

病児７人）

達成率 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

説

明
―

実績
５施設（22人うち

病児７人）

５施設（22人うち

病児７人）

５施設（22人うち

病児７人）

5 6

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

広域利用施設となる都立小児総合医療センター病児・病後児保育室が令和３年12月に開設し、目標の実施施設数及び定員数を達成している。
市内施設及び広域利用施設いずれも、令和３・４年度は新型コロナウイルス感染症の影響により利用者数は大きく減少したが、令和５年度５類移行に伴
い利用制限を緩和したことにより、利用者数は回復傾向にある。また、令和６年度については、市内の病児・病後児保育室における登録手続の電子申請
を開始するなど利便性の向上を図るとともに、母子手帳アプリ等で適時周知を行ったことが、更なる利用者数の増加に寄与したと捉えている。

取組方針③： 【次年度予算に対する方針】

地域における子育て支援
サービスの充実

【市民アンケートの結果/市民ニーズ】

　小学生以下の子どもを持つ保護者のうち、必要な子育て支援サービスを利用できていると感じる保護者の割合は63.3％となっており、前回調査（60.8％）より2.5ポイント増加して
いる。
　「子育て支援の充実」の取組について、小学生以下の子どもを持つ保護者の「満足」の回答は40.8％となっており、前回調査（31.1％）より9.7ポイント増加している。また、「子
育て支援の充実」を今後の市にとって重要な取組とする回答は46.5％となっており、前回調査（46.7％）から大きな変化はみられないものの、33の取組のうち最も高い割合となってい
る。

次年度への反映（最終方針）

【次年度施策実施方針】

取組方針③：

地域における子育て支援
サービスの充実

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

病児・病後児保育事業

目標
５施設（22人うち

病児７人）

５施設（22人うち

病児７人）
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91.2%

達成率 99.3% 90.9% 98.7%

施策名 4 子ども・若者支援
主担当課 子育て相談室

担当課 子ども若者計画課、保育幼稚園課、子ども子育て支援課

ま

ち

づ

く

り

の

指

標

①

指

標

名
子どもに関する相談場所の認知度

年度 Ｒ３ Ｒ４

実績 90.4% 83.4%

目指す姿
妊娠期における支援、また、乳幼児から若者までの成長に応じた切れ目のない支援が実施されていることで、育児不安の解消、児童虐待の予防等がなされ、子どもや
若者が家庭や地域の中で安全・安心にいきいきと暮らしています。

施策及び中心事業における今年
度中に改善が必要な事項

・市民アンケートにおいて、乳幼児がいる家庭における親子ひろばが相談場所であるという認知度は、昨年度に比べ増えている。乳幼児を抱
える家庭が必要な時に利用できるよう、関係機関と連携し、引き続き親子ひろばの周知を図っていく必要がある。（地区拠点親子ひろばの整
備）
・こどもの発達センターつくしんぼ（11月より児童発達支援センターつくしんぼ）の相談件数は、前年度数値及び目標値を上回る結果となっ
た。相談主訴について、教育・福祉との連携が必要な内容が増えており、特に、就学後の相談が増加している。引き続き、関係機関とのより
緊密な連携を図りつつ、適切な支援を行う必要がある。（こどもの発達センターつくしんぼ相談事業）
・若者支援相談という固いイメージを崩し、気軽に話してもらうことを目的に立ち上げた「おはなし処」事業について、年間の開催予定を掲
載した広報チラシを作成し、不登校やひきこもり支援団体等に広報協力を依頼し、周知していく。（若者支援地域ネットワーク事業）

目標 91.0% 91.7% 92.4% 93.2%

86.8%

93.1%

12.0%

説

明 市民アンケートの数値（若者支援が行われていることを知っていると回答した割合）
実績 9.8% 10.7% 8.8%

Ｒ５ Ｒ６

説

明

市民アンケートの数値（小学生から高校生の子どもを持つ保護者のうち、子どもに関する相談場所
を知っていると回答した割合）

【施策の進捗状況】 【これまでの成果を踏まえた課題】

目指す姿に対する
施策の成果

（※ビジョン後期実行計画期間を

通じた成果）

子ども家庭支援センター相談事業では、子どもと家庭の総合相談を実施し、こどもの発達センターつくしんぼ（11月より児童発達支援センターつくしん
ぼ）相談事業では、子どもの発達に関する悩みを軽減するための総合相談を実施した。各事業において、関係機関と連携し、課題解決に向けて取り組んだ
ことに加え、子どもや保護者のニーズに対応し、適切な相談窓口や支援機関につなぐ等、各事業を着実に進めてきたことにより、まちづくりの指標①おい
ては、実行計画期間を通じて高水準を維持していくことができた。
若者支援に対する認知度向上を図るため、市公式Ｘによる若者支援関連情報の発信を行った。また、市若者支援地域ネットワーク会議の委員を通じ、必要
な情報や支援が届くよう支援者間の情報共有を行った。

施策及び中心事業における次年
度以降に改善が必要な事項

・ひろばスタッフが集まり意見交換する会議等を通して、子育て家庭の抱える課題等を共有するとともに、多様化する市民ニーズに対応でき
るよう、地区拠点親子ひろばが中心となり子育てに関する講習等の充実を図っていく必要がある。（地区拠点親子ひろばの整備）
・児童発達支援センターに移行し、新規事業の安定化と既存事業の充実を図るとともに、地域における療育の中核機関としてアウトリーチ型
の地域支援を進めるため、教育や福祉分野部署との連携をより強化する必要がある。（こどもの発達センターつくしんぼ相談事業）
・若者支援の認知度を向上させる施策を検討するに当たり、高校生など若者の意見を取り入れ、若者の実情に合わせた事業展開を行っていく
必要がある。（若者支援地域ネットワーク事業）

【中心事業の進捗状況】 【今後の方向性】

9.4%

達成率 108.9% 107.0% 80.0% 78.3%

②

指

標

名
若者支援に対する認知度

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

目標 9.0% 10.0% 11.0%

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

取組（改善）方針（一次方針）
（※ビジョン後期実行計画期間を通じた成果や課題を

踏まえた取組の方針)

・子どもに関する相談場所の認知度の向上に努めるとともに、個々の家庭に対し適切な支援を行えるようにする。(子ども家庭支援センター相
談事業)
・児童発達支援センターへの移行に伴い、地域における児童発達支援の中核機関としての認知強化のため、市民周知を図りつつ、関係機関と
の連携を密に行っていく。（こどもの発達センターつくしんぼ相談事業）
・若者支援について、支援の大切さや理解を広げる取組として講演会、研修会を実施する。また、困難を抱える若者の早期発見や相談等支援
事業の必要な情報や支援が行き届くよう、市役所外での相談案内・受付などを行い、若者支援の認知度を上げる。その他、関係課、専門機関
で構成されている市若者支援地域ネットワーク会議で、各委員が支援内容を共有し合い相互に理解を深める機会を設け、連携体制の強化を図
る。（若者支援地域ネットワーク事業）

子ども家庭支援セン
ター相談事業

目標 585件 590件 595件

中心事業　①

数

値

目

標

指

標

名
子どもに関する総合相談の新規受理件数

年度 Ｒ３

87.6% 73.8% 65.2%

関連する取組方針
後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

新規受理件数は目標を下回ったが、受け付けた相談については、関係機関と連携し、課題解決に向けて取り組んだ。また、保育園や小中学校への巡回
相談や連絡会等を通じて関係機関との連携を密に行うことで、児童虐待の未然防止・早期発見や虐待の深刻化防止を推進した。

取組方針①：

子どもに関する相談体
制の充実

２か所 ２か所 ２か所 ２か所

達成率

600件

説

明

子ども家庭支援センター相談担当が受けた市民や関係機関からの新規相談件
数

実績 508件 517件 439件 391件

達成率 86.8%

関連する取組方針
後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

令和６年度は令和７年４月開所に向けて、未整備であった中部地区に、地区拠点親子ひろばの整備に取り組んだ。これにより、令和７年４月に地区拠
点親子ひろばの施設数が３か所となる。

取組方針②：

子ども子育て地域支援
ネットワークの充実

まちづくりの指標の「子どもに関する相談場所の認知度」が後期実行計画期間を通して目標値に達していないものの、高水準を維持している
ことについては、評価できる。一方で、「若者支援に対する認知度」は目標値に達している期間もあったが、数値そのものが低水準であるた
め、更なる認知度向上に向けた改善を要する。中心事業④「若者支援に関する新規相談件数」についても、件数が大幅に増加しているが、目
標値に達していない現状を踏まえると、原因、課題の分析と必要な改善策を講じる必要がある。若者支援は、個人、世帯とそれぞれの状況に
よって問題も異なり、複雑かつ表面に現れない潜在的な課題も含まれていることから、関係機関、団体、民間企業等との連携を図りながら取
り組まれたい。
また、こども家庭センターの開設を機に、子どもに関する相談に対して体系的な組織体制を構築し、子どもや保護者に寄り添った支援を行う
とともに、更なる周知に努めていただきたい。

中心事業　②
数

値

目

標

指

標

名
地区拠点親子ひろばの施設数

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

地区拠点親子ひろばの
整備

目標 ２か所 ２か所 ２か所 ３か所

説

明 親子ひろば事業等の運営支援を行う拠点施設の数
実績

総合ビジョン等推進本部からの
意見

こどもの発達センター
つくしんぼ相談事業

目標 205件 210件

行政改革推進委員会からの意見

中心事業　③
数

値

目

標

指

標

名
発達に関する新規相談件数

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

110.2% 79.5% 118.6% 136.4%

100.0% 100.0% 100.0% 66.7%

関連する取組方針
後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

目標値を上回る結果となった。実行計画期間では、コロナ禍の影響がありつつも、総じて相談ニーズの高さが伺え、相談内容は年々、多様化・複雑化
が進み、相談件数が増加傾向にある。その中で、質の高い相談機能を発揮できるよう福祉、教育部署など関係機関との連携を密に行い、相談者の主訴
やその原因をくみ取り、適切な支援につながるよう努めた。

215件 220件

説

明

こどもの発達センターつくしんぼが受けた新規相談件数（就学後の相談を含
む。）

実績 226件 167件 255件 300件

達成率

29件 30件

中心事業　④
数

値

目

標

指

標

名
若者支援に関する新規相談件数

年度

20件

達成率 29.6% 35.7% 24.1% 66.7%

説

明 子ども若者計画課が受けた当事者及び保護者等からの新規相談件数
実績 8件 10件 7件

7 8

関連する取組方針
後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

市若者支援地域ネットワークでは、従来の不登校・ひきこもり支援に関する事項だけでなく、未然予防という考えを取り入れ事業検討した。事業を進
める際は、支援者だけでなく、高校生やひきこもり経験者からも意見聴取し、若者や当時者の意見を盛り込んだ事業展開を行った。

取組方針④： 【次年度予算に対する方針】

若者支援の推進

【市民アンケートの結果/市民ニーズ】

　小学生から高校生の子どもを持つ保護者のうち、子どもに関する相談場所を知っていると回答した割合は86.8％となっており、前回調査（91.2％）より4.4ポイント減少してい
る。
　若者支援が行われていることを知っていると回答した割合は9.4％となっており、前回調査（8.8％）から大きな変化はみられない。また、身近に若者支援を必要とする人がいると
回答した人のうち、相談できる場所を知らないと回答した割合は60.0％となっており、前回調査（47.8％）より12.2ポイント増加している。

.

【次年度施策実施方針】

取組方針③：

発達相談の支援・連携
強化

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

若者支援地域ネット
ワーク事業

目標 27件 28件
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25.3%

達成率 92.5% 92.6% 105.4%

施策名 5 文化芸術
主担当課 文化振興課

担当課 公民館課

ま

ち

づ

く

り

の

指

標

①

指

標

名
市内で文化芸術に触れることができている市民の割合

年度 Ｒ３ Ｒ４

実績 21.1% 21.3%

目指す姿 市内で様々な文化芸術活動・催しが行われ、市民が身近に文化芸術に触れることができています。

施策及び中心事業における今年
度中に改善が必要な事項

・市民アンケートでは目標数値の達成に至らなかったことから、アンケートの年代別・地域別等のデータを踏まえながら、文化芸術に対する
関心を高める手法を検討するとともに、幅広い年代が文化芸術活動に参加できるよう引き続き積極的な情報発信を行う必要がある。
・異世代交流事業では、回数が進むにつれて参加者が減少する傾向があるので、欠席者へのフォローアップをする必要がある。

目標 22.8% 23.0% 24.0% 25.0%

23.9%

95.6%

31.0%

説

明 市民アンケートの数値（「鑑賞や読書」以外の文化芸術活動をしている割合）
実績 23.0% 22.7% 22.5%

Ｒ５ Ｒ６

説

明

市民アンケートの数値（市内で文化芸術に触れることができていると思うか、について「そう思
う」、「まあそう思う」と回答した割合）

【施策の進捗状況】 【これまでの成果を踏まえた課題】

目指す姿に対する
施策の成果

（※ビジョン後期実行計画期間を

通じた成果）

・市民が文化芸術に触れる機会を提供するため、市ホームページ、デジタルサイネージ、ＳＮＳ等を活用した積極的な情報発信や、ホールを中心とした文化
芸術イベントの実施により、コロナ禍も含めて、市民が文化芸術に触れることができている割合はおおむね目標に近い数値を達成した。
・市民に文化芸術を身近なものとして触れてもらうため、異世代交流事業では、子どもと大人の交流・体験広場として、「切り絵を楽しむ」「世界をＥｎｊ
ｏｙ！」「茶の湯に親しみましょう」等の合計28種目を開催し、延べ2,101人の参加があった。

施策及び中心事業における次年
度以降に改善が必要な事項

・市民アンケートで収集したデータを国や東京都のデータと比較・分析し、現状の把握と課題の抽出を行う必要がある。
・異世代交流事業では種目が減少傾向にあるので、新たな種目に向けて、指導者を見つける必要がある。また、親子での参加が大半であるた
め、対象に合わせた参加しやすい日程や広報を工夫する必要がある。

【中心事業の進捗状況】 【今後の方向性】

21.1%

達成率 79.3% 75.7% 73.8% 68.1%

②

指

標

名
自らが主体となって文化芸術活動をしている市民の割合

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

目標 29.0% 30.0% 30.5%

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

取組（改善）方針（一次方針）
（※ビジョン後期実行計画期間を通じた成果や課題を

踏まえた取組の方針)

・令和７年３月に策定した「第３次国分寺市文化振興計画」で掲げる目標とする将来像「だれもが身近に文化芸術を感じられるまち」の実現
に向けて、いずみホールやcocobunjiプラザにおいて、様々なイベントを実施するとともに、市民への情報発信を工夫する。また、多様な文化
芸術活動支援や文化活動の担い手を育むための事業をはじめ、計画で定める各事業の進捗を管理し、文化芸術の振興を推進する。
・異世代交流事業実行委員会にて情報を共有し、指導者同士の交流を深めるとともに、日程や事業内容、新たな種目について協議し、事業内
容の充実に努める。

ホール施設における鑑
賞・体験機会の提供（い
ずみホール主催事業）

目標 1,000人 1,200人 1,350人

中心事業　①
数

値

目

標

指

標

名
主催事業参加者数・入場者数

年度 Ｒ３

106.8% 194.0% 135.1%

関連する取組方針
後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

いずみホールや市ホームページへの掲載、チラシ等の配架による積極的な情報発信やオンラインでのチケット販売を行うとともに、幅広い年代を対象
に参加しやすいイベント等を実施したことにより、アフターコロナの令和４年度以降は目標数値を上回った。

取組方針①：

文化芸術に触れる

963人 1,680人 1,819人 2,082人

達成率

1,500人

説

明 オンライン視聴を含むいずみホール主催事業の入場者数
実績 702人 1,281人 2,619人 2,027人

達成率 70.2%

関連する取組方針
後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

市民文化祭の参加者数は年々増加し、４年間の目標数値を全て達成することができた。また、開催に当たり学生の地域貢献活動の受入れを行い、令和
４年度からの３年間で延べ116人の学生に国分寺市の文化活動に触れる機会を提供した。

取組方針②：

文化芸術をはぐくむ

各中心事業を着実に進め目標値を達成してきたことにより、まちづくりの指標の「市内で文化芸術に触れることができている市民の割合」
が、期間を通して高水準であったことは評価できる。一方で、「自らが主体となって文化芸術活動をしている市民の割合」については、いず
れも２割程度であることから依然として改善の必要がある。引き続き、市民文化祭をはじめとした、文化芸術に触れる機会の提供と主体的な
活動への支援に取り組まれたい。また、文化芸術は多様な市民がつながり、交流する機会の創出にも寄与し、その過程をきっかけに文化芸術
への関心や興味が芽生え、自身の活動へと昇華し、次代に引き継がれていくことが期待できる。そのような観点からも、引き続き、市民の関
心を高める市内の文化芸術活動や催しを企画していくとともに、新たな文化芸術の発掘についても注力していただきたい。

中心事業　②
数

値

目

標

指

標

名
市民文化祭参加者数

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

市民文化祭の開催

目標 950人 1,000人 1,250人 1,500人

説

明 市民文化祭に出演・出展等をした人数
実績

総合ビジョン等推進本部からの
意見

異世代交流事業の推進

目標 86.5% 87.0%

行政改革推進委員会からの意見

中心事業　③
数

値

目

標

指

標

名
異世代交流事業参加者の満足度

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

― 100.3% 110.4% 112.3%

101.4% 168.0% 145.5% 138.8%

関連する取組方針
後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

参加者が興味や関心のある種目に取り組み、地域の異世代の人と関わる機会を持ちながら、技術や知識の習得や世代を超えた学び合いの楽しみを実感
してもらうことができた。実施に際し、指導者や児童館職員が参加する異世代交流事業実行委員会を月１回開催することにより、指導者間の情報共有
と連携を深めることができ、充実した事業内容とすることができた。

87.5% 88.0%

説

明 異世代交流事業参加者アンケートの数値
実績 未実施 87.3% 96.6% 98.8%

達成率

１事業 ２事業

中心事業　④
数

値

目

標

指

標

名
大学生の協力を得て実施する文化芸術に関する事業数

年度

２事業

達成率 100.0% ― 100.0% 100.0%

説

明 ―
実績 １事業 未実施 １事業

9 10

関連する取組方針
後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

令和３年度及び５年度は、文化講座に合わせてボランティアサークルの大学生の協力を得て、ワークショップを開催した。令和６年度は新たな試みと
して、武蔵野美術大学芸術文化学科の学生の企画により文化芸術に関するワークショップ「出会う はんこアート工房」を実施し、身近にアートを感
じ、文化芸術に興味や関心を寄せる契機となった。また、いずみホール市主催事業「駅前ピアノ in いずみホール」では同じく武蔵野美術大学芸術文
化学科と連携してラッピングプロジェクトを実施し、親子やファミリーでの来館も見られるなど幅広いストリートピアノの利用があり、延べ644人が参
加した。コロナ禍の影響で事業が実施できなかった令和４年度を除き、全ての目標を達成することができた。

取組方針④： 【次年度予算に対する方針】

文化芸術を広める

【市民アンケートの結果/市民ニーズ】

　「文化芸術の振興」の取組について、「満足」の回答は18.4％となっており、前回調査（16.9％）から大きな変化はみられない。
　市内で文化芸術に触れることができていると思うと回答した割合は23.9％となっており、前回調査（25.3％）から大きな変化はみられない。
　「鑑賞や読書」以外の文化芸術活動をしていると回答した割合は21.1％となっており、前回調査（22.5％）から大きな変化はみられない。

次年度への反映（最終方針）

【次年度施策実施方針】

取組方針③：

文化芸術をつなぐ

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

大学生の協力を得る仕組
みづくり

目標 １事業 １事業
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国分寺市ビジョン後期実行計画　施策マネジメントシート 該当するＳＤＧｓ

小学生95.2％
中学生94.7％

達成率
小学生95.9%
中学生93.2%

小学生96.6％
中学生94.7％

小学生95.2％
中学生94.7％

施策名 6 学校教育
主担当課 学校指導課

担当課

ま

ち

づ

く

り

の

指

標

①

指

標

名
いじめは、どんな理由があってもいけないことだと思う小・中学生の割合

年度 Ｒ３ Ｒ４

実績
小学生95.9％
中学生93.2％

小学生96.6％
中学生94.7％

目指す姿
学校と地域社会、関係諸機関の連携のもと、児童・生徒の豊かな人間性や社会性が育まれるとともに、学習意欲が高められ、基礎的・基本的な知識や技能と思考力・判断力・
表現力及び体力が培われています。

施策及び中心事業における今年
度中に改善が必要な事項

・いじめ問題については、「いじめ防止対策推進法」や「国分寺市子どもいじめ虐待防止条例」を踏まえ、引き続き適切に対応していく必要
がある。
・児童・生徒の主体的な取組を充実させるため、児童会・生徒会フォーラム前後の各校の取組をより一層活性化する方策を検討していく必要
がある。
・学校生活支援シートを活用して、児童・生徒の成長を実感できるよう、保護者との連携についてより一層の工夫が必要である
・１人１台端末を活用した「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実をもとに、より一層の授業改善を図る必要がある。

目標
小学生100.0％
中学生100.0％

小学生100.0％
中学生100.0％

小学生100.0％
中学生100.0％

小学生100.0％
中学生100.0％

小学生96.9％
中学生93.4％

小学生96.9％
中学生93.4％

小学生97.0％
中学生87.0％

説

明

東京都教育委員会調査の数値（「授業内容が分かるか。」の教科別の設問に対し、「よく分か
る」、「どちらかといえば分かる」と回答した小・中学生の割合の平均）

実績
小学生93.5％
中学生85.6％

小学生93.2％
中学生86.2％

小学生93.0％
中学生85.2％

Ｒ５ Ｒ６

説

明

全国学力・学習状況調査の数値（「いじめは、どんな理由があってもいけないことだと思うか。」
の設問に対し、「当てはまる」、「どちらかといえば、当てはまる」と回答した小・中学生の割
合）

【施策の進捗状況】 【これまでの成果を踏まえた課題】

目指す姿に対する
施策の成果

（※ビジョン後期実行計画期間を

通じた成果）

・児童会・生徒会フォーラムにおいて、「すべての人を大切にするまち宣言」に基づく各学校の取組について、代表児童・生徒が共有・協議を行う中で、いじめ防止
につながる取組として、感謝の言葉や思いを積極的に伝えられるような魅力ある学校づくりに関する取組が多数上げられ、主体的に自他を大切にすることについての
考えを一層深めることができた。
・令和３年度に１人１台端末を児童・生徒に配布し、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実の推進を図ることができた。特に、端末を念頭に置いた授業改善
が進んだことで、端末の活用の仕方や活用するタイミングを児童・生徒自らが決めるということができるようになってきた。学習状況調査においては、授業内容の理
解について、肯定的な回答率が東京都の平均よりも高い状況が続いている。
・②の指標については、東京都による調査の実施方法が変更となり、数値がないため、「ー」としている。

施策及び中心事業における次年
度以降に改善が必要な事項

特別支援教育体制の充実に当たり、知的障害特別支援学級設置等検討委員会の報告を基に、知的障害特別支援学級の設置に向けて、学校と教
育委員会が連携して、計画的に進めていく必要がある。

【中心事業の進捗状況】 【今後の方向性】

―

達成率
小学生99.5%
中学生102.0%

小学生99.1％
中学生102.6％

小学生95.9％
中学生97.9％

―

②

指

標

名

国語・算数（数学）・理科・社会・（中学では英語も加える）の授業内容が分かると感じる小・中
学生の割合

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

目標
小学生94.0％
中学生84.0％

小学生94.0％
中学生84.0％

小学生97.0％
中学生87.0％

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

取組（改善）方針（一次方針）
（※ビジョン後期実行計画期間を通じた成果や課題を

踏まえた取組の方針)

学校、地域社会及び関係諸機関と連携して、児童・生徒の豊かな人間性や社会性が育まれるよう継続して施策を推進する。さらに、児童・
生徒の学習意欲が高まり、基礎的・基本的な知識や技能と思考力・判断力・表現力及び体力が培われるよう、学校と連携して取り組んでい
く。
・人権教育の推進については、各校で取り組んでいる人権教育を互いに共有し、より充実した内容にしていく。
・道徳教育の推進については、道徳教育推進教師を中心に道徳教育に関する校内での実践的な研究を充実させていく。
・特別支援教育体制の充実については、共生社会の形成に向けて、教員、子ども、保護者、地域住民が多様性や特別支援教育についての理解
を深め、子ども一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導・支援が行われるよう取り組んでいく。
・新しい時代に必要となる資質・能力の育成については、ＧＩＧＡスクール構想の実現による新たなＩＣＴ環境を最大限活用し、「個に応じ
た指導」と「協働的な学び」を充実させ、探究的な学習や体験活動等を通じ、持続可能な社会の創り手となることができるよう必要な資質・
能力を育成していく。

学校全体での人権教育
の取組の充実

目標 小学校95.0％
中学校95.0％

小学校95.0％
中学校95.0％

小学校100.0％
中学校100.0％

中心事業　①

数

値

目

標

指

標

名

人権教育推進委員会で作成した人権教育推進資料等を活用し、授業改善を
図った学級の割合

年度 Ｒ３

小学校105.0％
中学校105.0％

小学校100.0％
中学校100.0％

小学校100.0％
中学校100.0％

関連する取組方針
後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

　市内全校において、学校の教育課程に「人権教育の推進」を位置付け、教科の学習や学校行事等で行われる全ての教育活動を通して推進してきた。令和４年
度からは、児童会・生徒会フォーラムにおいて、「すべての人を大切にするまち宣言」に基づく各学校の取組について、代表児童・生徒が共有・協議を行って
きた。この取組により、各学校では、学級や学年の枠を超えて学校全体で友達や先輩、先生等に感謝の思いを伝える場を設けるなど、感謝の言葉や思いを積極
的に伝えられるような学校風土を創り上げてきた。
　また、毎年実施してきた人権教育推進委員会では、各学校の取組の参考となるよう、教科の学習や学校行事等で実践できる人権教育の取組事例をまとめた資
料を作成し発信してきた。この取組により、市内小・中学校全校で人権教育の取組についての情報共有・理解を図るとともに、各校における特色ある実践につ
なげることができた。

取組方針①：

人権教育の推進

小学校100.0％
中学校100.0％

小学校100.0％
中学校100.0％

小学校100.0％
中学校100.0％

小学校100.0％
中学校100.0％

達成率

小学校100.0％
中学校100.0％

説

明 人権教育推進資料等を活用し、授業改善を図った学級数／全学級数
実績 小学校100.0％

中学校100.0％
小学校100.0％
中学校100.0％

小学校100.0％
中学校100.0％

小学校100.0％
中学校100.0％

達成率 小学校105.0％
中学校105.0％

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

　市内全校において、学校の教育課程に道徳教育の推進に向けた取組を位置付け、教科の学習や学校行事等で行われる全ての教育活動を通して推進してきた。
令和３年度からは道徳教育推進委員会において、本市に係る地域教材を開発し、３年計画で授業研究を行い、指導方法や指導内容の充実を図ることができた。
また、全校において道徳授業地区公開講座を毎年実施してきた。この取組により、学校が取り組む道徳教育について、保護者・地域の方々が理解を深め、学
校・家庭・地域が一体となった道徳教育を推進することができた。
　特に、令和６年度からは、完全実施となった「国分寺学」と関連させることで、「郷土の伝統と文化の尊重、郷土を愛する心」についてより深く考え、進ん
で社会に貢献する力の育成につなげることができた。

取組方針②：

道徳教育の推進

市民アンケートにおいても「学校教育の充実」については市民の関心度が高く、持続可能な社会の創り手を育む教育の推進が必要である。
ＩＣＴの進展など学習環境が大きく変化する中においても、児童・生徒たちの知識の向上を図り、これからの時代に求められる資質・能力を
育むことが求められる。
学校のみならず、地域、家庭、他の関係機関等と連携しながら、主体的・対話的な学びを通じて人間性や社会性を育み、一人一人の教育的
ニーズに寄り添いながら、最適な学習環境の実現に取り組まれたい。
また、教育上の大きな課題の一つであるいじめや不登校の問題については、引き続き、児童・生徒一人一人に寄り添った丁寧な対応を求める
とともに、昨今の労働環境をはじめとした教職員に対するケアを含めた、教育環境の整備についても推し進めていただきたい。

中心事業　②

数

値

目

標

指

標

名

道徳教育推進委員会で作成した道徳教育推進資料等を活用し、授業改善を
図った学級の割合

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

道徳教育に関する実践
的研究や研修の充実

目標 小学校95.0％
中学校95.0％

小学校95.0％
中学校95.0％

小学校100.0％
中学校100.0％

小学校100.0％
中学校100.0％

説

明 道徳教育推進資料等を活用し授業改善を図った学級数／全学級数
実績

総合ビジョン等推進本部からの
意見

学校生活支援シートの
活用の推進

目標 小学校100.0％
中学校100.0％

小学校100.0％
中学校100.0％

行政改革推進委員会からの意見

中心事業　③

数

値

目

標

指

標

名
必要な児童・生徒に学校生活支援シートが作成されている割合

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

小学校99.0％
中学校95.0％

小学校99.0％
中学校99.0％

小学校100.0％
中学校100.0％

小学校100.0％
中学校100.0％

小学校105.0%
中学校105.0%

小学校105.0%
中学校105.0%

小学校100.0％
中学校100.0％

小学校100.0％
中学校100.0％

関連する取組方針
後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

　「第４次国分寺市特別支援教育推進計画（義務教育時）」に基づき、本市の特別支援教育を推進してきた。特に、教育相談・特別支援教育コーディネート推
進委員会を年５回開催し、市内小・中学校の特別支援教育コーディネーターと情報共有し、課題について協議するなど、特別支援教育の充実を図ることができ
た。特に、学校生活支援シートの必要性等を周知し、活用について協議を重ねたこともあり、必要な児童・生徒の学校生活支援シートが作成され、支援の充実
が図られた。

小学校100.0％
中学校100.0％

小学校100.0％
中学校100.0％

説

明 作成されている数／必要とされる数
実績 小学校99.0％

中学校95.0％
小学校99.0％
中学校99.0％

小学校100.0％
中学校100.0％

小学校100.0％
中学校100.0％

達成率

小学校5.0ポイント
中学校6.0ポイント

小学校5.0ポイント
中学校6.0ポイント

中心事業　④

数

値

目

標

指

標

名
算数・数学における東京都の平均正答率との差

年度

小学校5.0ポイント
中学校9.0ポイント

達成率 小学校88.9%
中学校109.1%

小学校111.1%
中学校163.6%

小学校80.0%
中学校150.0%

小学校100.0%
中学校150.0%

説

明

全国学力・学習状況調査の数値（「市の小学校算数及び中学校数学の平均正
答率」-「都の同平均正答率」）

実績 小学校4.0ポイント
中学校6.0ポイント

小学校5.0ポイント
中学校9.0ポイント

小学校4.0ポイント
中学校9.0ポイント
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関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

令和３年度に１人１台端末を児童・生徒に配布し、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実の推進を図ることができた。また、端末を活用した授業改
善が進んだことで、児童・生徒の学習内容の理解や主体的な学びについて成果が見られた。特に、全国学力・学習状況調査において、小・中学校共に、都の平
均正答率を上回っていた。なお、国語についても、同様の傾向が見られた

取組方針④： 【次年度予算に対する方針】

新しい時代に必要とな
る資質・能力の育成

【市民アンケートの結果/市民ニーズ】

　「学校教育の充実」の取組について、「満足」の回答は25.3％となっており、前回調査（23.6％）から大きな変化はみられない。年代別でみると、10・20歳代で44.7％となっており、他の
年代に比べて高くなっている。また、「学校教育の充実」を今後の市にとって重要な取組とする回答は35.6％となっており、前回調査（31.3％）より4.3ポイント増加し、33の取組のうち２
番目に高い割合となっている。

次年度への反映（最終方針）

【次年度施策実施方針】

取組方針③：

特別支援教育体制の充
実

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

習熟度別指導の「基礎
コース」の工夫・改善

目標 小学校4.5ポイント
中学校5.5ポイント

小学校4.5ポイント
中学校5.5ポイント
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60.6%

達成率 100.0% 81.0% 71.5%

施策名 7 教育環境整備
主担当課 教育総務課

担当課 学務課

ま

ち

づ

く

り

の

指

標

①

指

標

名
市立小・中学校の環境整備のための工事実施割合

年度 Ｒ３ Ｒ４

実績 42.4% 51.5%

目指す姿 子どもが安心して意欲的に学べる質の高い教育環境が整っています。

施策及び中心事業における今年
度中に改善が必要な事項

・学校施設整備については、必要な工事を着実に実施しており、改善が必要な事項はない。今後の中学校35人学級の実施に向け、各学校の
状況を考慮しながら、必要な準備を進めていく。
・学校給食については、物価高騰の影響により、給食食材料が高騰しているため、様々な献立の工夫により、質の高い学校給食を維持する
必要がある。

目標 42.4% 63.6% 84.8% 100.0%

66.7%

66.7%

説

明 ―
実績

Ｒ５ Ｒ６

説

明 工事実施件数／令和６年度までに予定している工事件数

【施策の進捗状況】 【これまでの成果を踏まえた課題】

目指す姿に対する
施策の成果

（※ビジョン後期実行計画期間を

通じた成果）

・学校施設整備については、「国分寺市学校施設長寿命化計画」に基づく大規模改造工事及び小学校35人学級の実施に伴う教室数不足に対応するための工事を実施し、学校教育活動の
実施に必要不可欠な環境整備を推進した。また、熱中症対策としての屋内運動場の空調機設置工事、児童、生徒に冷たくておいしい水を提供するための水飲栓直結工事その他児童、生
徒の良好な学習環境の整備を行った。計画期間において、新型コロナウイルス感染症拡大、物価高騰等社会情勢の変化による影響もあり、工事実施が一部後ろ倒しになったが、学校、
庁内各課及び事業者との緊密な連携と情報共有により可能な限り整備の円滑化を図り、目指す姿である「子どもたちが安心して意欲的に学べる質の高い教育環境の整備」は着実に進展
した。
・天候不順や物価高騰などの厳しい状況下においても、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用や献立の工夫、無添加食材の使用を通じて給食の質・量を維持し、安
全・安心な学校給食の提供に努めるとともに、地場産野菜の活用を促進するため栄養士と市内農業者との情報交換会を定期的に開催し、地産地消の推進を図った。

施策及び中心事業における次年
度以降に改善が必要な事項

・学校施設整備については、中学校35人学級の実施に向け、各学校の状況を考慮しながら、必要な準備を進めていく。また、令和９年末に
蛍光管の製造等が禁止されることに伴う学校施設のＬＥＤ化も進めていく必要がある。
・学校給食については、次年度以降についても、給食食材料の価格変動状況を注視し、様々な献立の工夫を行うとともに、多様な食育活動
を安全に展開することで、更なる食育の推進を図る必要がある。

【中心事業の進捗状況】 【今後の方向性】

達成率

②

指

標

名

―
年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

目標

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

取組（改善）方針（一次方針）
（※ビジョン後期実行計画期間を通じた成果や課題を

踏まえた取組の方針)

・学校施設整備については、「国分寺市学校施設長寿命化計画」に基づく大規模改造工事及び更新、学級数の増に対応するための校舎増築
並びに中学校35人学級の実施に伴う教室数不足に対応するための工事等を進めていく。また、近年の酷暑下において、老朽化した空調機が
故障し学校教育活動に支障が出ないよう、普通教室に設置された空調機の更新を進めていく。さらに、学校の照明類について、令和９年末
に蛍光管の製造等が終了することを踏まえ、引き続きＬＥＤ化を進め、児童・生徒が安心して意欲的に学ぶことのできる質の高い教育環境
の整備に取り組む。
・学校給食については、今後についても、給食食材料の価格変動の状況を注視しつつ、無添加の給食食材・地場産野菜を取り入れ、安全・
安心な学校給食を提供するとともに、食の楽しみ・大切さ等を実感することができるように、多様な食育活動を展開することで、質の高い
学校給食の推進を図っていく。

市立小・中学校の校舎及
び体育館の大規模修繕事
業

目標 5件 8件 10件

中心事業　①

数

値

目

標

指

標

名
大規模修繕工事件数

年度 Ｒ３

100.0% 100.0% 100.0%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

「国分寺市学校施設長寿命化計画」において予定していた各学校の大規模改造工事については、新型コロナウイルス感染症拡大、資材・人件費等の高騰
その他の要因により、当初の計画から後ろ倒しにする工事がありながらも、可能な限り当初の予定に沿うよう庁内調整を行い工事を進めてきた結果、期
間内に12件の工事を実施し、着実に施設整備を進めることができた。

取組方針①：

施設整備の充実

小学校４校

中学校３校

小学校10校

中学校３校

小学校10校

中学校５校

小学校10校

中学校５校

達成率

12件

説

明

「国分寺市学校施設長寿命化計画」に基づき実施する大規模修繕工事件数（累
計）

実績 5件 8件 10件 12件

達成率 100.0%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

当初、更新により対応するものとしていた第三中学校についても、他の工事等の進捗や既設の水銀灯の劣化状況も踏まえ、計画期間内で整備工事を実施
することとした結果、市立小学校及び中学校全校の体育館照明のＬＥＤ化を完了した。

取組方針②：

環境変化への柔軟な対応

各中心事業の数値目標がおおむね達成できている点については、評価できる。「子どもが安心して意欲的に学べる質の高い教育環境」の実
現に向けて引き続き、学校施設整備を着実に進めていただきたい。
一方で、学校施設の老朽化については、人口構造の変化や施設の耐久性など短期、中期的な視点から見ても行政の課題となることが推察で
きることから、教育環境の維持向上につながる、計画的な施設マネジメントについても関係部署と連携しながら進めていただきたい。
また、豊かな心と健やかな体の育成のため、学校給食は重要な役割を持つことから、物価高騰等の厳しい環境下においても、無添加の給食
食材・地場産野菜の使用など給食の量や質の低下を招くことなく、提供することを求める。あわせて、体験や実見による食育活動を通じて
環境学習や地域学習をはじめとした総合学習につなげていただきたい。

中心事業　②

数

値

目

標

指

標

名
体育館にＬＥＤを整備した市立小・中学校数

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

市立小・中学校体育館照
明のLED化推進事業

目標
小学校４校

中学校２校

小学校10校

中学校２校

小学校10校

中学校４校

小学校10校

中学校５校

説

明

市立小・中学校15 校のうち、整備済み（一中）、大規模修繕（二中）又は更
新（三中）の工事にて整備を行う学校を除き、体育館照明のＬＥＤ化が完了し
た学校の数

実績

総合ビジョン等推進本部からの
意見

自校式による小学校給食
の充実

目標 6.1% 6.1%

行政改革推進委員会からの意見

中心事業　③

数

値

目

標

指

標

名
小学校給食残菜率

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

124.5% 110.9% 103.4% 88.4%

100.0% 108.3% 100.0% 100.0%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

新型コロナウイルス感染症やインフルエンザの流行、夏の猛暑、物価高騰などの課題に直面しながらも、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交
付金の活用や栄養士による献立の工夫、無添加食材や地場産野菜の使用により給食の質・量を維持してきた。さらに、バイキング給食の再開、そら豆や
枝豆のさやとり、調理実習などの体験型食育活動を通じて児童の食に関する理解を深める取組の結果、残菜率の増加などの課題はあったものの、段階的
に食育活動の幅を広げ、目標値以上の成果をおおむね達成することができた。

6.1% 6.1%

説

明 給食の残菜（食べ残し）量／提供した給食食材の総量
実績 4.9% 5.5% 5.9% 6.9%

達成率

工事着工２校

工事完了１校
工事完了３校

中心事業　④

数

値

目

標

指

標

名
校舎増築工事の実施状況

年度

工事完了３校

達成率 ― 100.0% 100.0% 100.0%

説

明

校舎増築工事を予定している第三、第七及び第十小学校における設計及び工事
の実施状況

実績 ―
設計完了２校

工事着工１校

工事着工２校

工事完了１校
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関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

小学校35人学級の実施に伴う普通教室等の不足に対応するため、第三、第七及び第十小学校の校舎増築工事を行い、いずれも期間内に工事を完了し、児
童の学習環境を整備することができた。

取組方針②： 【次年度予算に対する方針】

環境変化への柔軟な対応

【市民アンケートの結果/市民ニーズ】

「学校教育の充実」について、年代別の集計結果で「満足」と「やや満足」を合わせた『満足』の回答の割合が最も高かったのが「10・20歳代」の41.0％であった。また、「不満」と
「やや不満」を合わせた『不満』の回答の割合が最も高かったのが「30～50歳代」の28.2％であった。

次年度への反映（最終方針）

【次年度施策実施方針】

取組方針③：

質の高い学校給食の推進

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

小学校35人学級の実施に
係る増築棟建設事業

目標 ―
設計完了２校

工事着工１校
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74.4%

達成率 83.1% 90.2% 87.7%

施策名 8 社会教育
主担当課 社会教育課

担当課 公民館課、図書館課

ま

ち

づ

く

り

の

指

標

①

指

標

名
過去１年間で学びの体験をしている市民の割合

年度 Ｒ３ Ｒ４

実績 69.6% 76.0%

目指す姿 誰もがいつでも学べる機会が充実し、学校や地域とともに健やかで心豊かに活動することができています。

施策及び中心事業における今年
度中に改善が必要な事項

・社会教育課では、ひかりプラザ館内で貸出用モバイルルータを使用する市民活動団体が増えていることから、引き続きＩＣＴによる学習環
境の整備及び学習機会の充実を図る必要がある。
・公民館課では、対面を重視しつつ、効果的なオンライン講座の活用について検討する必要がある。
・図書館課では、更なる読書支援のために事業の充実を図り、また、子どもの読書においては「第四次国分寺市子ども読書活動推進計画」に
基づき、事業を実施する必要がある。図書館システム更新に当たり、図書館ホームページについて、市民の利便性や学習機会の向上につなが
るように改良を行う必要がある。

目標 83.8% 84.3% 84.8% 85.3%

72.6%

85.1%

37事業

説

明 社会教育課・公民館課・図書館課が主催又は市民団体と共催した事業数
実績 31事業 33事業 51事業

Ｒ５ Ｒ６

説

明

市民アンケートの数値（この１年間で講座や講演会への参加や知識を広げる体験など、自らを高める
ような学びの体験をしたと回答した割合）

【施策の進捗状況】 【これまでの成果を踏まえた課題】

目指す姿に対する
施策の成果

（※ビジョン後期実行計画期間を

通じた成果）

・実行計画期間中は新型コロナウイルス感染症の影響があったものの、様々な工夫や手法を講じながら青少年地域リーダー講習会を実施し、受講した多くの中学生・高校生に対して、将来の豊かな地域づくりに貢献でき
る人材育成を行うことができた。

・公民館では、コロナ禍で事業参加者数が大幅に減少したものの、オンラインを活用して学びの場を継続的に提供した。新型コロナウイルス感染症の収束を機に、制限を受けていた調理や合唱などの講座を再開し、事業
参加者数が回復してきたことを受け、人と人とをつなぐ公民館として地域との連携を強化し、市民グループ等の学習・活動の発表及び地域との交流事業を充実させることができた。

・図書館においては、コロナ禍では図書館資料の予約資料の貸出しのみの一部開館を実施し、調査研究や読書の支援を行った。また、令和４年度に電子図書館を速やかに導入し、非来館型の図書館サービスの提供を行っ

た。新型コロナウイルス感染症の収束後は、おはなし会、映画会等の実施や託児サービス等のほか、一日図書館員の実施館を増やし、学びの体験を拡充した。さらに、市立小・中学校・都立高等学校と連携し、福袋作
成・おすすめＰＯＰ等、内容の充実を図りながら図書館での発表の場を提供できた。

・新型コロナウイルス感染症の拡大をはじめとした厳しい社会状況下においても可能な限り柔軟な対応を図りながら、実行計画期間を通じて市民の学びや活動の機会を絶やすことがないよう事業を実施し、施策の目指す
姿を着実に進展させた。

施策及び中心事業における次年
度以降に改善が必要な事項

・公民館課では、令和８年度中に始まる並木公民館の大規模改修に伴う休館期間（約12か月間）中の学習や活動の発表の場について調整する
必要がある。
・図書館課では、引き続き学校・地域と連携をして、市民の学びを生かす場の創出及び、図書館ホームページの充実、市公式Ｘを活用し、発
信力の強化を図る必要がある。

【中心事業の進捗状況】 【今後の方向性】

67事業

達成率 91.2% 94.3% 141.7% 181.1%

②

指

標

名
市民が学んだ成果を地域でいかした事業数

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

目標 34事業 35事業 36事業

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

取組（改善）方針（一次方針）
（※ビジョン後期実行計画期間を通じた成果や課題を

踏まえた取組の方針)

・社会教育課では、新型コロナウイルス感染症の流行により、活動の制限などの対応をせざるを得ない状況があった中でも、多くの市民の学
習意欲を満たすため、新しい手法の取り入れや実施方法を工夫することで、学習機会を創出してきた。今後も、多様化する学習意欲を充足す
るため、社会的変化を的確に捉え、時代に即した事業の展開を検討していく。
・公民館課では、引き続き地域の学びや交流を推進するため、地域の自主グループや自治会の活動を支援するとともに、オンラインを活用し
ながら学習及び活動発表の場を確保する。
・図書館課では資料の収集提供、託児サービスや講演会等の事業を引き続き実施し、体験を含めた多様な学習機会の充実を図る。電子図書館
を活用した市立小・中学校の児童・生徒の読書環境の充実を実施できるよう検討及び関係課との調整を図る。

社会教育施設等における
学習機会の充実

目標 26,227人 27,514人 28,324人

中心事業　①
数

値

目

標

指

標

名
事業参加者数

年度 Ｒ３

83.2% 103.6% 88.6%

関連する取組方針
後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

・社会教育課では、計画期間中は新型コロナウイルス感染症の影響があったものの、大人版宇宙の学校及び市民大学講座の実施に当たり、オンライン
形式を活用するなど、工夫しながら、継続的な学習の機会を提供・展開することができた。
・公民館課では、コロナ禍で急減した事業参加者数も、新型コロナウイルス感染症での各種制限が緩和されたことから急激に回復し、学びを体験した
いという市民の要望に応えるよう、講座数や内容を充実することができた。
・図書館課では、コロナ禍でおはなし会を始めとした行事が中止となったが、新型コロナウイルス感染症の収束後は子どもと保護者の読書をつなぐ行
事を多数実施して、読書活動の推進を図ることができた。

取組方針①：

多様な学習機会の充実

687,362件 681,913件 627,969件 641,185件

達成率

29,135人

説

明
社会教育課・公民館課・図書館課が実施する事業の参加者数（延べ）

実績 14,801人 22,891人 29,338人 25,814人

達成率 56.4%

関連する取組方針
後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

・令和３年度はコロナ禍により資料の予約窓口を開設したことで、図書館資料の検索及び予約のためアクセス数が急増した。また、令和６年度では本
多図書館駅前分館閉館に伴ったcocobunjiサービスコーナーでの取り置き予約や、市役所分館開館に伴うインターネット予約による貸出利用者の増加に
より、アクセス数が増加した。一方で、日常的な講演会や託児サービスについて、適切なタイミングでの情報発信を行い学習支援を実施した。

取組方針②：

自主的な学びの支援

まちづくりの指標の「過去１年間で学びの体験をしている市民の割合」は、実行計画期間中に目標値に達することができなかったが、中心事
業③の交流事業数の大幅な増加や中心事業④のオンライン講座参加者数に関する実績値については、学びを地域に還元する好循環が生まれ、
相互学習の充実が図られていると言え、成果として評価できる。引き続き、市民のニーズに沿った事業を企画、実施し、多様な学びの場を提
供していくとともに、社会教育は学びを通じて幅広い世代や多様な市民と交流することができる機会の創出や、地域コミュニティの形成にも
寄与するため、様々な媒体を活用しながら更なる事業の充実を図られたい。

中心事業　②
数

値

目

標

指

標

名
図書館ホームページアクセス数

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

図書館における情報収集
の支援の推進

目標 650,000件 700,000件 775,000件 850,000件

説

明 利用者等が図書館ホームページにアクセスした件数
実績

総合ビジョン等推進本部からの
意見

相互学習の支援の推進

目標 14事業 20事業

行政改革推進委員会からの意見

中心事業　③
数

値

目

標

指

標

名
学習成果発表の場の提供数

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

85.7% 95.0% 140.9% 287.0%

105.7% 97.4% 81.0% 75.4%

関連する取組方針
後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

・公民館課では、コロナ禍後、地域の絆が改めて見直されており、利用グループに対して事業への参加を積極的に働きかけた結果、地域での発表や交
流できる講座やイベントを数多く開催できた。
・図書館課では、市内全図書館でおはなし会を実施したことに加え、文庫・おはなしグループと共催で講演会や発表の場を設け、協働事業のぶんぶん
ウォークでは主催市民と共に本を介したイベントを実施した。また、各図書館において、市立小・中学校、都立高等学校の児童・生徒が作成した福袋
や図書の紹介ＰＯＰ制作、総合学習で図書館資料を利用して調べた成果物の展示等を実施した。

22事業 23事業

説

明

公民館課、図書館課が実施する市民グループ等の学習・活動の発表及び地域と
の交流事業数

実績 12事業 19事業 31事業 66事業

達成率

200人 300人

中心事業　④
数

値

目

標

指

標

名
オンライン講座参加者数

年度

946人

達成率 5085.0% 864.0% 1139.5% 315.3%

説

明 公民館の実施するオンライン講座の参加者数
実績 1,017人 864人 2,279人

15 16

関連する取組方針
後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

・コロナ禍を契機として広まった講座やイベントのオンライン化については、新型コロナウイルス感染症が収束した後も継続して開催したことで、参
加者数も一定数を確保することができた。

取組方針④： 【次年度予算に対する方針】

学習環境の整備

【市民アンケートの結果/市民ニーズ】

　「生涯学習の充実」の取組について、「満足」の回答は20.8％となっており、前回調査（17.0％）より3.8ポイント増加している。
　この１年間で講座や講演会への参加や知識を広げる体験など、自らを高めるような学びの体験をしたと回答した割合は72.6％となっており、前回調査（74.4％）から大きな変化はみ
られない。
　公民館・図書館が実施している事業について知っていると回答した割合は69.9％となっており、前回調査（75.3％）より5.4ポイント減少している。また、公民館・図書館が実施し
ている事業に参加したことがあると回答した割合は18.3％となっており、前回調査（17.8％）から大きな変化はみられない。

次年度への反映（最終方針）

【次年度施策実施方針】

取組方針③：

学校・地域との連携と学
びをいかす機会の充実

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

ICTを活用した環境整備
の推進

目標 20人 100人
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70.7%

達成率 89.5% 89.0% 86.2%

施策名 9 歴史
主担当課 ふるさと文化財課

担当課

ま

ち

づ

く

り

の

指

標

①

指

標

名
史跡武蔵国分寺跡を訪れたことがある市民の割合

年度 Ｒ３ Ｒ４

実績 69.8% 69.4%

目指す姿
文化財の調査・研究、保存と整備により、歴史遺産をいかした魅力あるまちづくりが進んでいます。また、市民が様々な機会をとらえ、文化財に触れ、親し
み、理解を深めています。

施策及び中心事業における今年
度中に改善が必要な事項

・文化財資料展示室の空調設備など、展示施設の修繕を行い、来館者の展示閲覧環境の維持向上を図る必要がある。
・史跡地内の文化財倉庫の閉鎖に向け、民俗資料の移動や再整理を行う必要がある。
・出土品の保管場所が狭隘になっており、適切な管理及び閲覧・展示に対応するため、新たな保管場所の確保に向け関係部署と更なる調整を
進める必要がある。出土した埋蔵文化財のみならず、温湿度管理が必要な古文書や民具などの文化財についても適切な管理が図れるよう保存
環境の整備を検討する必要がある。

目標 78.0% 78.0% 82.0% 82.0%

71.6%

87.3%

50.0%

説

明 市民アンケートの数値（「満足」、「やや満足」と回答した割合）
実績 41.4% 43.1% 42.4%

Ｒ５ Ｒ６

説

明 市民アンケートの数値（史跡武蔵国分寺跡に行ったことがあると回答した割合）

【施策の進捗状況】 【これまでの成果を踏まえた課題】

目指す姿に対する
施策の成果

（※ビジョン後期実行計画期間

を通じた成果）

・文化財展示施設や市内公共施設で様々な企画展等を実施したことにより、市民が文化財に触れ、親しみ、理解を深める機会を創出することができ
た。
・史跡武蔵国分寺跡の整備工事が進み、その場が広く活用されることにより、歴史遺産を生かしたまちづくりが進んだ。
・市内小学校をはじめとする児童等に対して、史跡武蔵国分寺跡における校外学習事業を受入れ、直接文化財に触れる機会を提供した。また、ボラン
ティア活動の活性化に取り組んだことにより、ボランティアの活動が増え、市民等が史跡地に親しみを持ち、理解を深める機会が増加した。

施策及び中心事業における次年
度以降に改善が必要な事項

・史跡武蔵国分寺跡について計画的に整備を推進していく必要がある。
・文化財愛護ボランティアの活動支援をさらに進めるために、より活動が実施しやすい環境整備を図っていく必要がある。

【中心事業の進捗状況】 【今後の方向性】

46.4%

達成率 90.0% 93.7% 84.8% 92.8%

②

指

標

名
歴史・文化財の保全に対する満足度

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

目標 46.0% 46.0% 50.0%

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

取組（改善）方針（一次方針）
（※ビジョン後期実行計画期間を通じた成果や課題を

踏まえた取組の方針)

・より多くの人に市内の文化財に興味を持っていただけるよう、企画展示・巡回展示など保管されている文化財を公開する機会を拡充する。
・文化財の保存環境を改善し、レファレンス（調べもの相談）や博物館等への資料の貸出にも対応するため、出土品の新たな収蔵施設の確保
など、資料管理環境の整備を進める。
・整備した歴史公園が来訪者にとっていつでも安心・安全に学べる憩いの場となるよう、公園の維持管理の充実を図る。
・継続して史跡武蔵国分寺跡の歴史公園としての整備を推進する。
・文化財愛護ボランティア養成講座は平成16年より20年が経過しており、登録者の高齢化による活動総数の減少を防ぐために、新規登録の促
進や、現在ボランティア活動を実施している方々のより良い活動環境の充実を図る。

学校教育としての文化
財活用の推進

目標 14件 14件 17件

中心事業　①
数

値

目

標

指

標

名
市内小・中学校に対して史跡等の文化財に関する学習支援を行った件数

年度 Ｒ３

100.0% 82.4% 82.4%

関連する取組方針
後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

市立小学校10校の６年生の校外学習を継続的に受け入れた。その他、個別に６年生以外の学年の校外学習授業を受け入れ、学芸員による史跡
武蔵国分寺跡の詳細な解説をクラスごとに実施した。また、市立中学校においては、各校独自に開催した校外学習の支援を行った。
　これらの活動により、児童・生徒が史跡武蔵国分寺跡について学び、郷土愛を持つきっかけづくりに寄与することができた。

取組方針①：

文化財普及の推進

０人 421人 551人 617人

達成率

17件

説

明

市内の市立小・中学校15 校、私立小・中学校２校のうち、校外学習受入れ
等の学習支援を行った件数（延べ）

実績 ９件 14件 14件 14件

達成率 64.3%

関連する取組方針
後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

・新型コロナウイルス感染症対策が施され、ボランティア活動がより活発に行える状況となり、史跡ガイドボランティアによるガイドツアーの
希望者が増加した。また、ボランティア活動を活性化する取組として、ボランティアを３グループに分けそれぞれが活動や勉強会を行うこと
で、交流の促進や技能向上がしやすい環境を整えた。
・文化財愛護ボランティア養成講座を実施し、新たに、史跡ガイド、普及ガイドのボランティアを認定した。

取組方針②：

ふるさと文化財愛護ボ
ランティアの養成と活
動支援

史跡武蔵国分寺跡の整備が進み、加えて、中心事業②の「ボランティア活動人数」は年々増加していることから、市民が市の歴史や文化財に
親しむ環境を着実と整備してきた点については評価できる。まちづくりの指標はいずれも目標値には達していないが、引き続き、校外学習の
受入れや他部署と連携した文化財の展示等、市民に対して歴史や文化財について触れる機会を提供されたい。
ふるさと文化財愛護ボランティアについては、訪れた方々が市の歴史や文化財への親しみ、理解を深めるために重要な役割を担っている。引
き続き、ボランティア活動の魅力や意義について周知を図り、活動人数の更なる拡大に取り組んでいただきたい。また、次世代へ歴史や文化
財を継承していくためにも、ボランティアの知識や技術力の向上に向けた研修等、ボランティアに対する支援についても検討していただきた
い。

中心事業　②
数

値

目

標

指

標

名
ボランティア活動人数

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

ボランティア活動者数
の拡大

目標 80人 80人 120人 120人

説

明 ふるさと文化財愛護ボランティアの活動人数（延べ）
実績

総合ビジョン等推進本部からの
意見

出土した埋蔵文化財
（出土品）の公開活用
及び保存再整理の推進

目標 14回 14回

行政改革推進委員会からの意見

中心事業　③
数

値

目

標

指

標

名
公開展示の開催数

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

42.9% 78.6% 53.3% 40.0%

0.0% 526.3% 459.2% 514.2%

関連する取組方針
後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

・文化財展示施設や市内公共施設で様々な企画展等の実施や計画的な施設の改修等により、来館者に優しい環境づくりを施した結果、来館者が
増え、公開展示の拡充・充実が図られた。また、出土品については、鳩山町における収蔵庫借用、市内保管施設の統廃合など、保管場所確保に
向け関係各課と調整、検討を行った。

15回 15回

説

明 文化財展示施設や市内公共施設で展示等を実施した回数
実績 ６回 11回 8回 ６回

達成率

54239㎡ 64289㎡

中心事業　④
数

値

目

標

指

標

名
史跡武蔵国分寺跡の整備完了面積

年度

53649㎡

達成率 100.0% 94.1% 90.6% 83.4%

説

明 史跡武蔵国分寺跡の整備工事が完了した範囲の面積
実績 42494㎡ 42494㎡ 49119㎡

17 18

関連する取組方針
後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

・史跡武蔵国分寺跡のうち、僧寺南門地区において、南門・伽藍地区画溝・参道といった遺構の表示や、四阿・ベンチ・大型立体地形模型など
便益施設等の設置を行い、歴史公園としての整備が着実に進んだ。また、様々な団体が史跡地を利用したイベントを開催し、歴史学習の場とし
て、また観光資源として、広く活用された。

取組方針④： 【次年度予算に対する方針】

史跡の保存・整備・活
用の推進

【市民アンケートの結果/市民ニーズ】

　「歴史・文化財の保全」の取組について、「満足」の回答は46.4％となっており、前回調査（42.4％）より4.0ポイント増加し、33の取組のうち最も高い割合となっている。
　史跡武蔵国分寺跡の場所を知っていると回答した割合は88.0％となっており、前回調査（89.3％）から大きな変化はみられない。また、史跡武蔵国分寺跡に行ったことがあ
ると回答した割合は71.6％となっており、前回調査（70.7％）から大きな変化はみられない。

次年度への反映（最終方針）

【次年度施策実施方針】

取組方針③：

文化財の保存・公開活
用の推進

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

史跡武蔵国分寺跡保存
整備事業の推進

目標 42494㎡ 45161㎡
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12.6%

達成率 116.5% 55.5% 54.8%

施策名 10 人権・男女平等・平和
主担当課 人権平和課

担当課

ま

ち

づ

く

り

の

指

標

①

指

標

名
人権尊重の意識・取組の浸透度

年度 Ｒ３ Ｒ４

実績 19.8% 11.1%

目指す姿
基本的人権が保障され、誰もが性別、国籍等にかかわらず、個性と能力を十分に発揮できています。また、平和に対する取組が市民に広く理解され、平和への意識を
持ち続けることができています。

施策及び中心事業における今年
度中に改善が必要な事項

・人権尊重の意識がより浸透するよう、人権課題のテーマや開催方法を工夫する必要がある。
・令和３年12月に制定した「国分寺市すべての人を大切にするまち宣言」の理念に基づく施策について更に広く市民に周知するため、引き続
き宣言の理念を施策に反映し、市民の意識の醸成につながるような事業を行う必要がある。
・パートナーシップ制度をはじめとする性の多様性への理解促進に向け、当事者だけでなくその支援者等に向けた授業・研修を通し、当事者
が安心して暮らせるまちづくりに取り組む必要がある。
・男女平等推進センターの認知度、ジェンダー平等の推進度は低い状況にある。今後の事業運営において、男女平等の拠点があることの周知
を図る必要がある。
・非核平和宣言都市として各種平和事業を実施し、市民の平和意識の醸成、次代を担う子どもたちを中心に平和の尊さを継承する取組が必要
である。

目標 17.0% 20.0% 23.0% 25.0%

12.8%

51.2%

40.0%

説

明

市民アンケートの数値（家庭生活や職場、地域において、性別にとらわれず誰もが活躍できる環境づ
くりが推進しているか、について「感じる」、「やや感じる」と回答した割合）

実績 26.1% 18.8% 23.4%

Ｒ５ Ｒ６

説

明

市民アンケートの数値（「国分寺市すべての人を大切にするまち宣言」を知っているか、また、「国分寺市すべての人を大切
にするまち宣言」の理念に基づく施策が行われていると感じるか、について「知っている、宣言の理念に基づく施策が行われ
ていると感じる」、「知っている、宣言の理念に基づく施策が行われているとやや感じる」と回答した割合）

【施策の進捗状況】 【これまでの成果を踏まえた課題】

目指す姿に対する
施策の成果

（※ビジョン後期実行計画期間を
通じた成果）

人権尊重の意識・取組の浸透度については、令和３年に「国分寺市すべての人を大切にするまち宣言」を制定し、多摩地区初の取組として広く浸透した。ま
た、憲法記念行事、性の多様性など人権に関する各種講座の実施、人権擁護委員との連携による人権のつどい等の実施により、人権問題に関する市民の意識
醸成の推進につながった。
ジェンダー平等の推進度については、ジェンダーによる固定的な役割分担解消に向けた啓発を目的とした講座、パネル展、ワークショップ等を実施し、市民
の意識啓発につながった。

施策及び中心事業における次年
度以降に改善が必要な事項

・人権擁護委員と連携し、多様化する人権課題に合わせて講座等のテーマを設定するなど、広く人権意識の高揚に努める必要がある。
・「国分寺市すべての人を大切にするまち宣言」の理念を一層浸透させるため、施策に反映し講演会やイベント等を開催する必要がある。
・男女平等推進センターの認知度を高めるため、講座だけではなくワークショップやパネルや図書の展示など意識啓発の手法を工夫し、市民が訪れる
機会をつくることが必要である。また、社会情勢や地域特性を分析し，市民のニーズを捉えたテーマを選定できるよう工夫していかなければならな
い。

【中心事業の進捗状況】 【今後の方向性】

23.9%

達成率 174.0% 94.0% 78.0% 59.8%

②

指

標

名
ジェンダー平等の推進度

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

目標 15.0% 20.0% 30.0%

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

取組（改善）方針（一次方針）
（※ビジョン後期実行計画期間を通じた成果や課題を

踏まえた取組の方針)

・「国分寺市すべての人を大切にするまち宣言」の理念を浸透させ、全ての人の尊厳を守り、共生社会の実現に向けた取組を推進していく。
・ジェンダーに基づく無意識の偏見の解消や、性の多様性への理解促進に向け、国や東京都及び他自治体の各種セクシュアル・マイノリティ
支援に係る意識啓発事業について情報を収集しつつ、多摩地域の連携事業の今後の方針を含めた事業展開について研究を進め、制度や意識啓
発事業の精査に努める。
・市民意識調査や、講座実施後のアンケート、相談内容などから市民のジェンダーに関する意識や関心を分析する。また、国や東京都のジェ
ンダー平等に関する最新の情報を収集し、アンコンシャス・バイアスの解消やジェンダーに基づく差別の解消に取り組む。
・市民の平和意識の醸成、次代の平和活動を担う子どもたちを中心とした取組を継続して実施する。

人権課題に係る啓発事業

目標 ８回 10回 12回

中心事業　①
数

値

目

標

指

標

名
各種講座等の実施回数

年度 Ｒ３

80.0% 66.7% 61.5%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

憲法記念行事を開催し、憲法で保障されている人権について考える機会を広く市民に提供することができた。また、人権のつどいや人権擁護委員の日
関連事業を人権擁護委員と共催で開催し、人権問題に関する市民の理解を深めることができた。さらに、ジェンダー平等に関する市民講座の実施や
「国分寺市すべての人を大切にするまち宣言」のマグネットシートの庁用車への貼り付けにより人権意識の醸成につながった。

取組方針①：

多様性への理解促進と人
権意識の普及啓発

14.4% 15.0% 12.9% 12.5%

達成率

13回

説

明 人権課題をテーマにした各種講座等を実施した回数
実績 ５回 ８回 ８回 ８回

達成率 62.5%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

令和２年度に導入したパートナーシップ制度の定期的な広報等を実施し、令和６年度までに14組が制度を利用した。都のパートナーシップ宣誓制度導
入に伴い、制度活用可能なサービスを拡大した。若年層セクシュアル・マイノリティ支援事業として多摩地域11市で連携し、東京レインボープライド
へのブース出展や、各自治体での授業・研修の開催支援として講師派遣事業を実施し、パートナーシップ制度の周知のみならず、広く性の多様性への
理解促進に向けて取り組んだ。

取組方針①：

多様性への理解促進と人
権意識の普及啓発

「国分寺市すべての人を大切にするまち宣言」で掲げた人権尊重の理念の下、多様な生き方を相互に認め合える共生社会の実現に向けて、市
として幅広く取り組んできたことは各中心事業の成果から見て評価できる。しかし、本施策の奥行きの深さから、目標値に達することが困難
なことは一定理解するものの、改善に向けた更なる対策を講じる必要がある。多様性への理解促進、人権意識の醸成、男女平等参画の推進は
いずれも社会生活を送る上で重要な視点であるため、各制度、取組の更なる周知・啓発及び意識醸成を進めていただきたい。
また、ロシアとウクライナによる戦争をはじめ世界情勢が変化する中においても、平和の尊さを次世代に継承していくことは重要である。引
き続き、ピースメッセンジャーや平和記念式等の行事を通じて、幅広い世代への意識醸成に努められたい。

中心事業　②
数

値

目

標

指

標

名
パートナーシップ制度の認知度

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

パートナーシップ制度の
普及啓発

目標 40.0% 55.0% 57.0% 60.0%

説

明

市民アンケートの数値（「パートナーシップ制度」、「多様な性」について
知っていると回答した割合）

実績

総合ビジョン等推進本部からの
意見

男女平等推進センター事
業

目標 30.0% 40.0%

行政改革推進委員会からの意見

中心事業　③
数

値

目

標

指

標

名
男女平等推進センターの認知度

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

37.0% 32.5% 27.6% 18.5%

36.0% 27.3% 22.6% 20.8%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

相談者の負担軽減のため、多様な相談体制の整備に取り組み、各種相談相談（女性の悩みごと相談、女性のためのカウンセリング、女性法律相談、に
じいろ相談）のオンライン化を実施した。
講座のハイブリッド開催及び他課と連携した講座を実施した。また、近隣の専門学校・大学等に講座やイベントの周知を依頼し、若年層のセンター認
知度向上に取り組んだ。

50.0% 60.0%

説

明 市民アンケートの数値（男女平等推進センターを知っていると回答した割合）
実績 11.1% 13.0% 13.8% 11.1%

達成率

10回 12回

中心事業　④
数

値

目

標

指

標

名
平和事業における市民の参加機会

年度

９回

達成率 200.0% 175.0% 90.0% 75.0%

説

明 ―
実績 12回 14回 ９回

19 20

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

平和祈念式や平和祈念行事をはじめ、市民が平和について考える機会を提供し、平和への意識醸成につながった。
また、小中学生広島派遣や親子できこう平和講座など、平和への意識醸成とともに、次の世代に継承するための取組を実施することができた。

取組方針③： 【次年度予算に対する方針】

平和への意識啓発

【市民アンケートの結果/市民ニーズ】

　「人権啓発活動の推進」の取組について、「満足」の回答は15.6％となっており、前回調査（15.8％）から大きな変化はみられない。また、人権尊重の理念に基づく施策が行われて
いると回答した割合は12.8％となっており、前回調査（12.6％）から大きな変化はみられない。
　「男女平等の推進」の取組について、「満足」の回答は14.9％となっており、前回調査（15.9％）から大きな変化はみられない。また、家庭生活や職場、地域において、性別にとら
われず誰もが活躍できる環境づくりが推進されていると回答した割合は23.9％となっており、前回調査（23.4％）から大きな変化はみられない。
　「パートナーシップ制度」、「多様な性」について知っていると回答した割合は12.5％となっており、前回調査（12.9％）から大きな変化はみられない。また、男女平等推進セン
ターを知っていると回答した割合は11.1％となっており、前回調査（13.8％）より2.7ポイント減少している。

次年度への反映（最終方針）

【次年度施策実施方針】

取組方針②：

男女共同参画の推進

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

平和事業

目標 6回 ８回
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65.0%

達成率 84.6% 82.5% 78.8%

施策名 11 国分寺の魅力
主担当課 市政戦略室

担当課 文化振興課

ま

ち

づ

く

り

の

指

標

①

指

標

名
国分寺市に対して愛着や誇りを持っている人の割合

年度 Ｒ３ Ｒ４

実績 65.6% 66.0%

目指す姿 市民とともに様々な手法を用いて国分寺の魅力を発掘・発信しています。それにより、市民が市に愛着や誇りを感じ、訪れる人も国分寺に魅力を感じています。

施策及び中心事業における今年
度中に改善が必要な事項

・cocobunjiプラザで常設展示していた「国分寺×宇宙」については、継続して発信できるように、本庁舎でも展示可能なスペースを利用し
て展示することを検討する必要がある。
・観光シティプロモーションサイトの構築を令和６年度に完了することができた。本サイトを活用した市の地域資源の魅力や取組の発信を
市内外問わず、幅広い方に積極的に行うために、令和７年度は本サイトの掲載情報（イベント情報やインタビュー記事）を増やし、更なる
コンテンツの充実を図る必要がある。

目標 77.5% 80.0% 82.5% 85.0%

66.0%

77.6%

１倍

説

明

地域経済分析システムを活用した指定地域の指定時間に滞在していた人数の月間平均値〔滞在人口÷
国勢調査人口（夜間人口） （各年５月・休日午後２時時点・30歳代）〕

実績 0.89倍 0.83倍 0.83倍

Ｒ５ Ｒ６

説

明

市民アンケートの数値（国分寺市に対し愛着や誇りを感じているか、について「とても感じてい
る」、「やや感じている」と回答した割合）

【施策の進捗状況】 【これまでの成果を踏まえた課題】

目指す姿に対する
施策の成果

（※ビジョン後期実行計画期間を

通じた成果）

公民連携による新たな切り口での市の魅力発信や、観光振興施策へ継続的に取り組んだ。愛着や誇りを持っている人の割合に大きな変化はなかったものの、魅
力発信イベントの開催や観光シティプロモーションサイトの構築等、今後のシビックプライド醸成や地域活性化につながる取組を着実に実施できた。
※地域経済分析システムの更改に伴い、令和６年度の休日の滞在人口率の実績は算出不可

施策及び中心事業における次年
度以降に改善が必要な事項

・専門的で難解になりがちな「宇宙」という題材を、更に幅広い世代の市民等が親しめるように、参加者の間口が広がるイベント等を企画
し、展開していく必要がある。
・観光シティプロモーションサイトにて、最新の市の魅力や観光情報が掲載されていることを広く認知してもらうために、コンテンツの充
実化に加え、継続して掲載情報の更新を行う必要がある。

【中心事業の進捗状況】 【今後の方向性】

地域経済分析システム
更改により算出不可

達成率 104.7% 92.2% 87.4% －

②

指

標

名
休日の滞在人口率

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

目標 0.85倍 0.9倍 0.95倍

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

取組（改善）方針（一次方針）
（※ビジョン後期実行計画期間を通じた成果や課題を

踏まえた取組の方針)

・「日本の宇宙開発発祥の地 国分寺市」、「国分寺ペンシルロケット記念日」、「小惑星Kokubunji」が更に多くの市民に浸透し、定着し
ていくよう、様々な世代の方が興味を持ち、参加したくなるようなイベント等を企画し、「国分寺×宇宙」Ｘのフォロワー数の増加を目指
しながら、継続して実施していく。
・今後、観光シティプロモーションサイトやデジタルコンテンツを積極的に活用し、市の魅力を市内外問わず幅広い方に積極的に発信し、
国分寺市への更なる愛着や誇り、魅力の醸成を図る。また、他市と連携し、地元大学生の協力を得て両市の観光スポットや魅力を盛り込ん
だショート動画を制作・配信することで、若年層も巻き込んだ観光振興を継続的に実施していく。
・引き続き観光まちづくり協会と連携し、情報発信の強化や観光商品の開発等、観光まちづくりの更なる推進を図る。

「国分寺×宇宙」推進事
業

目標 650人 700人 750人

中心事業　①
数

値

目

標

指

標

名
「国分寺×宇宙」Ｘ（旧Twitter）のフォロワー数

年度 Ｒ３

97.7% 92.1% 103.1%

関連する取組方針

後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

「国分寺×宇宙」推進事業では、「日本の宇宙開発発祥の地」をまちの魅力として定着させるため、小惑星Kokubunji誕生周年記念イベント講演会を毎
年恒例の事業として継続し、多くの専門家によるトークイベントを開催してきた。また、小惑星探査機「はやぶさ２」帰還カプセルとリュウグウサンプ
ル特別展など、貴重な機会も市民に提供することができた。令和６年４月19日には、「日本の固体ロケット技術の礎を築いたペンシルロケット」とし
て、一般社団法人航空宇宙学会より、ペンシルロケットが航空宇宙技術遺産に認定され、その認定証を国分寺市で展示・保管することとなった。さら
に、ペンシルロケット水平発射実験70周年事業の一環として実施した、企画展「ペンシルロケット展～平和利用を目的にはじまった日本の宇宙開発～」
では、全国から里帰りをしたペンシルロケット実機の展示などが、各種メディアにも取り上げられ、「日本の宇宙開発発祥の地 国分寺市」の認知度向
上につなげることができた。数値目標の指標である、「国分寺×宇宙」Ｘ（旧Twitter）のフォロワー数は、「国分寺ペンシルロケット記念日」をはじ
めとする宇宙関連行事の紹介や、宇宙に関連した投稿のリポストなど、情報発信を随時行い、最終年度の数値目標を上回る結果となり達成した。

取組方針①：

発掘・発信した魅力の更
なる定着化

制作 12,000回 17,000回 21,000回

達成率

800人

説

明 「国分寺×宇宙」Ｘ（旧Twitter）のフォロワー数（各年度３月末日時点）
実績 645人 684人 691人 825人

達成率 99.2%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

２本のプロモーション動画（「宇宙人でも住みやすいまち国分寺」「東京の重心で、愛をさけぶ」)について、チラシ・ポスター等での周知のほか、行
政広報番組でのＰＲや市内観光マップへの情報掲載を行ったことで、合計再生回数が21,000回を超え、各年度の数値目標を全て達成できた。

取組方針②：

市民協働・公民協働によ
る国分寺のファンづくり

人口減少社会が進展する中で、シビックプライドを醸成していくことは地域の活性化や定住促進、市民の幸福度を向上させ、持続可能なま
ちづくりにもつながるものであり重要度は高い。
しかしながら、まちづくりの指標はいずれも後期実行計画期間を通して目標に達していないため、対策を講じる必要がある。
公民連携の活用や市内の様々な団体等と連携しながら、歴史や自然をはじめ、日本の宇宙開発発祥の地や新幹線の技術開発の地など市が保
有する魅力を最大限に引き出し、シビックプライドの醸成にもつなげていただきたい。
また、新設されたシティプロモーションサイト等の情報発信ツールについては、効果検証を行い課題の把握と改善を繰り返しながら、幅広
い方に市の魅力が行き届くように取り組まれたい。

中心事業　②
数

値

目

標

指

標

名
プロモーション動画再生回数

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

国分寺の魅力発信につな
がるＰＲツール制作事業

目標 ― 10,000回 15,000回 20,000回

説

明 YouTubeの延べ再生回数
実績

総合ビジョン等推進本部からの
意見

観光・シティプロモー
ションサイトを通じた情
報発信事業

目標 ― ―

行政改革推進委員会からの意見

中心事業　③
数

値

目

標

指

標

名
シティプロモーションサイトのアクティブユーザー数

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

― ― ― 51.0%

― 120.0% 113.3% 105.0%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

他自治体の事例等を参考にしながら、観光まちづくり協会と仕様の検討を重ね、観光シティプロモーションサイトを令和７年３月25日に構築できた。
ユーザーの新規獲得・裾野拡大を図るため、サイトの運営をこくぶんじ観光まちづくり協会に委託し、行政の視点のみでは捉え切れない市内の魅力や情
報の掲載に努めた。

― 100件

説

明

シティプロモーションサイトにアクセスしたアクティブユーザー数（１日平
均）

実績 導入準備 導入準備 導入準備 51件

達成率

― 手法検討

中心事業　④
数

値

目

標

指

標

名
観光動態調査実施件数

年度

手法検討

達成率 ― ― ― 100.0%

説

明 ―
実績 導入準備 導入準備 導入準備

21 22

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

観光まちづくり協会は令和６年２月の一般社団法人化に伴い、専門の事務局員を登用するなど効果的・効率的な組織体制を構築した。情報発信の強化や
観光商品の開発等、観光まちづくりの更なる推進を目指し、東京観光財団の支援事業等を活用したマーケティング調査事業の実施も視野に、同協会との
連携を継続的に図ることができた。

取組方針③： 【次年度予算に対する方針】

観光まちづくりを推進す
るための環境整備

【市民アンケートの結果/市民ニーズ】

　「国分寺市の魅力の発信」の取組について、「満足」の回答は37.6％となっており、前回調査（32.7％）より4.9ポイント増加し、33の取組のうち３番目に高い割合となっている。
　国分寺市に対し愛着や誇りを感じていると回答した割合は66.0％となっており、前回調査（65.0％）から大きな変化はみられない。また、居住年数別でみると、居住年数が長くなる
ほど割合が高くなっており、居住年数20年以上の人では70.1％となっている。

次年度への反映（最終方針）

【次年度施策実施方針】

取組方針③：

観光まちづくりを推進す
るための環境整備

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

観光動態調査事業

目標 ― ―
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15.5%

達成率 84.2% 81.8% 88.6%

施策名 12 地域づくり
主担当課 協働コミュニティ課

担当課 地域共生推進課

ま

ち

づ

く

り

の

指

標

①

指

標

名
地域福祉の推進に対する満足度

年度 Ｒ３ Ｒ４

実績 13.9% 13.9%

目指す姿 誰もが気軽にあいさつや話合いができ、互いに支え合い、助け合い、また問題があれば自発的に解決する地域が築かれています。

施策及び中心事業における今年
度中に改善が必要な事項

・地域福祉推進協議会では、委員同士の交流や連携を活性化させるナビゲーター（進行役）を設定しているが、円滑な会議の開催に向け
て、地域福祉コーディネーターと連携しナビゲーターを補佐する工夫が必要である。
・ひとり暮らしの高齢者等の地域交流会の開催等、地域住民ボランティアが安定的に活動できるよう継続的に開催機会を確保する必要があ
る。
・自治会・町内会支援事業については、自治会・町内会の加入率低下や担い手不足及び高齢化の進行が止まらない現状を踏まえ、改善に向
けた取組の研究を急ぐ必要がある。

目標 16.5% 17.0% 17.5% 18.0%

19.0%

105.6%

51.0%

説

明
市民アンケートの数値（過去１年間に地域活動に参加したと回答した割合）

実績 27.2% 30.8% 34.0%

Ｒ５ Ｒ６

説

明 市民アンケートの数値（「満足」、「やや満足」と回答した割合）

【施策の進捗状況】 【これまでの成果を踏まえた課題】

目指す姿に対する
施策の成果

（※ビジョン後期実行計画期間を

通じた成果）

・市民と地域の団体が活動情報等の共有を図ることができる地域福祉推進協議会や、ひとり暮らしの高齢者等の地域交流会を開催してきた。これにより、
地域活動を行う上での支え合いや助け合いの基盤の一つを形成し、高齢者の孤立をはじめとする様々な地域課題について地域住民が自発的に考える機会を
創出することができた。また、地域イベントの市ホームページを活用した情報発信等により、市民活動の活性化に貢献した。

施策及び中心事業における次年
度以降に改善が必要な事項

・地域福祉推進協議会は、地域福祉を更に推進するためには多角的な視点が必要であることから、福祉分野に留まらず、多様な団体等の参
加を促していくことが必要である。
・自治会・町内会支援事業については、現在行っている支援を継続しながら、他市で行われている先進的な支援事例や成功事例を研究し、
団体の活動促進に資する取組を進めていく必要がある。

【中心事業の進捗状況】 【今後の方向性】

29.0%

達成率 54.9% 61.6% 67.3% 56.9%

②

指

標

名

過去１年間に地域活動に参加している市民の割合
年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

目標 49.5% 50.0% 50.5%

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

取組（改善）方針（一次方針）
（※ビジョン後期実行計画期間を通じた成果や課題を

踏まえた取組の方針)

・地域福祉推進協議会については、重層的支援体制整備事業における「地域づくりに向けた支援」の趣旨を踏まえ、福祉分野に留まらず、
多様な主体が交流し学び合えるプラットフォームとして開催する。また、当協議会で生まれた交流を基に、生活課題の発見や新たな地域活
動の創出につなげるため、地域の実情を踏まえた開催方法を検討する。地域づくりは、福祉分野のみならず、まちづくり分野からの視点も
取り入れることで活性化することが期待されることから、自治会・町内会をはじめ、まちづくり分野で活躍する団体等、幅広い分野への参
加を継続的に呼び掛けていく。
・地域住民ボランティア活動の支援については、ボランティアの高齢化が進んでいるため、無理のないボランティア活動の内容を検討す
る。また、社会福祉協議会や地域の関係団体等との連携を進め、新たなつながりの機会を創出していく。
・自治会・町内会支援事業として行っている各種チラシやポスターの作成・提供を継続するとともに、ＩＣＴを活用した支援についても提
供できるよう研究、検討を行っていく。

地域福祉推進協議会の
開催

目標 77人 77人 77人

中心事業　①
数

値

目

標

指

標

名

委員数
年度 Ｒ３

84.4% 89.6% 85.7%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

分野を横断し、多彩で魅力的な委員の活動情報を発信・共有するとともに新たな気付きの発見ができる、地域でつながる交流の場として地域福祉推
進協議会を開催した。また、地域福祉の推進や委員の取組の進展を図るため、「活動情報・取組情報シート」による振り返りやグループワークを実
施することで、地域課題の解決へのヒントや新たなアイデアを得る機会を創出することができた。

取組方針①：

市民活動の継続支援

１件 4件 10件 10件

達成率

77人

説

明

個人の応募及び団体からの推薦に基づき、地域福祉推進協議会委員として委
嘱されている人数

実績 68人 65人 69人 66人

達成率 88.3%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

・市民活動団体によるイベントとして、「団体活動のＰＲの場」「団体同士や市民との交流の場」「市民活動を知っていただく場」を目的とした市
民活動フェスティバルを毎年継続して開催した。令和６年度からは、各団体がそれぞれの活動場所で開催するだけでなく、新型コロナウイルス感染
症の拡大により中止していた、参加団体が一堂に会するオープニングフェスタを開催した。
・地域センター利用者協議会主催の「地域センター」まつりが内藤、西町、北町、北の原、もとまちの各地域センターにおいて実施された。内籐地
域センターでは季節ごとのお楽しみ会を開催したが長寿命化改修工事の影響により年４回の開催が２回となり達成率の減少につながった。

取組方針②：

多様な世代による市民
活動の活性化

高齢化社会が進展していく中で孤独や孤立を防ぐためには、多様なつながりを築き、支え合う地域コミュニティの形成が必要になる。その
点を踏まえ、地域づくりにおける要となる自治会・町内会や地域住民ボランティア等の役割は地域のつながりを強化していく上で重要であ
り、加入率や担い手不足といった課題については、対応が必要である。引き続き自治会・町内会の活動に関する情報を発信していくととも
に、幅広い市民が積極的に地域活動に参加・参画できるよう、様々な分野の関係団体が横断的に連携を深め、誰もが気軽に地域で交流する
ことができるきっかけづくりを進めていただきたい。

中心事業　②
数

値

目

標

指

標

名

市民活動団体等交流イベント支援数
年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

地域イベント支援事業

目標 11件 12件 13件 14件

説

明 支援したイベントの数
実績

総合ビジョン等推進本部からの
意見

自治会・町内会支援事
業

目標 18.7% 19.2%

行政改革推進委員会からの意見

中心事業　③
数

値

目

標

指

標

名
自治会・町内会活動参加率

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

114.4% 135.4% 138.6% 121.3%

9.1% 33.3% 76.9% 71.4%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

自治会・町内会の活動に参加する人を増やすため、これまでの市ホームページへの行事情報掲載に加え、令和６年度からは盆踊り・夏祭りの情報も
掲載した。また、自治会・町内会活動に関するチラシやポスターの作成支援を継続して行うなど、積極的な情報発信を行った。その結果、実行計画
期間を通して目標値を達成した。

19.7% 20.2%

説

明

市民アンケートの数値（過去１年間に自治会・町内会活動に参加したと回答
した割合）

実績 21.4% 26.0% 27.3% 24.5%

達成率

765人 780人

中心事業　④
数

値

目

標

指

標

名
ひとり暮らしの高齢者等の地域交流事業ボランティア参加者数

年度

532人

達成率 40.8% 55.7% 63.9% 68.2%

説

明 地域住民ボランティアの参加者数
実績 300人 418人 489人

23 24

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

地域交流会事業のボランティア参加者数は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により交流会の開催を控えていたため減少していたが、令和４年
度から再開したことで回復傾向にある。ひとり暮らし高齢者等の外出機会の創出と地域での孤立化防止を目指し、コロナ禍でのフレイル低下により
参加が難しくなった高齢者にも配慮しつつボランティア活動の機会を作り、住民主体の地域の支え合いの一助となった。

取組方針③： 【次年度予算に対する方針】

地域づくりを担う人材
の育成と参画の機会の
創出

【市民アンケートの結果/市民ニーズ】

　「地域福祉の推進」の取組について、「満足」の回答は19.0％となっており、前回調査（15.5％）より3.5ポイント増加している。
　「地域コミュニティ活動の推進」の取組について、「満足」の回答は20.3％となっており、前回調査（19.3％）から大きな変化はみられない。
　過去１年間に地域活動に参加したと回答した割合は29.0％となっており、前回調査（34.0％）より5.0ポイント減少している。また、過去１年間に自治会・町内会活動に参加し
たと回答した割合は24.5％となっており、前回調査（27.3％）より2.8ポイント減少している。

次年度への反映（最終方針）

【次年度施策実施方針】

取組方針②：

多様な世代による市民
活動の活性化

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

ボランティア活動推進
事業

目標 735人 750人
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14.5%

達成率 79.2% 84.7% 80.6%

施策名 13 多文化共生
主担当課 人権平和課

担当課 文化振興課、スポーツ振興課

ま

ち

づ

く

り

の

指

標

①

指

標

名
国際交流・多文化共生の推進に関する満足度

年度 Ｒ３ Ｒ４

実績 9.5% 12.7%

目指す姿
在住外国人の生活に必要な情報が周知され、安心して暮らせる環境が整っています。また、国際交流や都市間交流が進み、市民の中に多様な文化を尊重し、「共生」の
意識が育まれています。

施策及び中心事業における今年
度中に改善が必要な事項

外国人市民の大幅な増加により、様々な対応が必要になってきているが、特に以下の取組が必要である。
・新庁舎に配置された遠隔通訳システム等についての、外国人市民に向けた周知。
・日本語教室の狭あいや日本語指導が必要な児童・生徒の増加による地域日本語教育の体制を検討するため、関係者間の情報共有や連携強
化。
・こくぶんじ国際交流フェスタ実施に際し、より多くの市民が交流できるような企画検討。
・新庁舎での展示スペースやデジタルサイネージの活用等による、姉妹都市・友好都市の紹介。

目標 12.0% 15.0% 18.0% 20.0%

14.2%

71.0%

25.0%

説

明

市民アンケートの数値（姉妹都市又は友好都市を知っており、イベント参加や産品購入等をしたこと
があると回答した割合）

実績 14.8% 16.3% 16.4%

Ｒ５ Ｒ６

説

明 市民アンケートの数値（「満足」、「やや満足」と回答した市民の割合）

【施策の進捗状況】 【これまでの成果を踏まえた課題】

目指す姿に対する
施策の成果

（※ビジョン後期実行計画期間を

通じた成果）

通訳派遣やボランティア翻訳により、外国人市民等の行政情報等へのアクセスを容易にする取組を行った。また、地域日本語教育の充実に向けて、地域日本語
教育あり方検討や日本語支援ボランティア養成講座を実施したほか、外国人生活相談窓口を開設し、外国人市民にとっても暮らしやすい環境整備を進めた。
「多文化共生×国分寺」事業として、国際姉妹都市マリオン市や東京2020大会のホストタウン・ベトナムを紹介するイベントや、在住外国人との交流イベント
を開催し、市民の国際理解・国際交流の機会を提供した。姉妹都市・佐渡市や友好都市・飯山市を訪問する際の宿泊助成を継続することにより、都市間交流の
推進を図ることができた。

施策及び中心事業における次年
度以降に改善が必要な事項

長期的な対応としては、以下の取組が必要である。
・外国人市民の実態やニーズの把握に努め、日々進化する多言語情報発信ツールの研究を行い、より効果的・効率的な情報提供。
・成人の日本語学習者を対象とした日本語教育の体制整備、希望者全てに必要な日本語教育の提供。
・日本語支援が必要な児童・生徒への個人に応じた適切な支援。
・日本人市民と外国人市民との交流の場の創出。

【中心事業の進捗状況】 【今後の方向性】

14.8%

達成率 67.3% 70.9% 68.3% 59.2%

②

指

標

名
姉妹都市・友好都市に関する認知度・参加度

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

目標 22.0% 23.0% 24.0%

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

取組（改善）方針（一次方針）
（※ビジョン後期実行計画期間を通じた成果や課題を

踏まえた取組の方針)

・外国人住民の増加に対応した、情報発信や情報アクセシビリティを強化していく。
・多文化共生社会の構築に向けた、国際理解・国際交流の場を創出していく。
・成人の日本語学習者及び外国籍等の児童・生徒のための地域日本語教育体制を整備していく。
・多くの市民が姉妹都市・友好都市への理解や交流の機会を得られるよう、庁内の連携・広報を強化していく。

行政情報等の多言語化等
による情報発信強化事業

目標 600件 700件 1,110件

中心事業　①
数

値

目

標

指

標

名
多言語情報へのアクセス数

年度 Ｒ３

59.0% 44.3% 30.6%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

外国人市民等が行政情報にアクセスしやすくするため、市報記事の一部を多言語（やさしい日本語、英語、中国語）に翻訳して市ホームページに掲載し
たほか、他部署からの依頼に応じて行政文書の翻訳を行った。また外国人市民との円滑なコミュニケーションの取り方や、分かりやすい公文書作成に係
る「やさしい日本語」職員研修を実施し、外国人市民等へ必要な情報を届けるための取組を行った。市ホームページの多言語ページへのアクセス数は減
少しているが、自動翻訳機能を充実させ、その周知を図ったことにより、翻訳機能利用件数は大幅に増加した（令和５年度：月平均121件→令和６年
度：月平均3,737件）。

取組方針①：

多言語での情報提供

127件 112件 208件 216件

達成率

1,330件

説

明
市ホームページの多言語ページへのアクセス数（月平均）

実績 936件 413件 492件 407件

達成率 156.0%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

国分寺市国際協会において、外国人の生活相談に対応し、必要に応じてボランティア通訳の派遣を行った。日本語教室を運営する国際協会を支援したほ
か、「地域日本語教育あり方検討」や日本語支援ボランティア養成講座を開催した。また、外国籍等児童・生徒のための日本語支援サポーター派遣を行
い、地域日本語教育の充実に向けて取り組んだ。

取組方針②：

在住外国人への相談体
制・教育支援の充実

外国人相談窓口の対応件数が実行計画期間を通じて増加したことは成果として評価できる。全国的にも在住外国人数が増加している中で、
多文化共生社会の取組はこれまで以上に重要となるため、市内在住外国人が地域で安心して暮らせる環境の整備として、相談体制の強化、
多文化共生ボランティアの育成や教育支援に関する更なる充実を図ることが必要となる。また、国際姉妹都市との交流をはじめとした国際
交流は、相互の文化や価値観を共有することで地域コミュニティの形成や多様な文化を尊重し合う共生の意識を育むことから、継続的な支
援に取り組まれたい。

中心事業　②
数

値

目

標

指

標

名
外国人相談窓口対応件数

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

外国人相談窓口事業

目標 120件 120件 130件 130件

説

明 国際協会に開設している外国人生活相談窓口での相談対応件数
実績

総合ビジョン等推進本部からの
意見

多文化共生推進事業

目標 65.0% 70.0%

行政改革推進委員会からの意見

中心事業　③

数

値

目

標

指

標

名
多文化共生ボランティア活動に対する意欲度

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

146.2% 142.9% 96.8% 100.0%

105.8% 93.3% 160.0% 166.2%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

市民や学生ボランティアの協力を得て、「多文化共生×国分寺」事業として国際理解・国際交流イベントを開催した。国際姉妹都市マリオン市や東京
2020大会のホストタウン・ベトナムを紹介したほか、外国人市民のスピーチや世界を知るワークショップ、「やさしい日本語で史跡案内」などの企画に
より、市民の多文化共生への理解促進を図った。

97.0% 98.0%

説

明

多文化共生事業に協力したボランティアへのアンケート調査の数値（「やりが
いを感じる」「また参加したい」等、ボランティア活動に対して肯定的な回答
をした市民の割合）

実績 95.0% 100.0% 93.9% 98.0%

達成率

20事業 20事業

中心事業　④
数

値

目

標

指

標

名
姉妹都市・友好都市との交流事業数

年度

27事業

達成率 45.0% 95.0% 100.0% 135.0%

説

明 ―
実績 ９事業 19事業 20事業

25 26

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

新型コロナウイルス感染症拡大のため制限されていた、姉妹都市・友好都市との交流が再開し、指定保養施設利用助成や物産展、ジュニアサマー等の事
業を通じて、市民が多様な文化に触れる機会を創出した。また、マリオン市との姉妹都市提携30周年を記念した訪問事業及び記念イベント開催により、
学校間交流が再開され、オーストラリア文化への理解を深める機会を作ることができた。

取組方針④： 【次年度予算に対する方針】

姉妹都市・友好都市との
交流の強化

【市民アンケートの結果/市民ニーズ】

　「国際交流・多文化共生の推進」の取組について、「満足」の回答は14.2％となっており、前回調査（14.5％）から大きな変化はみられない。
　姉妹都市又は友好都市を知っており、イベント参加や産品購入等をしたことがあると回答した割合は14.8％となっており、前回調査（16.4％）から大きな変化はみられない。また、
年代別でみると、70歳以上で21.7％となっており、他の年代に比べて高くなっている。

次年度への反映（最終方針）

【次年度施策実施方針】

取組方針③：

国際理解・国際交流の推
進

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

姉妹都市等交流事業

目標 20事業 20事業
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29.7%

達成率 105.0% 99.3% 106.1%

施策名 14 商工振興・創業
主担当課 経済課

担当課

ま

ち

づ

く

り

の

指

標

①

指

標

名
市内事業者の商品品質・サービスに対する満足度

年度 Ｒ３ Ｒ４

実績 27.3% 26.8%

目指す姿 個性豊かで魅力ある商店・商店街によりにぎわいが創出されるとともに、創業しやすい環境の整備、雇用情報の拡充が図られることで商工業が活性化しています。

施策及び中心事業における今年
度中に改善が必要な事項

・創業者増加に向け、セミナーの内容や実施時期、時間帯等について工夫し、関係機関と更なる連携を図りながら支援内容の充実を図っていく必要があ
る。
・事業承継支援事業については、早期に事業承継を検討する重要性を啓発するため、広報内容の充実を図ることで個別相談会やセミナーの参加者を増や
し、事業承継した事業者数の増加を図る必要がある。
・小口事業資金融資あっせん事業については、経済状況の動向を注視しながら特定金融機関や商工会と連携し、更なる事業周知を図り、適時・適切な支
援を実施する必要がある。
・就労支援事業については、就労支援地域連絡会における関係機関と連携を密にし、就労に関する最新情報を共有するとともに社会情勢を注視し、近年
の動向に応じたテーマによるセミナーや面接会を実施する必要がある。

目標 26.0% 27.0% 28.0% 29.0%

36.7%

126.6%

750店（事業所）

説

明 市内の商店会に加盟している会員総数
実績 693店（事業所） 683店（事業所） 653店（事業所）

Ｒ５ Ｒ６

説

明 市民アンケート調査の数値（「満足」、「やや満足」と回答した割合）

【施策の進捗状況】 【これまでの成果を踏まえた課題】

目指す姿に対する
施策の成果

（※ビジョン後期実行計画期間を
通じた成果）

・市内事業者の商品品質やサービス満足度については、計画期間を通じて達成に至らない年度もあったが、国分寺の優れた商品・サービスを逸品として紹介する一店逸品事業や、市内
の個性的で魅力ある個店を発掘し表彰する国分寺市お店大賞事業を商工会への補助事業として継続して実施したことで実行計画期間を通じておおむね目標値は達成できた。
・商店会の会員数については、商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金や地域連携型商店街事業費補助金等により、商店会が実施するイベントや事業等に対し支援を行い、商店街のに

ぎわいの創出や活性化を図ってきたが、減少傾向が続いている。
・創業支援については、創業個別相談や創業塾を実施するとともに、新たにこくぶんじカレッジ受講者のうち収益性のある活動を行う者の創業に対し、空き家・空き店舗の情報提供に

よるマッチングを行い、創業サポートや家賃補助、物件整備関係費の補助を商工会と実施することで、まちとつながる創業の推進及び地域経済の活性化を図ることができた。

施策及び中心事業における次年
度以降に改善が必要な事項

・創業支援事業については、事業承継や小口事業資金融資等の各施策を関連付けて支援することで更なる支援の充実を図り、関係機関と連携しながら切れ目のない支

援を行っていく必要がある。
・事業承継支援事業については、事業の譲渡や譲受を考えている事業者を対象としたセミナーを実施し希望者を円滑に支援できるよう、関係機関と連携の強化を図る
必要がある。

・小口事業資金融資あっせん事業については、事業者のニーズや経済動向を注視しながら、創業支援セミナーや個別相談会などの様々な機会を捉えて周知することで
活用を促していく必要がある。

・就労支援事業については、世代ごとのニーズに合致した効果的な広報を検討し、各種セミナーや面接会の周知を図り、就労希望者への就労機会の提供を行う必要が
ある。

【中心事業の進捗状況】 【今後の方向性】

631店（事業所）

達成率 96.3% 93.6% 88.2% 84.1%

②

指

標

名
商店会の会員数

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

目標 720店（事業所） 730店（事業所） 740店（事業所）

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

取組（改善）方針（一次方針）
（※ビジョン後期実行計画期間を通じた成果や課題を踏

まえた取組の方針)

・創業者に切れ目のない支援を実施するため、個別相談会やセミナーなどの創業支援事業と小口事業資金融資あっせん事業を連携させながら、
事業承継支援事業とも関連付けることで、更なる支援の利用と充実を図っていく。また、まちとつながる創業の推進及び地域経済の活性化を図
るため、商工会と実施する空き家・空き店舗を活用したまちとつながる創業支援事業の対象者を拡大し、更なる支援を行っていく。
・事業承継支援事業については、多様なニーズに即したセミナーを実施することで、事業の譲渡や譲受を考えている事業者の支援につながるよ
う、関係機関と連携の強化を図っていく。
・小口事業資金融資あっせん事業については、引き続き事業者の需要の把握や周知を行い特定金融機関と連携を図りながら支援を行う。
・新たな「国分寺市地域産業活性化プラン」の策定に当たり、現行のプランでの成果や課題を整理するとともに、必要な見直しを行う。
・就労支援事業については、令和７年３月に策定した「第三次国分寺市就労支援プラン」に基づき、庁内関係各課をはじめ、東京しごとセン
ター多摩及び立川公共職業安定所と相互に連携し、各種セミナーや合同面接会等の開催を通じて、市民の就労機会を創出するとともに、東京都
労働相談情報センター多摩事務所との連携により、多様な働き方に対応をした安定的な労働環境の構築に努める。

創業セミナー・個別相談
等実施事業

目標 68人 71人 74人

中心事業　①
数

値

目

標

指

標

名
創業支援等事業計画に基づく創業者数

年度 Ｒ３

73.2% 89.2% 115.6%

関連する取組方針
後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

創業者数については、目標の達成に至らない状況が続いたが、創業セミナーや創業塾について市報の紙面づくり等の工夫を進めたことや講座内容を人気
の高い商圏分析やＳＮＳ活用、話題の生成ＡＩに設定するなど、ニーズに沿ったテーマにしたことにより増加傾向となった。

取組方針①：

創業の支援

０件 ０件 ０件 ０件

達成率

77人

説

明
創業支援等事業計画に基づく支援を受けた創業者の数

実績 46人 52人 66人 89人

達成率 67.6%

関連する取組方針
後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

計画期間を通じて事業承継個別相談を実施した。また、円滑な事業承継を行えるよう令和４年度から事業承継セミナーを開始し、対象者を金融機関の職
員等に設定するなど、年度ごとにテーマを変更して実施したが、事業の譲渡や譲受の事業承継には至らなかった。

取組方針②：

商店街の活性化

まちづくりの指標の「市内事業者の商品品質・サービスに対する満足度」が実行計画期間を通して高水準となっていることは評価できる。一方
で、市の支援により事業承継した事業者が期間中で１件もなかったことについては、課題を把握し、対策を講じていただきたい。今後、経営者
の更なる高齢化が不可避であることから、引き続き、商店や商店街の安定的な経営と活性化に向けた更なる支援を充実させるとともに事業者や
創業者のニーズを適切に把握し、各取組に反映していけるよう、きめ細かい支援に期待したい。また、地域経済を更に活性化していくために
は、これまでにない新たな個性や魅力を持った事業者が参入することも重要であることから、創業のしやすい環境整備についても推し進めてい
ただきたい。

中心事業　②
数

値

目

標

指

標

名
事業承継した事業者数

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

事業承継支援事業

目標 ２件 ４件 ６件 ８件

説

明 市の支援により事業承継した事業者数（累計）
実績

総合ビジョン等推進本部からの
意見

小口事業資金融資あっせ
ん事業

目標 100件 100件

行政改革推進委員会からの意見

中心事業　③
数

値

目

標

指

標

名
融資件数

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

98.0% 93.0% 124.0% 149.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

関連する取組方針
後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

特定金融機関と連携を図りながら、長引く物価高騰などの影響により、厳しい経営を強いられている中小企業者の事業継続と経営の安定化、市内創業者
への支援を行ったことで、融資あっせん件数は年々増加傾向となり、融資あっせんを必要としている中小企業者への融資につなげることができた。

100件 100件

説

明 ―
実績 98件 93件 124件 149件

達成率

22回 23回

中心事業　④
数

値

目

標

指

標

名
就労セミナー・相談会等の開催回数

年度

25回

達成率 94.4% 110.0% 77.3% 108.7%

説

明 ―
実績 17回 22回 17回

27 28

関連する取組方針
後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

立川公共職業安定所及び公益財団法人東京しごと財団と就職面接会を共催し、就労機会を創出した。また、ワーク・ライフ・バランスや多様な働き方に
よる職場づくりなどをテーマとしたセミナーを公益財団法人東京しごと財団、東京都労働相談情報センターと共催し、適切な就労につながる安定的な労
働環境の構築に取り組んだ。

取組方針④： 【次年度予算に対する方針】

就労の支援

【市民アンケートの結果/市民ニーズ】

　「商工の振興・創業の支援」の取組について、「満足」の回答は18.6％となっており、前回調査（17.4％）から大きな変化はみられない。
　市内事業者の商品品質・サービスに満足していると回答した割合は36.7％となっており、前回調査（29.7％）より7.0ポイント増加している。また、年代別でみると、10・20歳代で
65.3％となっており、他の年代に比べて高くなっている。

次年度への反映（最終方針）

【次年度施策実施方針】

取組方針③：

中小企業の育成・支援の
充実

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

就労支援事業

目標 18回 20回
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78.5%

達成率 163.3% 159.6% 163.5%

施策名 15 農業振興
主担当課 経済課

担当課

ま

ち

づ

く

り

の

指

標

①

指

標

名
地場産農畜産物の購入率

年度 Ｒ３ Ｒ４

実績 75.1% 75.0%

目指す姿
身近に消費者がいる都市農業の強みをいかして、地域に根ざした農業生産と消費のサイクルを推進することにより、市内農業者の農業経営を強化・安定化し、国分寺
の農業が活性化しています。

施策及び中心事業における今年
度中に改善が必要な事項

・農業経営の改善に意欲的な農業者を支援していくため、認定農業者になることで活用できる市の補助制度や東京都の補助事業に係る説明会
の開催など、更なる周知を図る必要がある。
・農業者間による都市農地の貸借マッチングを進めるため、貸借情報を一元化する仕組みの研究を進めるとともに、農業委員会・ＪＡ東京む
さし国分寺地区との連携を密に行い、農業者への広報を徹底するなど、貸借希望者の掘り起こしを行う必要がある。
・国分寺農業を支える援農ボランティアの活動者を増やしていけるよう、委託先のＪＡと連携しながら、市民農業大学事業の継続と援農ボラ
ンティアの養成・派遣を進める必要がある。
・こくベジメニュー提供店数が増えるよう、こくベジプロジェクト推進連絡会が主体となった新規開拓を進める必要がある。

目標 46.0% 47.0% 48.0% 49.0%

76.6%

156.3%

95人

説

明 市が認定した認定農業者数（累計）
実績 87人 83人 90人

Ｒ５ Ｒ６

説

明 市民アンケートの数値（「頻繁に購入した」、「ときどきは購入した」と回答した割合）

【施策の進捗状況】 【これまでの成果を踏まえた課題】

目指す姿に対する
施策の成果

（※ビジョン後期実行計画期間を
通じた成果）

国分寺駅北口イベント広場で開催している国分寺産直会及び国分寺ファーマーズ・マーケットによる定期的な産直活動や、こくベジプロジェクト等によるイ
ベント開催を通じて、こくベジの認知度向上を図ることにより、実行計画期間を通じて目標の購入率を達することができた。
また、農業経営の改善に意欲的な農業者に対して、認定農業者向けの補助金の交付及び東京都の補助事業の活用を周知することで、新たに認定農業者を目指
す経営体の掘り起こしを行い、令和６年度に目標の認定農業者数を達成することができた。
実行計画期間を通じて、各指標の実績は高水準を維持することができ、施策の目指す姿を着実に進展させることができた。

施策及び中心事業における次年
度以降に改善が必要な事項

・市内農業者に、認定農業者になることで活用できる市や東京都の補助事業ついての説明会の開催及び資料等を配布することで、認定農業者を目指す
農業者を確保し、市内農業者の持続的・安定的・発展的な農業経営の確立に向けた支援を継続していく必要がある。
・農業者間による都市農地貸借が増えるよう、農業委員会やＪＡ東京むさし国分寺支店と連携し、直接農家へアプローチしていくとともに、農地の貸
し手・借り手の情報を一元化するための仕組みを研究していく必要がある。
・援農ボランティアの活動について、一層のマッチングが図れるよう受入側である農業者がどのような派遣を希望しているのかなど、そのニーズを把
握する必要がある。
・こくベジプロジェクト推進連絡会を主体に、こくベジの認知度向上や消費拡大による地産地消を推進していくため、こくベジ生産農家やこくベジメ
ニュー提供店をＰＲできるよう、イベントの開催や広報をしていく必要がある。

【中心事業の進捗状況】 【今後の方向性】

98人

達成率 94.6% 89.2% 95.7% 103.2%

②

指

標

名
認定農業者数

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

目標 92人 93人 94人

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

取組（改善）方針（一次方針）
（※ビジョン後期実行計画期間を通じた成果や課題を

踏まえた取組の方針)

・農業経営の改善につながる市や東京都の補助事業等について、適時適切な周知を図るとともに、農業関係団体等と連携して補助事業を活用
する認定農業者や新たに認定農業者を目指す農業者の掘り起こしを進め、国分寺農業を牽引する認定農業者の確保及び支援を行っていく。
・市内農地の保全のため、農業委員会・ＪＡ東京むさし国分寺支店との連携を強化し、農業者の貸借に関する意向把握と情報共有に努め、個
別にアプローチするなど、更なる貸借希望者の掘り起こしを行うとともに、説明会の開催等、農地の流動化に向けた取組を展開していく。
・こくベジプロジェクト推進連絡会が主体となり、期間限定フェスタや産直マルシェ等の各種イベント、農業者と飲食店による交流会、オリ
ジナルグッズの販売等を通じて、地産地消の推進と市内農家及びこくベジメニュー提供店のＰＲを図っていく。

農業経営改善計画推進事
業

目標 ７件 ８件 ９件

中心事業　①
数

値

目

標

指

標

名
認定農業者支援件数

年度 Ｒ３

75.0% 66.7% 90.0%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

１件当たりの交付申請額が想定を上回ったことから、目標値を下回る結果となったが、令和６年度には予算を増額し、１件当たりの補助額及び補助率
を上げる対応を行っている。引き続き、認定農業者のニーズを把握しながら農業経営の改善を図っていく。

取組方針①：

個々の農業経営改善への
支援

２件 ２件 ３件 ７件

達成率

10件

説

明 認定農業者からの補助金交付申請に基づき、補助金を交付した件数
実績 ６件 ６件 ６件 ９件

達成率 85.7%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

農業委員会・ＪＡ東京むさし国分寺地区と連携し、農業者間貸借のマッチングを進めたことで、目標数を上回る実績を出すことができた。今後も、農
業者間貸借のマッチングを進めるために、農業委員会における視察研修によって、他市の先進事例の研究や意見交換を行っていく。

取組方針②：

都市農地の保全の取組

まちづくりの指標で「地場産農畜産物の購入率」は実行計画期間を通じて目標値を大きく上回り高水準を維持してきたことについては、「こ
くベジ」のブランディング化等を地道に取り組んできた成果として評価できる。一方で、農業者の高齢化や担い手不足は全国的にも課題と
なっており、市においても担い手の確保は課題となってくることが推察できることから、引き続き、既存の農家に対して安定的な農業経営に
資する取組を強化していただくとともに、新たな担い手となる農外からの新規就農者の受入れについても、市内農家や関係機関等と連携し検
討を進めていただきたい。
また、国分寺の農業を支える援農ボランティアを増やすため、市民農業大学の更なる充実についても取り組んでいただきたい。

中心事業　②
数

値

目

標

指

標

名
マッチング件数

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

都市農地の貸借マッチン
グ事業

目標 １件 ２件 ３件 ４件

説

明 農業者間による生産緑地の貸借が成立した件数（累計）
実績

総合ビジョン等推進本部からの
意見

市民農業大学・援農ボラ
ンティア養成事業

目標 17人 18人

行政改革推進委員会からの意見

中心事業　③
数

値

目

標

指

標

名
援農ボランティア認定者数

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

88.2% 133.3% 121.1% 125.0%

200.0% 100.0% 100.0% 175.0%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

援農ボランティアについては、市民農業大学で一定のカリキュラムを修めた受講生が認定を受けることができることから、市民農業大学受講生の拡大
に向け、チラシやデジタルサイネージの活用による一層の広報・周知を行ったことに加え、受講生の制度に対する理解の促進につなげた結果、目標値
を上回ることができた。

19人 20人

説

明 国分寺の農業の担い手となる援農ボランティアに認定した人数
実績 15人 24人 23人 25人

達成率

110店舗 115店舗

中心事業　④
数

値

目

標

指

標

名
こくベジメニュー提供店数

年度

96店舗

達成率 95.0% 93.3% 80.9% 83.5%

説

明 こくベジメニュー提供店として登録している店舗数
実績 95店舗 98店舗 89店舗

29 30

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

商工会と連携し、市報や商工会報での提供店舗の募集など、積極的な新規開拓を行ったが、目標値を達成することはできなかった。今後も、商工会を
はじめとした関係団体との連携を図り、市内飲食店等のこくベジプロジェクトに対する理解を得ながら登録店舗数の増加を目指していく。

取組方針④： 【次年度予算に対する方針】

こくベジプロジェクトに
よる地産地消の推進

【市民アンケートの結果/市民ニーズ】

　「農業の振興」の取組について、「満足」の回答は36.7％となっており、前回調査（32.9％）より3.8ポイント増加し、33の取組のうち４番目に高い割合となっている。
　市の地場産農畜産物を購入したことがあると回答した割合は76.6％となっており、前回調査（78.5％）から大きな変化はみられない。また、年代別でみると、60歳代で88.0％となっ
ており、他の年代に比べて高くなっている。

次年度への反映（最終方針）

【次年度施策実施方針】

取組方針③：

都市農業の担い手育成の
取組

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

飲食店等における地産地
消の推進事業

目標 100店舗 105店舗
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16.2%

達成率 141.0% 135.5% 135.0%

施策名 16 スポーツ振興
主担当課 スポーツ振興課

担当課

ま

ち

づ

く

り

の

指

標

①

指

標

名
スポーツ振興に対する満足度

年度 Ｒ３ Ｒ４

実績 14.1% 14.9%

目指す姿
誰もがいつでもどこでもいつまでも気軽に楽しむことのできるスポーツ環境が整備され、健康の維持増進から競技能力向上まで、それぞれのスタイルでスポーツに
親しめる環境が整っています。

施策及び中心事業における今年
度中に改善が必要な事項

・スポーツイベント事業については、参加者数を増やせるように引き続きスポーツ関係団体と連携し、事業の企画・運営を行うとともに、更
なる周知、広報を行う必要がある。
・体育施設指定管理者と連携しながら、デジタル技術を活用したスポーツ（ｅスポーツ）イベントを開催するなど、スポーツをする人の一層
の裾野拡大を目指す。
・体育施設については、各体育施設・設備の老朽化に伴い緊急対応すべき修繕が増加している。市民が安全・安心に施設を利用できるように
引き続き緊急修繕等迅速な対応をする必要がある。

目標 10.0% 11.0% 12.0% 13.0%

17.6%

135.4%

男＋1.0点
女＋0.7点

説

明

東京都児童・生徒体力・運動能力、生活・運動習慣等調査（東京都統一体力テスト）における市内
小・中学生の体力合計点（都平均との点差）

実績
男＋0.6点
女＋0.4点

男＋0.8点
女＋0.6点

男＋0.7点
女-1.4点

Ｒ５ Ｒ６

説

明 市民アンケートの数値（「満足」、「やや満足」と回答した割合）

【施策の進捗状況】 【これまでの成果を踏まえた課題】

目指す姿に対する
施策の成果

（※ビジョン後期実行計画期間を
通じた成果）

令和３年度は新型コロナウィルス感染症拡大により、スポーツ大会等イベントの中止やスポーツ施設の利用制限などの影響が残りつつも、感染拡大防止の
対策を取りながら順次大会等イベント再開、スポーツ施設の利用制限解除をしてきた。東京2020オリンピック・パラリンピック大会開催を契機として、Ｆ
Ｃ東京との地域活性化包括連携協定締結による連携事業の実施をはじめとして様々なスポーツ普及啓発イベントを実施してきた。また、各スポーツ施設に
ついては、指定管理者と連携し、修繕等維持管理、サービス向上に努めた。これにより、まちづくりの指標①スポーツ振興に対する満足度も②市内小・中
学生の体力合計点（都平均との点差）についても上昇傾向を維持することができている。

施策及び中心事業における次年
度以降に改善が必要な事項

・東京2025デフリンピック開催を契機として、更なる障害者スポーツの普及啓発を進める必要がある。
・各体育施設・設備の老朽化に伴い、電源設備や付属設備について計画的に更新を行う必要がある。

【中心事業の進捗状況】 【今後の方向性】

男＋0.9点
女＋1.0点

達成率 男75.0％

女80.0％

男88.9％

女100.0％

男77.8％

女-233.3％

男90.0％

女142.9％

②

指

標

名
市内小・中学生の体力合計点（都平均との点差）

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

目標
男＋0.8点
女＋0.5点

男＋0.9点
女＋0.6点

男＋0.9点
女＋0.6点

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

取組（改善）方針（一次方針）
（※ビジョン後期実行計画期間を通じた成果や課題を

踏まえた取組の方針)

・地域活性化包括連携協定締結事業者、こくぶんじ地域クラブ、体育施設指定管理者及び国分寺市スポーツ協会等、様々な団体と連携しス
ポーツの普及啓発を進める。スポーツイベントにおいては、幼児から高齢者までが広くスポーツを「する」「観る」「支える」機会を提供す
る。また、推進に当たっては、東京2025デフリンピック開催による気運の高まりも活用しながら、障害の有無にかかわらず一緒に実施できる
パラスポーツの普及啓発及び理解促進にも努める。
・体育施設指定管理者と連携しながらデジタル技術を活用したスポーツ（ｅスポーツ）イベントを市内体育施設において開催し、市内のス
ポーツをする人の裾野拡大を進める。
・体育施設、学校体育施設の適切な維持管理に努め、市民が安全にスポーツを楽しみ、健康を維持・増進できる環境を整備する。
・各体育施設・設備の老朽化に伴う、電源設備や付属設備の計画的更新に当たっては、公共施設マネジメント課等と調整を行う。

スポーツイベント事業

目標 13,400人 13,500人 13,750人

中心事業　①
数

値

目

標

指

標

名
スポーツイベントへの参加者数

年度 Ｒ３

67.5% 82.7% 75.2%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

令和３年度以降、新型コロナウイルス感染症拡大により、スポーツ大会等イベントの中止及び制限を余儀なくされたが、感染拡大防止の対策を取り
ながら順次再開をし、スポーツイベントの参加者数も増加していった。
イベントの実施に当たっては、より多くの方に参加いただくよう、体験会等を盛り込むことや、地域活性化包括連携協定を締結している東京フット
ボールクラブ株式会社（ＦＣ東京）と連携したイベントを開催するなど、「する」・「観る」・「支える」スポーツ活動を行う市民を増やすため、
身近にスポーツに触れる機会を拡充した。

取組方針①：

生涯スポーツの推進

中止 49チーム 60チーム 70チーム

達成率

14,000人

説

明 市が主催・共催、協力して開催するスポーツイベントへの延べ参加者数
実績 7,671人 9,113人 11,378人 10,527人

達成率 57.2%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、３年ぶりの開催となった令和４年度以降、実施種目や大会スケジュールを見直しながら、より幅広い
層が参加してスポーツに親しんでもらうよう実施した結果、エントリーしたチーム数も年度ごとに増加した。また、参加者のみならず、団体事業者
やボランティアからの協力を得ながら実施し、更なるスポーツ振興を図った。

取組方針①：

生涯スポーツの推進

地域活性化包括連携協定締結事業者などの多様な団体との連携を進め、市民が気軽にスポーツを体験できる機会を提供してきたことにより、
まちづくりの指標の「スポーツ振興に対する満足度」が目標値に達したことについては評価できるが、依然として満足度自体は低水準となっ
ていることから更なる満足度の向上に向けた、取組の改善を検討する必要がある。また、スポーツは年代、障害、国籍を問わず誰もが平等に
楽しめるものであることからも、ｅスポーツや障害者スポーツをはじめとした様々なコンテンツの中から自らに合ったスポーツを選び、楽し
みを享受できるような取組を進めていただきたい。

中心事業　②
数

値

目

標

指

標

名
国分寺史跡駅伝参加チーム数

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

国分寺史跡駅伝事業

目標 60チーム 63チーム 64チーム 66チーム

説

明

国分寺史跡駅伝「小学生の部」・「中学生の部」・「一般の部」にエント
リーしたチーム数

実績

総合ビジョン等推進本部からの
意見

良好な体育施設の保
全・管理事業

目標 450,000人 475,000人

行政改革推進委員会からの意見

中心事業　③
数

値

目

標

指

標

名
体育施設の年間利用者数

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

69.0% 85.7% 89.0% 89.8%

ー 77.8% 93.8% 106.1%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

新型コロナウイルス感染症の拡大により令和３年度は施設の利用を制限したが、令和４年度は室内プールを除き利用制限を解除し、令和５年度から
は通常営業を再開した。指定管理者による自主事業やｅスポーツ教室、プールフェスタなど様々なイベントを企画・実施し、誰もが気軽にスポーツ
に親しめる機会の提供に努めた。
体育施設については、施設設備の老朽化による不具合箇所に対して、指定管理者と連携し、修繕等の対応を適切に行い、利用者が安全にスポーツ施
設を使える環境整備に努めた。

487,500人 500,000人

説

明 指定管理者が管理する体育施設の延べ利用者数
実績 310,346人 407,206人 433,744人 448,883人

達成率

３回 ３回

中心事業　④
数

値

目

標

指

標

名
東京2020大会後のレガシー創出イベント実施回数

年度

３回

達成率 71.4% 100.0% 100.0% 100.0%

説

明

オリンピアン・パラリンピアンを招へいしたスポーツ体験イベントや、ホス
トタウン関連イベントの開催回数

実績 ５回 ３回 3回

31 32

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

東京2020大会後のレガシーを創出するため、オリンピアン・パラリンピアンを招へいしたスポーツ体験イベントや、ホストタウン関連イベントを継
続的に実施した。イベントでは国分寺市にゆかりのあるアスリートにも協力を得ながら実施するなど、市民の関心やスポーツの機運醸成にもつなげ
た。

取組方針③：

スポーツの活動支援の
充実

【市民アンケートの結果/市民ニーズ】

　「スポーツの振興」の取組について、「満足」の回答は17.6％となっており、前回調査（16.2％）から大きな変化はみられない。一方、「不満」の回答は18.6％となっており、
前回調査（22.0％）より3.4ポイント減少している。また、年代別でみると、「満足」の回答は10・20歳代で37.8％となっており、他の年代に比べて高くなっている。

次年度への反映（最終方針）

【次年度施策実施方針】

取組方針②：

体育施設の適切な保
全・機能向上

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

オリンピック・パラリ
ンピックレガシー創出
事業

目標 ７回 ３回
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73.6%

達成率 99.0% 99.7% 99.7%

施策名 17 高齢者福祉
主担当課 高齢福祉課

担当課 地域共生推進課、健康推進課

ま

ち

づ

く

り

の

指

標

①

指

標

名
在宅で生活する高齢者の割合

年度 Ｒ３ Ｒ４

実績 71.9% 73.1%

目指す姿
医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される地域の支援体制が構築されることにより、人生の最後まで住み慣れた地域で自分らしく生活できる環境が
整っています。

施策及び中心事業における今年
度中に改善が必要な事項

・ＡＣＰについては、早期からの備えとして、市民や関係機関等へ普及啓発に継続して取り組む必要がある。また、多職種連携研修におい
ては、前年度より参加人数が増加しており、今後も地域課題に対応した研修企画としていく必要がある。
・第２層生活支援コーディネーターを中心に地域活動や支援の仕組みづくりを住民主体で進めるために、第１層生活支援コーディネーター
と連携し、第１層協議体での課題共有を含めた協議体の活用等の推進が必要である。
・ボランティアの登録者数や活動回数は増加しているが、引き続きボランティアの新規登録者の獲得や活動先の確保が必要である。
・集いの場について、地域のリハビリ専門職の関与が住民のエンパワメントに有効であることを評価し、その役割や支援の在り方を検討し
発展させていく必要がある。参加者の高齢化に伴い、活動継続のためには活動の主体的な役割を担う人材の確保が必要となっているため、
参加者の状況や役割を把握し、人材とのマッチングを含めた対応策の検討を行う必要がある。

目標 72.6% 73.3% 73.8% 74.3%

73.5%

98.9%

６団体

説

明

住民主体の助け合いを推進するための、地域包括支援センター圏域における住民主体の組織による協
議体設置数

実績 ２団体 ３団体 ３団体

Ｒ５ Ｒ６

説

明 介護保険サービス受給者のうち、在宅サービスを受給している方の割合

【施策の進捗状況】 【これまでの成果を踏まえた課題】

目指す姿に対する
施策の成果

（※ビジョン後期実行計画期間を

通じた成果）

人生の最後まで住み慣れた地域で過ごすことができるよう、多様な介護給付サービスの提供や医療介護等の多職種連携、高齢者の生活を住民同士で支え合う体
制を促進する生活支援コーディネーターの配置、元気高齢者の地域活動の促進、住民主体の介護予防活動によって健康寿命を延伸させる取組である「集いの
場」の普及啓発等、これらの施策を展開することで地域包括ケアシステムを推進し、一定の成果を上げている。

施策及び中心事業における次年
度以降に改善が必要な事項

・集いの場等住民主体の担い手を確保するため、幅広い世代からの参加等、担い手の育成支援が必要である。

【中心事業の進捗状況】 【今後の方向性】

３団体

達成率 33.3% 50.0% 50.0% 50.0%

②

指

標

名

住民主体の組織による協議体設置数
年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

目標 ６団体 ６団体 ６団体

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

取組（改善）方針（一次方針）
（※ビジョン後期実行計画期間を通じた成果や課題を

踏まえた取組の方針)

・令和５年度に続き、令和６年度もＡＣＰの市民向け講演会を開催した。令和７年度はその取組を発展させて、医療・介護に関わる専門職
に加えて、市民も登壇するシンポジウム形式として開催する。多職種連携研修については、医療介護連携部会の委員とともに講座の企画
や、地域課題に応じたテーマを設定して開催する。
・第２層生活支援コーディネーターを中心に前年度に学んだ戦略策定シートを活用した地域づくりの進め、住民主体の活動のきっかけにな
るような仕掛けを展開する。第１層生活支援コーディネーターを中心に進捗確認と第２層生活支援コーディネーターの支援を行う。
・介護支援ボランティア新規登録者の獲得、活動先の拡大に向けた広報について、委託先と協議し事業を実施していく。
・集いの場の地域診断を行い、地域の課題に合わせたグループ立ち上げや継続支援を実施する。また参加者の高齢化が進んだ場合もグルー
プの継続性が保たれるよう、担い手を養成する講座や会議開催等を通じグループのエンパワメントに取り組む。

医療・介護多職種連携事
業

目標 1,695件 1,725件 1,755件

中心事業　①
数

値

目

標

指

標

名
地域包括支援センターが医療保健機関と連絡・連携をした件数

年度 Ｒ３

106.0% 109.9% 108.5%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

指標としている地域包括支援センターが医療保健機関と連絡・連携をした件数は、年々増加しており目標を上回っている。地域包括支援センターが担う
地域の相談窓口としての機能に加え、地域における支援体制の構築を推進するため、地域の医療や介護関係者からの相談等へ対応する在宅医療・介護連
携相談窓口事業を、令和７年１月から国分寺市医師会への委託により開始した。市が主体となり企画運営する多職種連携研修の実施や、将来の医療及び
ケアなどについて話し合うＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング）に関する普及啓発を更に促進するため、市民講演会を令和５年度に続き、令和６
年度も開催した。

取組方針①：

切れ目のない在宅医療と
介護の実現のための多職
種による連携の推進

591件 923件 1,230件 968件

達成率

1,785件

説

明

多職種連携の要である地域包括支援センターが、「関係機関連絡・連携」とし
てカウントしている医療保健機関と関わった延べ件数

実績 1,562件 1,829件 1,929件 1,936件

達成率 92.2%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

見守りにつながった件数について、令和６年度は令和５年度より減少したが、全体として目標値を上回っている。地域住民や関係機関等から高齢者の姿
が見えないことによる心配の声、高齢者の家族から訪問ができないため心配である等の相談に対し、地域包括支援センターによる支援や関係者等と連携
した緩やかな見守り支援に取り組んだ。
また、地域資源を把握から地域見守り対象の高齢者を地域の活動や取組に繋ぐことも、地域包括支援センターに配置している生活支援コーディネーター
を中心に実施できている。

取組方針②：

認知症をはじめとした支
援を要する高齢者の見守
り体制の推進

地域包括支援センターが機能し、見守りにつながった高齢者数の増加や、在宅介護の高齢者の割合が高水準となっていることは評価でき
る。一方で、市内の高齢化の進展を踏まえ、高齢者の孤立化、孤独化を防ぐためにも、地域による支援体制の構築がこれまで以上に重要と
なってくるが、まちづくりの指標の「住民主体の組織による協議体の設置数」や中心事業④にある「集いの場」など、地域の支援体制や高
齢者が自らつながりを持とうとする取組は、いずれも目標値を達成していない。各取組の更なる周知、啓発を図るとともに、地域包括支援
センターやその他関係団体等との連携を強化しながら、高齢者が地域で自分らしく生活できる環境の整備を進めていただきたい。また、支
援体制の中心となる介護者及び介護従事者に対する知識、技能面、精神的ケアを含めた総合的な支援についても取り組まれたい。

中心事業　②

数

値

目

標

指

標

名
地域包括支援センターの関わりによって見守りにつながった件数

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

高齢者見守り推進事業

目標 607件 622件 637件 652件

説

明

高齢者見守りコーディネーターを中心とした地域包括支援センターの働き掛け
によって、支援が必要な高齢者を地域で緩やかに見守ることができるように
なった件数

実績

総合ビジョン等推進本部からの
意見

元気高齢者地域活躍推進
事業

目標 835回 907回

行政改革推進委員会からの意見

中心事業　③
数

値

目

標

指

標

名
介護支援ボランティア活動回数

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

16.8% 47.4% 131.8% 186.9%

97.4% 148.4% 193.1% 148.5%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

６月から11月に実施した説明会では参加者の合計57人中25人が、４月から７月に実施した出張説明会では23人がそれぞれ介護支援ボランティアとして新
規に登録した。説明会等で登録希望者の希望や疑問の聞き取りを行い、受入施設と調整を行うことで活動回数が増加している。また、ボランティアの登
録者の増加に伴い活動回数も増え、高齢者の地域活動の促進につながっている。

979回 1,051回

説

明
―

実績 140回 430回 1,290回 1,964回

達成率

519人 529人

中心事業　④
数

値

目

標

指

標

名
「集いの場」の登録人数

年度

416人

達成率 73.7% 74.9% 75.7% 78.6%

説

明 「集いの場」の登録団体に所属している人数
実績 368人 381人 393人

33 34

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

集いの場グループ数は、令和３年は31グループ、令和６年は36グループと毎年グループ数、参加者数は増加している。
令和３年度は東京都のモデル事業「ちょいたし事業」を実施し、既存のグループ活動に口腔体操など運動以外の要素を取り入れ、グループ活動の充実に
繋げた。また、集いの場に地域のリハビリの専門職が関与する体制構築の検討を進め、令和６年度より集いの場へリハビリの専門職の訪問を開始し、運
動の目的や正しく運動を行うことへの意識づくり、活動に参加する住民のモチベ―ションを維持できるようエンパワメントに取り組んだ。

取組方針④： 【次年度予算に対する方針】

住民主体による地域で集
う場所の充実と高齢者の
参加促進

【市民アンケートの結果/市民ニーズ】

　「高齢者福祉の充実」の取組について、「満足」の回答は19.9％となっており、前回調査（18.5％）から大きな変化はみられない。また、「高齢者福祉の充実」を今後の市にとって
重要な取組とする回答は26.3％となっており、前回調査（35.6％）より9.3ポイント減少しているものの、33の取組のうち５番目に高い割合となっている。

次年度への反映（最終方針）

【次年度施策実施方針】

取組方針③：

住民による地域活動の担
い手や介護人材の確保

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

介護予防・フレイル予防
支援強化事業

目標 499人 509人
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79.4%

達成率 98.7% 99.5% 99.9%

施策名 18 障害者福祉
主担当課 障害福祉課

担当課 地域共生推進課、健康推進課、子ども若者計画課

ま

ち

づ

く

り

の

指

標

①

指

標

名
障害のある人のうち、在宅又はグループホームで生活している人の割合

年度 Ｒ３ Ｒ４

実績 77.5% 78.6%

目指す姿 障害のある人もない人も、社会の一員として、互いを尊重し、支え合いながら、ともに生きがいを持っていきいきと暮らせる環境が整っています。

施策及び中心事業における今年
度中に改善が必要な事項

・一般就労への移行者が減少していることが課題となっているため、関係機関との連携強化を図っていく必要がある。
・計画（障害児）相談支援を希望する全ての人が利用できる体制を構築するため、現在セルフプランで計画相談への移行を希望する方を相
談支援事業所につなげる取組を開始する必要がある。
・障害者地域自立支援協議会の令和７年度年間テーマである「障害者支援施設や精神科病院等から地域生活への移行の促進を図る。」を踏
まえ、施設入所者の地域生活への移行に関するニーズ調査を開始するとともに、精神科病院に入院中の方の退院に向けた仕組みづくりを進
める必要がある。

目標 78.5% 79.0% 79.5% 80.0%

79.7%

99.6%

47人

説

明

障害福祉サービス（就労移行支援、就労継続支援等）又は市障害者就労支援センターの利用による一
般就労者数

実績 52人 47人 31人

Ｒ５ Ｒ６

説

明

障害支援区分４以上で障害福祉サービス等を利用している障害のある人のうち、入所施設等ではな
く、在宅又はグループホームで生活している人の割合

【施策の進捗状況】 【これまでの成果を踏まえた課題】

目指す姿に対する
施策の成果

（※ビジョン後期実行計画期間を

通じた成果）

障害のある人の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の整備が、事業者と協議を行う等により市内のグループホームが年々増え続けることで進んでおり、障害のある
人の地域生活への移行のための取組が着実に進んでいる。
就労に関する障害福祉サービスの利用者は増加傾向にあることに加え、市障害者就労支援センターの登録者は年々増加しており、一般就労及び福祉的就労を支援する環境

整備が進んでいる。就職支援から定着支援にニーズの比重が移っていることや他の就職支援のサービスが充実してきていること等から、一般就労者数は、引き続き低水準と
なったが、障害のある方が能力や適性に応じた仕事に就き、働き続けることができるように、関係機関と連携して、生活支援も併せて行うなど、きめ細やかな支援を行って
いる。

施策及び中心事業における次年
度以降に改善が必要な事項

・地域の事業所や関係機関が連携して地域生活支援拠点を中心とした機能の更なる充実を図り、障害のある方が地域で安心して暮らせる体
制を整えていく必要がある。
・障害のある方が住み慣れた地域で自立し、自分らしくいきいきと暮らすことを支援するため、ニーズを踏まえて、障害福祉サービス等を
提供する事業所の整備を引き続き進めていく必要がある。
・障害者雇用を取り巻く環境の変化に合わせて、地域自立支援協議会就労支援部会の取組内容及び市障害者就労支援センターの支援内容の
工夫改善を図ることで、一般就労者の増加及び福祉的就労の充実を進める必要がある。

【中心事業の進捗状況】 【今後の方向性】

31人

達成率 118.2% 104.4% 67.4% 66.0%

②

指

標

名

障害のある人の一般就労者数
年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

目標 44人 45人 46人

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

取組（改善）方針（一次方針）
（※ビジョン後期実行計画期間を通じた成果や課題を

踏まえた取組の方針)

・地域生活支援拠点に必要な機能の更なる強化・充実を図り、障害のある人が地域で安心して暮らせる体制を整備するため、関係機関との
連携を強化し、地域課題の解決を図っていく。
・地域自立支援協議会は専門部会及び作業部会が有機的に連携し、改善を図りながら、地域課題の解決に向けて着実に成果を挙げている。
引き続き、地域における社会資源の開発とその活用を推進することで、障害のある人が地域で安心して暮らせる体制の充実に向けて関係機
関と連携して取り組んでいく。
・障害のある人が、能力や適性に応じて、仕事に就き、働き続けられるようにするため、地域自立支援協議会就労支援部会及び市障害者就
労支援センターの取組の充実を図るとともに、関係機関との連携を強化することで、地域課題の解決に取り組んでいく。また、就職支援及
び定着支援へのニーズを的確に捉えて、個々の状況に応じたきめ細やかな支援を行っていく。
・ヘルプマークやヘルプカードの普及啓発及び障害を理由とする差別解消に向け、障害者福祉団体や障害者支援施設等と連携し、様々な機
会を捉え、幅広く市民へ発信していく。

地域生活支援拠点機能の
強化・充実事業

目標 ８回 ８回 ８回

中心事業　①
数

値

目

標

指

標

名

人材育成研修の実施回数
年度 Ｒ３

125.0% 162.5% 137.5%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

地域生活支援拠点の機能の一つである「専門的人材の確保・養成」を行うため、市障害者基幹相談支援センターが主に相談支援専門員を対象に様々な研
修や事例勉強会を実施し、相談支援専門員の質の向上及び連携強化による相談支援体制の更なる充実を図った。ネットワーク研修を年３回実施し、医
療・介護保険・保育・教育分野での障害福祉への理解や分野間の連携を深めた。加えて、市障害者基幹相談支援センターと主任相談支援専門員が連携し
て、ブラッシュアップ研修を実施したり、東京都が実施する相談支援専門員の初任者研修及び現任研修に協力したりすることにより、地域資源並びに他
分野に関する専門知識を学び、相談支援の質を高めた。あわせて、相談支援事業所の安定的な運営に関する取組を行うことで、相談支援専門員の負担軽
減を図り、相談支援の質の向上につなげた。

取組方針①：

地域で安心して暮らし続
けるための環境整備

60回 58回 51回 51回

達成率

８回

説

明

地域生活支援拠点の一部である障害者基幹相談支援センターが実施する専門的
人材育成研修の実施回数

実績 10回 10回 13回 11回

達成率 125.0%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

協議会の年間テーマとして、「地域生活支援拠点等における、障害のある方が地域で安心して暮らすために必要な機能の更なる充実・強化（令和３～４
年度）」、「障害福祉計画等の策定を見据えた、地域課題の解決につながる方策の検討（令和５年度）」、「個々の多様なニーズに応えるため、相談支
援体制の充実・強化を図る。（令和６年度）」 を設定し、各テーマの課題解決に向けた取組を積極的に進めた。専門部会及び作業部会においても活発
に活動を行い、各分野ごとに地域課題の整理や明確化、課題解決に向けた検討を実施したことで、地域生活支援拠点における障害者等緊急入所保護事業
や体験の機会・場の拡充、他分野（高齢・子ども・教育）との連携強化、相談支援事業所の体制強化及び精神科病院からの地域移行に向けた医療機関と
の連携強化などが進み、障害のある方が地域で安心して暮らし続けるための環境整備を図ることができた。

取組方針①：

地域で安心して暮らし続
けるための環境整備

後期実行計画期間を通じて、まちづくりの指標の「障害のある人のうち、在宅又はグループホームで生活している人の割合」が高水準を維
持していることについては、障害のある人の生活を地域全体で支える環境整理を着実に進めてきた成果として評価できる。一方で、期間を
通じて減少している「障害のある人の一般就労者数」については、実情の把握に努めるとともに、引き続き、公的な支援を必要としている
方に対して個々の適性や状況に応じたきめ細やかな支援に取り組まれたい。
また、障害のある方やその家族、地域を含め、安心して暮らし続けることができるよう、各関係機関との緊密な連携を図りながら、ニーズ
を捉えた支援の充実を図られたい。

中心事業　②
数

値

目

標

指

標

名

協議会開催回数
年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

障害者地域自立支援協議
会運営事業

目標 44回 44回 45回 45回

説

明 専門部会、作業部会及びＷＧ（ワーキンググループ）を含む協議会の開催回数
実績

総合ビジョン等推進本部からの
意見

一般就労及び福祉的就労
支援事業

目標 350人 360人

行政改革推進委員会からの意見

中心事業　③
数

値

目

標

指

標

名
就労移行支援、就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）及び就労定着支援の合計利用人数

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

105.4% 111.7% 110.0% 106.3%

136.4% 131.8% 113.3% 113.3%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

就労に関する障害福祉サービスにおいて、特に就労定着支援及び就労継続支援Ｂ型の支援を受ける方が増え、一般就労及び福祉的就労において、能力や
適性に応じて自分らしくいきいきと働くための支援の充実が図られた。一般就労については、市及び市障害者就労支援センターの連携により、庁内実習
及び企業実習を実施しており、就職活動に当たり個々の課題や方向性を考える効果的な機会となっている。福祉的就労については、「国分寺市障害者就
労支援施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」に基づき、障害者就労支援施設等からの優先的な物品、役務等の調達の推進を図ることで、
直近２年間で過去最高額を更新し続けることができた。また、国分寺障害者施設お仕事ネットワークと連携し、商業施設での物品販売及びワークショッ
プの実施、お仕事ネットワーク共通の価格表作成等により、障害者就労支援施設等の就労機会の拡大を図ることができた。

370人 380人

説

明

障害福祉サービスである就労移行支援、就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）及び就労
定着支援の合計利用人数（実数）

実績 369人 402人 407人 404人

達成率

13回 14回

中心事業　④
数

値

目

標

指

標

名

障害への理解促進に関する啓発活動の実施回数
年度

14回

達成率 100.0% 100.0% 107.7% 100.0%

説

明 イベントにとらわれない障害への理解促進に関する啓発活動の実施回数
実績 12回 13回 14回

35 36

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

ガイドヘルパー養成講座、市民防災まちづくり学校、防災フェスタ、国分寺まつり、障害者週間行事、市民福祉講座、市報記事、市ホームページ、市デ
ジタルサイネージ、ぶんバスポスター、市内小学校、市内の商業施設、お仕事ネットワーク企画でヘルプマーク、ヘルプカードの啓発活動を実施した。
また、障害者週間（12月３日～９日）に合わせ、障害のある方に対する理解を深めるためのイベント（映画上映会）、障害のある方の作品展示等を実施
し、市民の障害に対する理解を深めることができた。

取組方針③： 【次年度予算に対する方針】

誰もが支え合う地域づく
り

【市民アンケートの結果/市民ニーズ】

　「障害者福祉の充実」の取組について、「満足」の回答は16.9％となっており、前回調査（18.5％）から大きな変化はみられない。また、年代別でみると、10・20歳代で37.1％と
なっており、他の年代に比べて高くなっている。
　ヘルプマークまたはヘルプカードを知っていると回答した割合は74.5％となっており、前回調査（74.3％）から大きな変化はみられない。また、年代別でみると、40歳代で80.3％と
なっており、他の年代に比べて高くなっている。

次年度への反映（最終方針）

【次年度施策実施方針】

取組方針②：

自分らしくいきいきと働
くための支援

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

障害への理解促進啓発事
業

目標 12回 13回
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19.5%

達成率 322.0% 300.0% 243.8%

施策名 19 生活福祉
主担当課 生活福祉課

担当課 地域共生推進課

ま

ち

づ

く

り

の

指

標

①

指

標

名
生活困窮者の相談窓口の認知度

年度 Ｒ３ Ｒ４

実績 16.1% 18.0%

目指す姿 生活に困窮した市民が、それぞれに必要な支援を受けています。その支援によって、安定した生活を送り、着実に自立に向かっています。

施策及び中心事業における今年
度中に改善が必要な事項

・生活保護被保護者に対する就労支援の在り方については、引き続き、より有効な支援方法を検討するとともに、市の就労支援事業と生活
困窮者就労準備支援事業との効果的な連携方法について検討する必要がある。
・生活困窮者を関係部署・関係機関（以下「関係機関等」という。）の窓口から、速やかに自立相談支援機関の相談につなげることができ
る体制づくりに向けて、関係機関等の職員が本事業を理解し、早期に生活困窮者を相談窓口に案内できるよう関係機関等への事業周知・連
携について検討する必要がある。
・ひとり親家庭の自立に向けて、支援を必要とする方を関連事業につないでいくことが重要であるため、利用者数の増加に向けて引き続き
事業周知を行う必要がある。

目標 5.0% 6.0% 8.0% 10.0%

17.4%

174.0%

17世帯

説

明 就労開始や増収による保護廃止世帯数
実績 18世帯 16世帯 21世帯

Ｒ５ Ｒ６

説

明 市民アンケートの数値（「自立生活サポートセンターこくぶんじ」を知っていると回答した割合）

【施策の進捗状況】 【これまでの成果を踏まえた課題】

目指す姿に対する
施策の成果

（※ビジョン後期実行計画期間を

通じた成果）

・生活困窮者自立促進支援事業の周知を図るため、市報、市ホームページ、市公式Ｘ、リーフレットの関係機関への配架、地域や関係機関との連携、委託先に
おける広報誌での周知等を行ってきた。また、令和５年度より実施している「重層的支援体制整備事業」における包括的支援事業としても位置づけられたこと
から「自立生活サポートセンターこくぶんじ」が、生活に困窮した方の相談窓口として認知されてきている。
・被保護者の個々の状況に応じた支援を就労支援員とケースワーカーが連携し、継続的に実施した結果、就労自立による生活保護廃止世帯が増加した。被保護
者の就職件数は目標値を達成できなかったが、今後も引き続き、就労開始や増収により、生活保護世帯から、自立に結びつくための支援を行い、安定した生活
を送ることができるように取り組んでいく。

施策及び中心事業における次年
度以降に改善が必要な事項

・「生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律（令和６年法律第21号）」により、 生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改
善支援事業等の対象に、被保護者が追加されたことを受け、生活困窮者自立促進支援事業における就労準備支援事業・家計改善支援事業の
生活保護・生活困窮者を対象にした一体的実施の方向性について検討する必要がある。
・住まいに課題を抱える困窮者等の相談を包括的に受け止め、課題の解決に向けた体制整備を行うため、健康部・まちづくり部等の庁内関
係部署、地域の関係者等と連携し居住支援体制の強化について検討する必要がある。
・ひとり親家庭への自立支援について、国や都の方針等を注視しつつ、必要とされている方への支援を継続していく必要がある。

【中心事業の進捗状況】 【今後の方向性】

26世帯

達成率 120.0% 100.0% 131.3% 152.9%

②

指

標

名

生活保護世帯のうち、就労により生活保護が廃止となった世帯の数
年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

目標 15世帯 16世帯 16世帯

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

取組（改善）方針（一次方針）
（※ビジョン後期実行計画期間を通じた成果や課題を

踏まえた取組の方針)

・被保護者への援助方針及び生活保護被保護者自立支援プログラムに基づき、就労可能な稼働年齢層の被保護者への支援についてケース
ワーカー、就労支援員を中心にハローワークと連携して実施し、社会的・経済的自立に繋げていくことと合わせて、生活困窮者自立促進支
援事業における生活困窮者就労準備支援事業との効果的な連携方法について検討する。
・ひとり親家庭自立支援については、休日、夜間の開庁時間の延長により、平日に来庁できない方の利便性の向上などに取り組むととも
に、子ども家庭部との連携による児童扶養手当受給者へのチラシの送付や健康アプリ「ぶんじ子育てナビ」にひとり親家庭のしおりの発行
情報を掲載するなどの情報発信を行い、制度を広く周知していく。また市民生活部との連携により、離婚を検討している方に対し、ひとり
親の相談窓口の案内チラシを配布し、離婚後の自立に向けた支援につなげていく。

生活困窮者自立相談支援
事業

目標 425件 450件 475件

中心事業　①
数

値

目

標

指

標

名

新規相談件数
年度 Ｒ３

92.0% 69.9% 75.8%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

国分寺市社会福祉協議会へ委託し、「自立生活サポートセンターこくぶんじ」が相談窓口となり、生活保護に至る前の段階の生活困窮者に対して、状況
に応じた包括的かつ継続的な支援を実施するため、相談者ごとに作成する個別支援計画に基づき、就労支援、住居確保給付金支給、就労準備支援事業、
家計改善支援事業、子どもの学習支援等を行った。
また、事業周知のために市報、市ホームページ、ＳＮＳ、リーフレットの関係機関への配架や庁内外の関係部署・関係機関への事業説明等を実施した。
相談件数は、目標値を達成できなかったが、取組については、着実に推進している。

取組方針①：

生活困窮者への支援

618件 604件 641件 649件

達成率

500件

説

明
自立相談支援機関における新規相談件数

実績 561件 414件 332件 379件

達成率 132.0%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

被保護者の個々の状況に応じて、生活支援、健康管理支援、就労支援、次世代育成支援の各プログラムを作成し、「経済的自立」「日常生活自立」「社
会生活自立」につながる支援を行った。被保護者は複数の課題を同時に抱えていることが多く、ケースワーカーと連携し、生活支援員・看護師・健康管
理支援員・就労支援員・次世代育成支援員がそれぞれの専門性を生かして、自立に向けた支援を継続的に実施した。

取組方針②：

生活保護被保護者への自
立支援

生活保護被保護者に対して、個々の状況に合わせた自立支援プログラムを策定し、関係機関と連携しながら支援を行ったことにより、就労
開始や増収による自立につなげた点は成果として評価できる。一方で、支援を必要とする方の多様化するニーズや、潜在的な困窮世帯に対
する的確な情報発信と支援については引き続き、様々な手法を検討されたい。また、生活困窮者自立相談支援事業の新規相談件数が減少し
ていることから、プッシュ型での事業推進や支援体制の周知が必要である。支援に当たっては、専門性の高いケースワーカーや自立支援員
が緊密に連携し、迅速に課題を共有できる支援体制の維持・拡大を図るとともに、市内外の関係機関との連携を一層強化し、更なる事業の
推進に努めていただきたい。

中心事業　②
数

値

目

標

指

標

名

プログラム件数
年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

生活保護被保護者自立支
援プログラム策定事業

目標 570件 580件 590件 600件

説

明 生活保護被保護者の自立支援プログラム策定件数
実績

総合ビジョン等推進本部からの
意見

生活保護被保護者就労促
進事業

目標 128件 129件

行政改革推進委員会からの意見

中心事業　③
数

値

目

標

指

標

名
就職件数

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

68.0% 82.9% 77.7% 91.6%

108.4% 104.1% 108.6% 108.2%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

令和３年度から４年度までは新型コロナウイルス感染症拡大等の影響により、就労支援員による従来どおりの就労支援は難しい状況にもありながも、対
象者への就労意欲喚起を継続的に取り組んできた。令和５年度以降は、従来の面接相談や同行支援等が実施できる環境が整い、被保護者の支援をケース
ワーカーと連携して行ってきたことにより、就職件数は前年度を上回った。

130件 131件

説

明 就労を支援した生活保護被保護者の就職件数
実績 87件 107件 101件 120件

達成率

14人 14人

中心事業　④
数

値

目

標

指

標

名

ひとり親家庭自立支援関連事業利用者総数
年度

２人

達成率 71.4% 42.9% 35.7% 14.3%

説

明 ひとり親家庭を対象とした自立支援給付金事業等の利用者数
実績 10人 6人 5人

37 38

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

職業能力開発のための講座受講・技能取得のために各種給付金の経済援助を行うことで、ひとり親家庭の親の雇用の安定及び就労促進を図り、経済的自
立につながる取組を行ってきた。また、「ひとり親家庭のしおり」について事業の流れを明記する等の改訂を毎年実施し、庁内関係部署と連携を図りな
がら、市報、市ホームページ、ＳＮＳ、ぶんバスでの吊り広告掲示により、事業周知を図った。一方、ハローワークでも同様の給付金制度の拡充を図っ
ており、利用希望者によってはハローワークで実施している事業を利用する方が有利となる場合があることから、対象者が必要な情報を得られるよう、
効果的な事業周知に努めていく必要がある。

取組方針④： 【次年度予算に対する方針】

ひとり親家庭への自立支
援

【市民アンケートの結果/市民ニーズ】

　「自立生活サポートセンターこくぶんじ」を知っていると回答した割合は17.4％となっており、前回調査（19.5％）より2.1ポイント減少している。
　生活に困窮していると回答した割合は18.8％となっており、前回調査（17.0％）から大きな変化はみられない。職業別でみると、パート・アルバイト・派遣社員で26.1％となってお
り、他の職業に比べて高くなっている。また、生活に困窮していると回答した人で、「自立生活サポートセンターこくぶんじ」を知っていると回答した割合は23.2％となっており、前
回調査（23.6％）から大きな変化はみられない。

次年度への反映（最終方針）

【次年度施策実施方針】

取組方針③：

生活保護被保護者への就
労支援

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

ひとり親家庭自立支援事
業

目標 14人 14人
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医科72.3%

歯科65.5%

達成率
医科90.6%

歯科95.9%

医科92.1%

歯科90.9%

医科95.1%

歯科93.6%

施策名 20 健康づくり
主担当課 健康推進課

担当課 地域共生推進課、保険年金課、子育て相談室

ま

ち

づ

く

り

の

指

標

①

指

標

名
かかりつけ医がいる市民の割合

年度 Ｒ３ Ｒ４

実績
医科66.2%

歯科63.3%

医科69.1%

歯科62.7%

目指す姿 子どもから高齢者まで、すべての人が地域で支え合いながらライフステージに応じた健康づくりに取り組み、健康的な生活を送ることができています。

施策及び中心事業における今年
度中に改善が必要な事項

・健康増進情報発信事業については、引き続き「ぶんじ子育てナビ」を活用した情報発信に努め、必要な情報が得られる環境づくりに努める必要があ
る。
・特定健康診査事業は、令和３年度から令和６年度までで受診者数が若干減少した（6,694人→6,212人）ものの、受診率は若干増加している（38.6％→
38.9％）。この間、40歳～65歳の対象者については、医療機関における個別健診の受診を可とするなど、利便性の向上に努めた。受診率の向上に向け、
受診の必要性の更なる周知徹底を図るとともに、受診者の利便性の向上に資するためにも、受診までの手続の簡素化等の検討を進める必要がある。今後
も、特定健康診査・特定保健指導ともに、医師会等関係機関との連携をして進めていく必要がある。
・成人健康教育事業は、受講者の満足度は高いため、受講者の更なる拡大のため、周知方法の工夫、受講しやすい環境整備等の工夫を検討していく必要
がある。また、市ホームページなどでの情報発信に取り組み、普及啓発を充実させる必要がある。
・40歳以上が利用可能ないきいきセンターは、利用者層の拡大に向け、40歳以上の働き盛り世代の利用増加に引き続き努める必要がある。また、令和７
年度をもって現指定管理期間が満了するため、次期指定管理者の選定を円滑に実施する必要がある。

目標
医科73.0%

歯科66.0%

医科75.0%

歯科69.0%

医科76.0%

歯科70.0%

医科77.0%

歯科71.0%

医科69.6%

歯科58.6%

医科90.4%

歯科82.5%

81.0%

説

明

市民アンケートの数値（通勤・買物・散歩等の日常生活で歩く時間を合計すると、１日何分ぐらい
になるか、について「30分以上１時間未満」、「１時間以上１時間30分未満」、「１時間30分以
上」と回答した割合）

実績 74.3% 74.9% 76.0%

Ｒ５ Ｒ６

説

明 市民アンケートの数値（「医師」、「歯科医師」の「かかりつけ」をもっていると回答した割合）

【施策の進捗状況】 【これまでの成果を踏まえた課題】

目指す姿に対する
施策の成果

（※ビジョン後期実行計画期間を

通じた成果）

・子どもから高齢者まで、すべての人が地域で支え合いながらライフステージに応じた健康づくりに取り組むことができるよう、健康診査の機会等の提
供、生活習慣病予防などの健康に関する知識の普及啓発を行うとともに、健康情報の提供には「ぶんじ子育てナビ」やデジタルサイネージ等のデジタル技
術を活用することで、健康的な生活を送ることができる環境づくりを着実に進めた。

施策及び中心事業における次年
度以降に改善が必要な事項

・健康増進情報発信事業については、市民が必要とする情報を適宜発信することで市民の健康づくりを支援する必要がある。
・特定健康診査・保健指導事業は、受診の必要性の更なる周知徹底を図るとともに、受診に係る利便性の向上のために、医師会等関係機関と連携し、手
続の簡素化等につき検討を進めていく必要がある。
・市民が自ら、健康づくりに資する生活習慣に取り組めるよう、講座の実施方法の工夫や、講座で得た知識を生活へ取り入れることを具体的に考えられ
るような取組みの推進について、継続して検討していく必要がある。
・令和８年度から、次期指定管理者の指定期間となることを踏まえ、いきいきセンターの運営について引き続き円滑に行っていくことができるよう努め
る必要がある。また、その利用者拡大に向け、次期指定管理者とも連携して取り組んでいく必要がある。

【中心事業の進捗状況】 【今後の方向性】

76.3%

達成率 95.1% 94.8% 95.0% 94.2%

②

指

標

名
日常生活で歩く時間が、１日30分以上の市民の割合

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

目標 78.1% 79.0% 80.0%

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

取組（改善）方針（一次方針）
（※ビジョン後期実行計画期間を通じた成果や課題を

踏まえた取組の方針)

・健康増進情報発信事業については、引き続き「ぶんじ子育てナビ」を活用した情報発信に努めるとともに、健康行動を促すような機能を
有する健康ポイントアプリを導入する。
・特定健康診査・保健指導事業は、受診に係る利便性の向上に向けた検討を継続するとともに、受診に係る手続等について、医師会等関係
機関との調整と環境整備を行う。
・成人健康教育事業については、講座の実施方法を整備し、健康的な生活の実践に役立つ情報を提供できるよう継続して進めていく。
・いきいきセンターについては、令和８年度からの次期指定管理者も含め、引き続き指定管理者と密に連携し、その利用者の増加に向けた
取組の充実を図る。

健康増進情報発信事業

目標 2,200人 2,450人 2,700人

中心事業　①
数

値

目

標

指

標

名

「ぶんじ子育てナビ」の登録者数
年度 Ｒ３

77.0% 141.3% 181.1%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

令和４年９月に導入した子育て支援アプリ「ぶんじ子育てナビ」について、両親学級等における予約をアプリから行えるようにして、利便性を高め
た。また、妊娠８カ月時に実施するアンケートや１歳児を育てる家庭に実施するアンケートについて、アンケート回答をアプリから実施することで
登録者の増加を図るとともに、子育て世代からの意見を収集しやすくする等、健康増進につなげるよう工夫に努めた。

取組方針①：

必要な情報が得られる
環境づくり

38.6% 37.8% 38.7% 38.9%

達成率

3,000人

説

明 －
実績 3,183人 1,887人 3,816人 5,432人

達成率 144.7%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

 本事業は、40歳～74歳の対象者に対し、健康管理及びメタボリックシンドロームの発見と予防を目的として実施してきた。
令和３年度から令和６年度までの実績を見ると、特定健康診査の受診率は、令和３年度の38.6%から令和６年度には38.9%と微増にとどまり、目標の
49.3%には及ばなかった。新型コロナウイルス感染症の影響による健診控えが発生したことなどが、目標未到達の要因として考えられるが、この
間、40～65歳の対象者については、集団健診に加え個別健診の受診も可能とし、受診期限の延長を行うなど、利便性の向上を図った。

取組方針②：

正確に健康状態を把握
するための支援

子育て支援アプリ「ぶんじ子育てナビ」の機能拡充は市民サービスの向上に直結する取組として評価できる。一方で、共働き世帯の増加を
はじめとした子育てや働き方の環境変化を踏まえ、行政情報が見落とされることなく対象者に行き渡るよう、本アプリ等を通じたプッシュ
型支援についても研究し、利用者目線に立った更なる支援の拡充を進められたい。
特定健康診査の受診率を向上させるために、関係機関や市役所内部の連携強化に加え、未受診者への効果的なアプローチ方法を検証しつ
つ、生活習慣病の早期対策の重要性について、更なる周知・啓発を図られたい。
引き続き、子供から高齢者まで、幅広い市民の健康意識向上に寄与する取組について、スポーツなどの他事業や公民連携等を活用しながら
継続して推進していただきたい。

中心事業　②
数

値

目

標

指

標

名
特定健康診査受診率

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

特定健康診査・特定保
健指導事業

目標 42.8% 44.0% 46.6% 49.3%

説

明 特定健康診査受診者数／特定健康診査対象者数
実績

総合ビジョン等推進本部からの
意見

成人健康教育事業

目標 13回 13回

行政改革推進委員会からの意見

中心事業　③
数

値

目

標

指

標

名
各種講座開催数

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

107.7% 115.4% 115.4% 115.4%

90.1% 85.9% 83.0% 78.9%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

本事業を通じて、生活習慣病の予防その他健康に関する事項について、正しい知識の普及を図り、「自らの健康は自らが守る」という認識と自覚
を高め、生活習慣行動の改善を支援してきた。

令和３年度から令和６年度までは、幅広い年代の方が参加しやすいように、託児サービスや駅に近い会場を確保するなどして、各種講座（健康講
座、食育講座、栄養講座）を開催し、各年とも目標の実施回数を達成した。

13回 13回

説

明 市が実施する各種講座開催数
実績 14回 15回 15回 15回

達成率

93.0% 94.0%

中心事業　④
数

値

目

標

指

標

名
いきいきセンター利用率

年度

73.3%

達成率 89.6% 87.0% 80.0% 78.0%

説

明 実際の施設利用コマ数／施設利用可能コマ数
実績 81.5% 80.0% 74.4%

39 40

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

計画期間においては、照明のＬＥＤ化を伴う更新修繕や公共施設個別施設計画を踏まえた維持管理修繕を終え、機能回復を行い、利用者が利用しや
すい環境整備を行った。また、利用者の拡大を図るため、40～50代の市民も参加できるような講座等の自主事業を指定管理者が実施できるよう支援
し、その実施に当たっては、講座の案内チラシを掲示する公共施設を拡充するなどの工夫を連携して行った。利用率については、新型コロナウイル
ス感染症の影響もあり微減傾向となったが、各種の取組により、利用者の満足度は令和６年度で94.1％（指定管理者によるアンケートより）と高い
ものとなり、地域における健康づくり活動の支援につなげることができた。

取組方針④： 【次年度予算に対する方針】

地域の団体等による健
康づくり活動の支援

【市民アンケートの結果/市民ニーズ】

　「健康づくりの推進」の取組について、「満足」の回答は19.9％となっており、前回調査（17.1％）より2.8ポイント増加している。
　「かかりつけ」の医療機関があると回答した割合は、「病院・診療所（医師）」で69.6％（前回調査72.3％）、「歯科医院（歯科医師）」で58.6％（前回調査65.5％）、「薬
局（薬剤師）」で34.1％（前回調査37.7％）となっている。
　日常生活で１日30分以上歩くと回答した割合は76.3％となっており、前回調査（76.0％）から大きな変化はみられない。

次年度への反映（最終方針）

【次年度施策実施方針】

取組方針③：

市民自らが行う健康づ
くりの支援

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

いきいきセンター運営
事業

目標 91.0% 92.0%
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31.6%

達成率 102.5% 99.1% 95.8%

施策名 21 自然環境・生活環境
主担当課 まちづくり計画課

担当課 まちづくり推進課、緑と公園課、環境対策課

ま

ち

づ

く

り

の

指

標

①

指

標

名
自然環境の保護・保全に対する満足度

年度 Ｒ３ Ｒ４

実績 32.3% 31.7%

目指す姿
地球にやさしく、緑と水が調和した潤いのあるまち、環境に配慮した良好なまちづくりが行われ、国分寺の身近で豊かな自然環境、安全・安心な生活環境が子
どもたちに引き継がれています。

施策及び中心事業における今年
度中に改善が必要な事項

・新たに策定した第三次環境基本計画に定める将来像や目標を達成するため、実施計画に位置付けた取組をどのように進めるか検討する必要がある。また、各取組
を着実に進めていけるようＰＤＣＡサイクルによる進行管理を行うため、点検・評価を行う施策評価シートの内容について検討する必要がある。
・脱炭素社会の実現に向けて市域の温室効果ガス排出量を削減するため、市民や事業者に対する脱炭素型ライフスタイルの普及啓発や再エネ・省エネ機器等の設備
助成を行うなど、ゼロカーボン行動計画に定める取組を一層推進していく必要がある。
・市の事務事業で排出される温室効果ガスの削減に向けた再エネ電力導入施設拡大の検討、水銀添加製品の見直しによる蛍光灯の令和９年製造廃止を踏まえた公共
施設ＬＥＤ化の検討を進める必要がある。
・生物多様性保全に向け、エコロジカル・ネットワーク形成等を目的とした緑化の手引きや生物の生息環境改善、市民の生物や自然への興味・関心を育むことを目
的とした池のかいぼりについて検討する必要がある。
・現状の課題等を踏まえ、環境基本条例に定める環境施策の推進体制の見直しを行う必要がある。

目標 31.5% 32.0% 33.0% 34.0%

36.7%

107.9%

25.0%

説

明 市民アンケートの数値（「満足」、「やや満足」と回答した割合）
実績 22.6% 19.8% 22.1%

Ｒ５ Ｒ６

説

明 市民アンケートの数値（「満足」、「やや満足」と回答した割合）

【施策の進捗状況】 【これまでの成果を踏まえた課題】

目指す姿に対する
施策の成果

（※ビジョン後期実行計画期間

を通じた成果）

【自然環境】
市民ワークショップなどで聴取した市民意見を踏まえ、地球温暖化対策や生物多様性の保全など喫緊の課題に対応した、総合的かつ戦略的な環境施策を横断的に展開する

「第三次国分寺市環境基本計画／国分寺市生物多様性地域戦略」を策定した。また、2050年温室効果ガス排出量を実質ゼロとする「ゼロカーボンシティ」の実現に向け、市民
への普及啓発や公共施設への再生可能エネルギーの導入などの「国分寺市ゼロカーボン行動計画～オール国分寺で取り組む脱炭素社会～」及び「国分寺市役所ゼロカーボン行
動計画（第五次国分寺市地球温暖化防止行動計画（市役所版））」の取組を推進した。
【生活環境】
大気、水質、騒音・振動・臭気及びダイオキシン類（大気・土壌）の定期的な測定を行い、概ね基準値以下であることを確認した。環境変化の推移を監視することで、環境の
保全と市民の安全・安心な暮らしの確保が図られた。

施策及び中心事業における次年
度以降に改善が必要な事項

・環境に配慮した持続可能なまちづくりを推進するため、第三次環境基本計画に定める取組を推進していく必要がある。
・国分寺市ゼロカーボン行動計画及び国分寺市役所ゼロカーボン行動計画に基づき、市民や職員の意識向上を図る普及啓発の実施や再生可能エネルギーの導入拡大
に向けた事業展開等、ゼロカーボンシティの実現に向けた取組を推進する必要がある。
・空き家の利活用については、空き家バンク等の取組を行ってきたが、所有者の事情等もあり、件数を増やすことは困難な状況にある。今後は、まずは管理が不適
正な空き家の削減に注力し、その上で管理が適正な空き家の活用を図る必要がある。

【中心事業の進捗状況】 【今後の方向性】

26.2%

達成率 102.7% 86.1% 92.1% 104.8%

②

指

標

名
生活環境の保全に対する満足度

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

目標 22.0% 23.0% 24.0%

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

取組（改善）方針（一次方針）
（※ビジョン後期実行計画期間を通じた成果や課題を

踏まえた取組の方針)

・ゼロカーボンシティの実現など環境に配慮した持続可能なまちづくりを推進するため、環境基本計画やゼロカーボン行動計画に定める環境の保全、回復及び創造
に関する施策に引き続き取り組んでいく。
・市民・事業者・市のオール国分寺による環境に配慮した持続可能なまちづくりに取り組むため、環境シンポジウムをはじめとした、環境教育・環境学習、普及啓
発事業の現状の課題を踏まえた事業手法の改善について検討していく。
・大気、水質、騒音・振動・臭気及びダイオキシン類（大気・土壌）の定期的な測定については、環境の保全を図り、市民の安全・安心な暮らしを確保するため、
今後も継続していく。また、むかしの井戸及び真姿の池湧水における有機フッ素化合物調査については、ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡ及び、要検討項目として位置付けられ
ているＰＦＨｘＳを引き続き調査項目に加えて実施し、今後も国や東京都の動向を注視して正確な情報を収集するとともに、状況に応じて適正な対応を検討してい
く。
・管理が不適正な空き家・空き地の所有者等に対し、法や条例に基づく措置を執ること等により、管理が不適正な空き家・空き地を削減する取組を引き続き行って
いくとともに、発生抑制や利活用に関する取組についても、様々な手法を検討しながら継続していく。なお、令和８年度末に予定している住宅マスタープランの改
定に合わせ、空き家対策計画を策定することとしており、その中でも今後の方針等を検討していく。

環境基本計画等事務事
業（動植物調査）

目標
（環境団体からの

情報提供）

１回（市民からの

情報提供）

２回（専門員等に

よる調査）

中心事業　①

数

値

目

標

指

標

名

動植物調査の調査回数
年度 Ｒ３

100.0% 100.0% 100.0%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

令和５年度に実施した専門員による動植物調査や専門家へのヒアリング調査等を基礎情報とし、生物多様性地域戦略（第三次環境基本計画に
包含）を策定した。
また、令和５年度に実施した動植物調査からの市内に生育・生息する動植物の経年変化による状況を把握するとともに、生きものや自然への

興味・関心を育むため、身近な生きもの探しを実施し、市民からの動植物の目撃情報を収集した。

取組方針①：

自然環境の管理・保全
の仕組みづくりと運用

78.1% 49.0% 76.0% 84.5%

達成率

２回（専門員等に

よる調査）

説

明
動植物調査の回数（累計）

実績
環境団体からの
情報提供

市民からの
情報提供

専門員による動
植物調査の実施

前年度に調査
実施済み

達成率 100.0%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

市民が環境問題について考える機会として、環境ひろばとの共催により生物多様性をテーマに環境シンポジウムを開催した。当日は会場・オ
ンライン開催により、ＮＰＯ法人 Ｇreen Ｃonnection ＴＯＫＹＯ 代表による「～東京の緑の骨格軸～『国分寺崖線』をめぐる生物多様性向
上の取組み」と題した基調講演、リオン株式会社による同社の生物多様性保全活動についての紹介を行ったほか、国分寺市より、市の生物多様
性の保全の取組や「国分寺市生物多様性地域戦略（案）」について説明を行い、合わせて96人が参加した。参加者が生物多様性について関心を
持ち、どのような行動ができるかを考える機会となるよう検討を重ねた上で開催した。

取組方針②：

地球環境への配慮

自然及び生活環境は市民生活に影響を与えるものであり、気候変動等に対する関心の高まりもあることから重要な施策となる。その上で、
まちづくりの指標の「自然環境の保護・保全に対する満足度」「生活環境の保全に対する満足度」はいずれも、目標値を上回る結果となっ
ているが、引き続き、満足度の向上につながる取組の検討が必要と感じる。今後も、環境シンポジウムをはじめとした、市民の環境意識の
醸成を図りつつ、ゼロカーボンシティの実現に向けて各取組を推し進めていただきたい。一方で、環境分野については、その性質上、広域
による取組が必要となるため、市域を超えた様々な関係団体等との連携と専門的な知見を有する民間企業との協働を模索し、進められた
い。
さらに、昨今の水質等の課題についても引き続き、情報収集・情報発信などに努め市民が安全・安心に暮らすための適切な対応を行ってい
ただきたい。

中心事業　②
数

値

目

標

指

標

名
環境シンポジウムの内容に対する満足度

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

環境基本計画等事務事
業（環境ひろば・環境
シンポジウム）

目標 70.0% 72.0% 73.0% 74.0%

説

明

環境シンポジウム参加者アンケートの数値（「満足」、「おおよそ満足」
と回答した割合）

実績

総合ビジョン等推進本部からの
意見

公害調査測定等事務事
業

目標 100.0% 100.0%

行政改革推進委員会からの意見

中心事業　③
数

値

目

標

指

標

名
大気の環境基準の達成状況

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

111.6% 68.1% 104.1% 114.2%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

大気の定期測定については、実行計画期間を通じて７地点全ての項目において基準値を下回った。

100.0% 100.0%

説

明 定期測定地点のうち、環境基準値を達成している地点の割合
実績 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

達成率

３件 ４件

中心事業　④
数

値

目

標

指

標

名
空き家の利活用件数

年度

３件

達成率 100.0% 66.7% 100.0% 75.0%

説

明

空き家バンクに登録している物件のうち、実際に利活用された件数（累
計）

実績 ２件 ２件 ３件

41 42

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

空き家の賃貸、売買を希望する所有者が登録した情報を空き家の利活用を希望する方に提供する制度である空き家バンクを実施することによ
り、累計４件（内１件登録取下）の物件が登録され、累計３件の活用に至った。

取組方針④： 【次年度予算に対する方針】

空き家・空き地対策

【市民アンケートの結果/市民ニーズ】

　「自然環境の保護・保全」の取組について、「満足」の回答は36.7％となっており、前回調査（31.6％）より5.1ポイント増加し、33の取組のうち４番目に高い割合となっ
ている。また、年代別でみると、10・20歳代で60.3％となっており、他の年代に比べて高くなっている。
　「生活環境の保全」の取組について、「満足」の回答は26.2％となっており、前回調査（22.1％）より4.1ポイント増加している。
　環境に配慮した何らかの行動を行っていると回答した割合は96.9％となっており、前回調査（98.3％）から大きな変化はみられない。
　居住形態が持ち家（一戸建て）で、今の住まいを将来的にどうするか考えていないと回答した割合は39.8％となっており、前回調査（40.0％）から大きな変化はみられな
い。

次年度への反映（最終方針）

【次年度施策実施方針】

取組方針③：

公害防止による生活環
境の保全

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

空き家・空き地の利活
用事業

目標 ２件 ３件
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583.8ｇ

達成率 97.9% 98.9% 101.8%

施策名 22 ごみ・リサイクル
主担当課 環境対策課

担当課 ごみ減量推進課

ま

ち

づ

く

り

の

指

標

①

指

標

名
一人１日当たりごみ排出量

年度 Ｒ３ Ｒ４

実績 617.3ｇ 606.1ｇ

目指す姿
市民・事業者等と市がそれぞれの役割で協力し合いながら、ごみの排出抑制や分別処理を続けることにより、ごみの減量・資源化が促進され、清潔で住みやすいま
ちとなっています。

施策及び中心事業における今年
度中に改善が必要な事項

・現清掃センター事務所棟他解体工事については入札不調により遅れが生じたため、仮設処理施設の整備に遅れが生じているため、現工場棟解体の事業者選定に向け
ては、安全かつ着実に履行可能な事業者を慎重に選定し、効率的に事務を進める必要がある。
・有価物地域回収事業への新規登録を促進するため、大規模な宅地開発に伴い建設される戸建ての自治会・町内会や大型マンションの管理組合に対し、当該事業を周
知し参加の働きかけを行う必要がある。
・浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設周辺の環境負荷低減を図るため、当該施設を構成する三市で連携を図り、搬入物検査や委託によるごみ質組成分析調査を実施す
るとともに、市内の事業者に対し、ごみの分別・資源化について継続して周知し不適合物の混入防止を強化する必要がある。
・現在６か所の公共施設にて「生ごみたい肥化事業」の拠点収集を実施しているが、新たな実施場所の模索や登録世帯数を増やすことで、更なるごみの減量を推進し
ていく必要がある。
・製品プラスチックと容器包装プラスチックの一括収集及び有料化と併せて、エコバック等を活用した使い捨てプラスチックの利用抑制による、ごみの減量を推進し
ていく必要がある。
・市内の食品ロス削減を推進するための取組を検討する必要がある。
・ストックヤードで開催していた、リサイクル家具販売会を終了することから、粗大ごみの削減のための取組を導入する必要がある。

目標 604.5ｇ 599.5ｇ 594.2ｇ 589.1ｇ

575.3ｇ

102.4%

46.0%

説

明 （資源ごみからの資源化量＋集団回収量＋収集後資源化量）÷（総ごみ量＋集団回収量）
実績 48.9% 48.9% 48.8%

Ｒ５ Ｒ６

説

明 総ごみ量÷人口÷年間日数

【施策の進捗状況】 【これまでの成果を踏まえた課題】

目指す姿に対する
施策の成果

（※ビジョン後期実行計画期間を

通じた成果）

市報、ごみ分別アプリ、ごみ・リサイクルカレンダー及び市公式Ｘ等、様々な媒体を用いて、市民・事業者に対し、ごみの減量・資源化について啓発を行った。加え
て、家庭用生ごみたい肥化事業における収集拠点の増設や、剪定枝・落葉・下草の戸別収集、廃食用油や靴・かばん等の拠点収集、月１回公共施設の臨時拠点収集
等、ごみの発生抑制や減量・資源化に向けた取組を継続的に実施してきたことにより、資源化については一定の水準を保持しつつ、ごみの減量につなげることができ
た。
また、使用済みペットボトルをペットボトルとして再利用する水平リサイクル（ボトルtoボトル）を実施し資源循環が促進された。
なお、多摩26市での総資源化率平均が36.4%であったことから、多摩地域において高い水準となった。

施策及び中心事業における次年
度以降に改善が必要な事項

・現清掃センター工場棟他解体撤去工事事業者決定後は、事業の進捗に遅れが生じないよう工程について綿密な進行管理を行い、また新施設建設に向け、詳細な要求
水準書の作成及び見積徴取等を行う必要がある。
・有価物地域回収事業への新規登録を促進するため、大規模な宅地開発に伴い建設される戸建ての自治会・町内会や大型マンションの管理組合に対し、当該事業を周
知し参加の働きかけを行う必要がある。
・浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設周辺の環境負荷低減を図るため、当該施設を構成する三市で連携を図り、搬入物検査や委託によるごみ質組成分析調査を実施す
るとともに、市内の事業者に対し、ごみの分別・資源化について継続して周知し不適合物の混入防止を強化する必要がある。
・ストックヤードの解体に伴い、リサイクル家具販売会が中止となることから、これに代わる新たな手法を検討していく必要がある。

【中心事業の進捗状況】 【今後の方向性】

49.2%

達成率 106.3% 106.3% 106.1% 107.0%

②

指

標

名
総資源化率

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

目標 46.0% 46.0% 46.0%

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

取組（改善）方針（一次方針）
（※ビジョン後期実行計画期間を通じた成果や課題を

踏まえた取組の方針)

・（仮称）リサイクルセンター建設事業は改訂したスケジュールに沿って着実に進めていく。
・大規模な宅地開発に伴い建設される戸建ての自治会・町内会や大型マンションの管理組合に対し、有価物地域改修事業を周知するととも
に、参加の働きかけを行い新規登録を促進していく。
・市内の事業者から排出されるごみの減量・資源化を促進するため、三市で連携を図るとともに、統一ルールに基づき搬入物検査、委託によ
るごみ質組成分析調査を実施していく。
・市民・事業者に対して、市報（特集号含む）、ごみ・リサイクルカレンダー、市ホームページ、ごみ分別アプリ、市公式Ｘ等を用いて、ご
みの発生抑制・分別について継続して広報し、周知することにより、ごみの減量・資源化を促進していく。
・市の広報媒体、ごみ・リサイクルカレンダー、ごみ分別アプリのみならず、新たな周知方法を研究し、効果的な広報の実施に向け検討して
いく。また、ごみの発生抑制や分別、食品ロス削減対策等について継続して広報することにより、ごみの減量や資源化を促進していく。
・人口が増加している現状を踏まえ、転入者へごみの分別の徹底や生ごみたい肥化事業等を効果的に周知することで、ごみの減量・資源化を
図り、一人１日当たりのごみの搬出量を減らすとともに総ごみ量の減少につなげていく。
・生ごみたい肥化事業の収集拠点を増設することにより、もやせるごみの減量と資源循環を推進していく。

（仮称）リサイクルセ
ンター建設事業

目標

仮称）国分寺市リサ

イクルセンター施設
整備基本計画の改定

に向けた準備

現清掃センター事務

所棟の解体に向けた

準備、仮設処理施設
の建設及び現清掃セ

ンター工場棟解体発

注に向けた準備

現清掃センター事務
所棟の解体

中心事業　①

数

値

目

標

指

標

名
（仮称）リサイクルセンターの整備状況

年度 Ｒ３

50.0% 30.0% 30.0%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

令和４年度にプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律が施行され、プラスチックの一括収集等を含め新施設での中間処理の一部見直しが
必要となり、改めてその他の搬入品目についても検証を行い、令和５年度に「（仮称）国分寺市リサイクルセンター施設整備基本計画」の改定を
行った。また、清掃センター事務所棟の解体撤去を完了し、仮設処理施設の借上契約の締結及び業務着手を行った。

取組方針①：

ごみ・資源物の安定的
かつ効率的な処理

28,780ｔ 28,414ｔ 27,495ｔ 27,201ｔ

達成率

仮設処理施設の建

設、現清掃センター
工場棟解体事業者の

選定

説

明 整備着工までの準備の進捗状況
実績 必要な情報収集、

ごみ量推計の実施
事務所棟他解体準備
完了

事務所棟他解体工事
着手

仮設処理施設の借上
契約及び着手

達成率 75.0%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

・市報、ごみ分別アプリ、ごみ・リサイクルカレンダー及び市公式Ｘ等様々な媒体を用いて、ごみの分別・資源化について周知した。また、廃棄物
減量等推進委員会と協働で国分寺まつりや各地域のイベントに参加することで、ごみの分別や資源化を図るための啓発活動を実施し、更なるごみの
減量につなげた。
・家庭用生ごみの拠点収集や剪定枝・落葉・下草の戸別収集によるたい肥化の推進を図るとともに、不要となった飲食可能な未使用食品を収集する
フードドライブを月１回実施するとともに、フードシェアリングサービスを導入し、食品ロス削減につなげた。また、粗大ごみとして収集した家具
を修復し、リサイクル家具販売会に出品することにより、減量化を図り、リユースに関する意識の醸成を図った。これらの取組により、市内の人口
は増加傾向にあるものの、総ごみ量については当該計画期間を通して減少させることができた。

取組方針②：

ごみの減量の推進

まちづくりの指標の「一人１日当たりごみ排出量」について、後期実行計画期間を通じて排出量を減少させてきたことは、環境負荷軽減等の
観点からも評価できる。今後も更なるごみの減量に向けて、市民や事業者に対して、分別方法や資源循環の重要性を周知していただきたい。
また、子供から高齢者まで幅広い年代に対して環境教育の視点も踏まえた事業の周知、啓発を図るとともに、民間企業や教育機関、その他関
係団体等との連携を強化し、環境にやさしいまちの実現に向けて取り組んでいただきたい。
リサイクルセンター建設に関しては準備を着実に進め、資源化の拠点として完成することができるよう、適切な進捗管理を行っていただきた
い。

中心事業　②
数

値

目

標

指

標

名
年間排出量

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

ごみ減量推進事業

目標 26,990ｔ 26,767ｔ 26,605ｔ 26,311ｔ

説

明 総ごみ量（年間）
実績

総合ビジョン等推進本部からの
意見

ごみの資源化及び再利
用推進事業

目標 193.9ｇ 192.5ｇ

行政改革推進委員会からの意見

中心事業　③
数

値

目

標

指

標

名
一人１日当たりの資源物量

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

88.9% 89.5% 92.0% 91.9%

93.8% 94.2% 96.8% 96.7%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

・市の広報媒体、ごみ・リサイクルカレンダー、ごみ分別アプリ等を通じて、拠点収集、生ごみたい肥化事業等を広報し、更なるごみの資源化につなげた。
・自治会・町内会や集合住宅の管理組合等の20世帯以上で構成された団体による資源物等の回収を行う有価物地域回収事業を通じ、リサイクルの大切さを身近に感じるとと
もに、ごみの発生が抑制され資源化が推進された。また、ペットボトルの水平リサイクル（ボトルtoボトル）として、使用済みペットボトルをペットボトルとして再利用す
ることや、生ごみたい肥化事業の収集拠点を公共施設４か所から６か所に増設し、もやせるごみの減量を図り、たい肥を生成することにより、資源循環を図った。
・製品プラスチックと容器包装プラスチックの一括収集と指定収集袋の有料化を行った。希望する団体に対し、分別の徹底や更なる資源循環の必要性等の周知に向けた説明
会を実施した。
・一人１日当たりの資源物量については、様々な取組を通じて継続的に市民に周知したため減少することができた。

191.0ｇ 189.5ｇ

説

明 年間資源物量÷人口÷年間日数
実績 218.1ｇ 215.2ｇ 207.6ｇ 206.1ｇ

達成率

36回 36回

中心事業　④
数

値

目

標

指

標

名
搬入検査

年度

36回

達成率 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

説

明

３市で共同処理する可燃ごみ処理施設に持ち込まれる事業系ごみにおける搬
入検査回数

実績 36回 36回 36回

43 44

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

・浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設（ごみ搬入ピット内）において、市内の事業者から排出されるもやせるごみの搬入物検査を、構成する三市で
の統一ルールに基づき実施し、不適合物等の混入があった場合には、車両のドライバーへ口頭注意を行い、不適合物の持ち帰りを指示するととも
に、排出事業者へごみの分別・資源化の徹底について周知した。
・浅川清流環境組合へ搬入される、もやせるごみ量については、当該計画期間を通じて増加することなく減少させることができた。
（参考:浅川清流環境組合への搬入量実績　Ｒ３：13,210ｔ、Ｒ６：12,174ｔ)

取組方針④： 【次年度予算に対する方針】

事業系廃棄物の適正処
理

【市民アンケートの結果/市民ニーズ】

　「ごみの適正処理・リサイクルの推進」の取組について、「満足」の回答は38.9％となっており、前回調査（34.9％）より4.0ポイント増加し、33の取組のうち２番目に高い割合
となっている。また、年代別でみると、10・20歳代で53.7％となっており、他の年代に比べて高くなっている。
　ごみの減量や分別、リサイクルに関する情報を何らかの手段で入手していると回答した割合は96.1％となっており、前回調査（97.8％）から大きな変化はみられない。

次年度への反映（最終方針）

【次年度施策実施方針】

取組方針③：

ごみの資源化の推進

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

事業系ごみ収集事業

目標 36回 36回
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246,275人

達成率 76.0% 83.3% 86.1%

施策名 23 市街地整備
主担当課 まちづくり計画課

担当課 まちづくり推進課、駅周辺整備課

ま

ち

づ

く

り

の

指

標

①

指

標

名
市内の駅の１日平均の乗車人員・乗降人員数

年度 Ｒ３ Ｒ４

実績 214,238人 236,453人

目指す姿
鉄道駅周辺や史跡周辺、大規模公園等を中心とした一帯における拠点の整備が進み、まちに活気があります。また、快適で利便性の高い都市生活を営むことができ、
誰もが安全・快適に暮らすことができています。

施策及び中心事業における今年
度中に改善が必要な事項

【中心事業①】
・「国分寺市バリアフリー基本構想」の実効性を高め、特定事業の適切な進行管理を行っていくため、引き続きバリアフリー基本構想推進協議
会を開催し、各事業の実施状況について点検・評価を行い、次年度以降の事業の推進・改善に取り組む必要がある。
【中心事業②】
・既に実施した取組の検証を行い定着化に向けて改善を図るとともに、地元商店街等との連携を強化していく必要がある。また、市民アンケー
トを実施した東側交通広場未共用地の活用方法は、引き続き具現化に向けた研究を進めていく必要がある。
【中心事業③④】
・各エリアのまちづくりの検討においては、住民意向を丁寧に把握し、これを踏まえて計画内容を検討した上で、合意形成を図っていく必要が
ある

目標 281,788人 283,929人 286,070人 288,211人

ＪＲ東日本からの公表が

遅れているため算出不可

－

25.0%

説

明 市民アンケートの数値（「満足」「やや満足」と回答した割合）
実績 18.9% 16.8% 18.3%

Ｒ５ Ｒ６

説

明

１日平均の乗車人員（ＪＲ国分寺駅＋ＪＲ西国分寺駅）＋１日平均の乗降人員（西武国分寺駅＋西武
恋ヶ窪駅）

【施策の進捗状況】 【これまでの成果を踏まえた課題】

目指す姿に対する
施策の成果

（※ビジョン後期実行計画期間を

通じた成果）

・「国分寺市バリアフリー基本構想」及び同構想に基づく特定事業計画を策定し、国分寺市バリアフリー基本構想推進協議会にて各事業者が実施する事業に
ついて、点検・評価することで、バリアフリー化を推進している。また、第一種低層住居専用地域指定エリアや地形地物等の変更に伴う用途地域等の一斉見
直しについて、都市計画法及び国分寺市まちづくり条例に基づく、手続を進め、都市計画変更を行うなど市街地整備の推進に向けた取組が着実に進められて
いる。
・西国分寺駅周辺及び国３・４・11号線周辺のまちづくりについては、意見交換会や勉強会の開催、まちづくりニュースの発行等により住民意向の把握や周
知を行うとともに、関係機関と土地利用や都市計画変更等について検討及び調整を行っており、丁寧なまちづくりの検討が進められている。

施策及び中心事業における次年
度以降に改善が必要な事項

【中心事業①】
・重点整備地区である国分寺駅周辺地区において、各事業者とともに着実に特定事業の推進を図っていく必要がある。
【中心事業②】
・新たな公・民・学連携のプラットホーム（アーバンデザインセンター）の活用を図りながら、仕組みづくりや事業内容等について検討を進め
ていく必要がある。
【中心事業③④】
・都市計画決定・変更を行ったエリアについては制度の適切な運用を行い、引き続き検討を行うエリアについては、丁寧に手続等を進める必要
がある。

【中心事業の進捗状況】 【今後の方向性】

20.6%

達成率 85.9% 73.0% 76.3% 82.4%

②

指

標

名
市街地整備の推進に対する満足度

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

目標 22.0% 23.0% 24.0%

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

取組（改善）方針（一次方針）
（※ビジョン後期実行計画期間を通じた成果や課題を

踏まえた取組の方針)

【中心事業①】
・重点整備地区である国分寺駅周辺地区のバリアフリー施策を推進し、さらに、当地区での実績を踏まえ、市内にバリアフリー化を展開してい
く。
・国分寺駅北口駅前広場や南口広場、通路等の駅周辺施設において引続き、安全・安心で快適な利用環境を保つ。
【中心事業②】
・西国分寺駅周辺のにぎわい創出及び人流増加の手法について社会実験も行いながら検討を重ねていく。
・西国分寺駅北口駅前エリアについては、地形や既存施設等を調査し、都市基盤整備の具体的な検討を進めつつ、地権者の意向から土地利用計
画の具体化を図るとともに、引き続き地権者による組織化を図り整備に向けて取り組んでいく。あわせて、関係機関との協議も進め都市計画変
更に向けて取り組む。
【中心事業③】
・東京都や近隣市等と密に連携し、用途地域の変更や地区計画の決定等の都市計画変更の具体的な案を作成するとともに市民との合意形成を図
り、街路事業の進捗に合わせて都市計画変更を行う。
【中心事業④】
・都市計画マスタープランについては、策定からおおむね計画時期の中間時点に差し掛かっており、都市構造の変化、社会情勢の変化等を踏ま
え、新しいまちの将来像を描くため、本マスタープランの見直し作業に取り組む。

バリアフリー化等拠点機
能強化推進事業

目標
バリアフリー基
本構想の策定

バリアフリー基
本構想の運用・
特定事業計画の
策定

特定事業の実施

中心事業　①

数

値

目

標

指

標

名
バリアフリー基本構想等の策定・運用

年度 Ｒ３

100.0% 100.0% 100.0%

関連する取組方針
後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

・令和４年度に策定した「国分寺市バリアフリー特定事業計画」に基づき、各事業者が行うバリアフリー化事業について、国分寺市バリアフリー基本
構想推進協議会を開催し、各事業の実施状況について点検・評価を行った。
・心のバリアフリーの普及啓発のため市職員を対象とした研修を職員課と共同で開催した。
・国分寺駅南口広場において、本格的な再整備に先立ち、安全・安心な歩行空間を保つため、通行の妨げとなっている植栽マス（３箇所）の撤去、周
辺の高さに合わせた復旧を行った。

取組方針①：

拠点整備の推進

特定事業の実施

説

明

バリアフリー基本構想（令和３年度策定）と同構想に位置付けた特定事業（バ
リアフリー化）の実施

実績 策定済 策定済 事業の実施 事業の実施

達成率 100.0%

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

行政改革推進委員会からの意見

まちづくりの指標の「市街地整備の推進に対する満足度」は、目標値を達しておらず、また、実行計画期間を通じて低い水準での推移している
ことから、引き続き、良質な住環境の形成に向けて各事業を推進していただきたい。また、市街地整備の推進に当たってはバリアフリー基本構
想に基づく、誰もが安心・快適な環境整備を進めていくとともに、西国分寺駅周辺をはじめとした各拠点間の人流やにぎわい創出につながる公
共空間の活用した都市計画とされたい。引き続き、市民のニーズを適切に把握し、事業者等との連携を図りながら中長期的な視点による市街地
整備を着実に進めていただきたい。

西国分寺駅周辺まちづく
り推進事業

目標 ０回 ４回 ６回

中心事業　②
数

値

目

標

指

標

名
関係者等との勉強会等開催回数

年度 Ｒ３

100.0% 100.0% 100.0%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

・西国分寺駅北口駅前エリア（約4.5ha）内の地権者を対象に今後の土地利用や勉強会への参加等に関する意向調査を実施した上で、組織化に向けた勉強会を１回（３部制）
行った。また、同エリアを対象に、検討状況の報告等のため意見交換会を１回（２部制）行った。勉強会での意見及び意向調査の結果や、駅前利用に関する民間企業へのヒアリ
ング等をもとに、当該エリアの課題を解決するための、土地利用配置（個別利用、共同化利用）の案や想定される事業手法等について示した。また、まちづくりの進捗を住民に
周知するため、西国分寺駅北口周辺まちづくりニュースを２回発行した。
・西国分寺駅東側周辺の人流増加及びにぎわい創出に向けた取組として「西国分寺ビアフェスタ」等を開催した。地元商店会や関連企業と連携した公共空間を活用した試みで、
今後の活動の礎となった。また、東側交通広場未共用地の活用手法について市民アンケートを実施し、具現化に向けた課題整理など研究を進めた。

取組方針①：

拠点整備の推進

８回

説

明 地権者及び関係者等との勉強会・懇談会開催回数（累計）
実績 ０回 ４回 ６回 ８回

達成率 ―

Ｒ６

国３・４・11 号線周辺
まちづくり推進事業

目標 ０件 ０件 ０件 １件

説

明

国分寺街道及び国３・４・11号線周辺エリアのまちづくりに係る都市計画の決
定を行った件数

実績

中心事業　③
数

値

目

標

指

標

名
都市計画決定件数

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

０件 ０件 ０件 ０件

達成率 ― 0.0% 0.0% 0.0%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

・「国分寺街道及び国３・４・11号線周辺まちづくり計画」に基づき、東京都や近隣市等の関係機関と調整しながら都市計画変更等の検討を行った。
・まちづくりニュースを発行し、用地買収の機運醸成や都市計画事業の理解促進を図った。

取組方針②：

次年度への反映（最終方針）

【次年度施策実施方針】

都市計画道路沿道のまち
づくりの推進

中心事業　④
数

値

目

標

総合ビジョン等推進本部からの
意見

Ｒ６

都市計画法及びまちづく
り条例の運用事業

目標 ４件 ５件 ５件 ６件

説

明 土地利用計画の見直し件数（累計）

指

標

名
都市計画制度を用いた土地利用計画の見直し件数

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

４件 ４件 ４件 ４件

達成率 100.0% 80.0% 80.0% 66.7%

45 46

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

・東京都が行う区域区分の見直しに合わせた、地形地物等の変更に伴う用途地域等の一斉見直しについて、都市計画法及び国分寺市まちづくり条例に
基づく説明会の開催など必要な手続を行い、令和６年４月26日付けで都市計画変更の告示を行った。
・恋ヶ窪駅周辺エリアのまちづくりについて、庁内ワークショップや公共施設等マネジメント推進本部 へ参加し政策部との連携を図った。また、農林
水産省動物医薬品検査所の移転に先立ち、解体スケジュールや跡地の売却方針等についてヒアリング調査を実施した。

取組方針③：

暮らしやすいまちの形成
に向けたまちづくりの推
進

【次年度予算に対する方針】

【市民アンケートの結果/市民ニーズ】

　「市街地整備の推進」の取組について、「満足」の回答は20.6％となっており、前回調査（18.3％）より2.3ポイント増加している。また、年代別でみると、10・20歳代で54.3％と
なっており、他の年代に比べて高くなっている。

実績
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179件

達成率 104.6% 82.3% 69.3%

施策名 24 交通安全
主担当課 交通対策課

担当課 道路管理課

ま

ち

づ

く

り

の

指

標

①

指

標

名
交通事故発生件数

年度 Ｒ３ Ｒ４

実績 131件 158件

目指す姿 交通ルールやマナーを遵守するための啓発活動や施設等整備を行うことにより、誰もが安全で安心な交通環境が整っています。

施策及び中心事業における今年
度中に改善が必要な事項

・交通安全啓発は、ＳＮＳなどの媒体を活用して継続して行う必要がある。
・道路照明灯については、生活道路におけるＬＥＤ化を推進していく必要がある。

目標 137件以下 130件以下 124件以下 118件以下

173件

68.2%

38.0%

説

明 市民アンケートの数値（「感じる」、「やや感じる」と回答した市民の割合）
実績 27.3% 26.2% 27.3%

Ｒ５ Ｒ６

説

明 市内の１月～12月の交通事故の発生件数

【施策の進捗状況】 【これまでの成果を踏まえた課題】

目指す姿に対する
施策の成果

（※ビジョン後期実行計画期間を

通じた成果）

新型コロナウイルス感染症が５類に移行し、交通量が増加した影響があったのか、ここ数年の交通事故発生件数は目標数値を達成することができなかった。
東京都や警視庁、小金井警察署、関係機関と連携し、自転車等利用者の運転マナーの向上を目的とした自転車マナーアップキャンペーン、自転車等利用者の駐車
マナーの向上を目的とした駅前放置自転車クリーンキャンペーンを実施し、広報活動や放置自転車対策を実施した。また、自転車等放置禁止区域での放置防止指
導を行い、自転車等が放置されないよう警告票の貼付けや直接指導を行った。その他、交通安全に関する啓発や通学路点検等の取組を実行計画期間を通じて実施
してきたことで、目指す姿を着実に進展させた。

施策及び中心事業における次年
度以降に改善が必要な事項

・交通安全意識をあらゆる世代に浸透させるために、世代ごとに適した啓発方法を検討していく必要がある。
・幹線道路における道路照明灯のＬＥＤ化は令和４年度で完了した。今後は、生活道路におけるＬＥＤ化を推進していく必要がある。

【中心事業の進捗状況】 【今後の方向性】

29.5%

達成率 85.3% 77.1% 75.8% 77.6%

②

指

標

名
市内の自転車利用者の運転・駐車マナーが守られていると感じる市民の割合

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

目標 32.0% 34.0% 36.0%

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

取組（改善）方針（一次方針）
（※ビジョン後期実行計画期間を通じた成果や課題を

踏まえた取組の方針)

・交通ルールやマナーを遵守するための啓発事業は継続していくことが大事であり、今後も引き続き実施していくととも
に、啓発方法については、新しいツールを含めて工夫を図っていく。
・通学路点検や市民要望による交通危険箇所への対応については、交通管理者である小金井警察署と連携し、適切に行って
いく。
・自転車等の放置防止指導活動を継続して実施することで、自転車等の駐車マナーを向上させる。
・次年度以降は、生活道路におけるＬＥＤ化を推進するための調査やＬＥＤ化工事を進めていく。

交通安全啓発推進事業

目標 21回 22回 23回

中心事業　①
数

値

目

標

指

標

名

交通安全教室等のイベント及び交通安全情報周知の実施回数
年度 Ｒ３

104.5% 147.8% 148.0%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

令和３年度から令和４年度にかけては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により国分寺まつりをはじめとした様々なイベントが中
止となっていたこともあり、交通安全の啓発回数も減少していた。一方で、新型コロナウイルス感染症が収束し始めた令和５年度以降
は、再び、様々なイベントで交通安全の啓発活動を実施した。加えて、ＳＮＳを利用した情報提供を積極的に実施したことにより令和
５年度以降は目標値を大幅に上回ることができた。

取組方針①：

交通安全意識の向上

56件 44件 44件 43件

達成率

25回

説

明

交通安全教室等のイベント実施回数及び様々な媒体を活用した交通安全情報提
供回数の合計

実績 19回 23回 34回 37回

達成率 90.5%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

自転車等の放置防止指導活動を継続して実施したことにより、１日当たりの市内放置自転車の平均警告件数は目標以上に減少させるこ
とができ、市内における自転車の駐車マナーが浸透してきている。

取組方針②：

放置自転車対策の推進

中心事業①の「交通安全教室等のイベント及び交通安全情報周知の実施回数」については、目標値を大きく上回っており、
交通安全意識の向上を着実に進めてきた点で評価できる。一方で、まちづくりの指標の「市内の自転車利用者の運転・駐車
マナーが守られていると感じる市民の割合」については、目標値に達していないことから更なる取組を期待したい。また、
道路交通法の改正に伴い自動車や自転車に加え、電動キックボードをはじめとした新たなモビリティの交通ルールや乗車マ
ナーの更なる周知、啓発が求められる。これまでにも取り組んできた関係機関との連携を強化していくとともに、各年代に
応じた啓発方法を研究し、適切かつ効果的な手法により、市民の交通安全意識の向上に取り組んでいただきたい。

中心事業　②
数

値

目

標

指

標

名
１日当たりの市内放置自転車平均警告件数

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

放置自転車防止指導・撤
去事業

目標 100件以下 85件以下 72件以下 61件以下

説

明 年間の市内放置自転車への警告件数÷年間の放置防止指導活動日数
実績

総合ビジョン等推進本部からの
意見

交通安全施設整備事業

目標
街灯97.0％

道路照明灯53.0％

街灯100.0％

道路照明灯61.0％

行政改革推進委員会からの意見

中心事業　③

数

値

目

標

指

標

名
市所有街灯・道路照明灯におけるＬＥＤ灯の割合

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

街灯96.3％

道路照明灯99.4％

街灯98.4％

道路照明灯95.7％

街灯99.6％

道路照明灯90.5％

街灯100.0％

道路照明灯88.0％

178.6% 193.2% 163.6% 141.9%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

道路照明灯のＬＥＤ化については、これまで路線毎に行う一定規模の工事にて進めており、令和４年度をもって幹線道路におけるＬＥ
Ｄ化が完了した。令和６年度より生活道路について着手している。一方、街灯（防犯灯等）については、ＬＥＤ化100.0％となり、目標
達成した。

街灯100.0％

道路照明灯67.0％

街灯100.0％

道路照明灯73.0％

説

明 市所有の全街灯及び道路照明灯に占めるＬＥＤ灯の割合
実績

街灯93.4％

道路照明灯52.7％

街灯98.4％

道路照明灯58.4％

街灯99.6％

道路照明灯60.7％

街灯100.0％

道路照明灯64.3％

達成率

中心事業　④
数

値

目

標

指

標

名

年度

達成率

説

明

実績

47 48

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

取組方針④： 【次年度予算に対する方針】

【市民アンケートの結果/市民ニーズ】

　「交通安全の推進」の取組について、「満足」の回答は13.8％となっており、前回調査（12.6％）から大きな変化はみられない。
　市内の自転車利用者の運転・駐車マナーが守られていると感じると回答した割合は29.5％となっており、前回調査（27.3％）より2.2ポイント増加している。また、年代別でみると、
10・20歳代で39.6％となっており、他の年代に比べて高くなっている。

次年度への反映（最終方針）

【次年度施策実施方針】

取組方針③：

交通安全施設の継続的な
整備及び維持管理

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

目標
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41.8%

達成率 91.7% 93.3% 96.1%

施策名 25 道路
主担当課 建設事業課

担当課 まちづくり計画課、道路管理課

ま

ち

づ

く

り

の

指

標

①

指

標

名
市の道路が市内外や拠点へアクセスしやすいと感じる市民の割合

年度 Ｒ３ Ｒ４

実績 38.5% 39.2%

目指す姿 都市計画道路をはじめとした幹線道路等の整備や適切な道路改修により、市民が利用しやすい、安全で快適な道路の整備が進んでいます。

施策及び中心事業における今年
度中に改善が必要な事項

・中心事業①：国３・４・12号線の用地取得業務については、事業認可期間が迫っており、期間内に生活再建が促進されるように対応して
いく必要がある。また整備に向けて設計を進めていく必要がある。
・中心事業②：国３・４・１号線の用地取得に当たっては、東京都と連携していく必要がある。また、整備に向けて設計を進めていく必要
がある。
・中心事業③：都市計画道路国３・４・１号線の一部区間（国３・４・11号線から府中街道まで）において、当該路線が持つ役割・機能の
代替等について、関係機関と引き続き調整を進めていく必要がある。
・中心事業④：現在着手している健全度Ⅲの橋りょうの修繕を引き続き進めていく必要がある。

目標 42.0% 42.0% 43.5% 45.0%

44.6%

99.1%

30.0%

説

明 市民アンケートの数値（「そう思う」、「まあそう思う」と回答した割合）
実績 21.1% 18.9% 23.0%

Ｒ５ Ｒ６

説

明 市民アンケートの数値（「そう思う」、「まあそう思う」と回答した割合）

【施策の進捗状況】 【これまでの成果を踏まえた課題】

目指す姿に対する
施策の成果

（※ビジョン後期実行計画期間を

通じた成果）

国３・４・12号線等の都市計画道路の整備を進めるとともに、幹線道路等の適切な道路改修を実施したことにより、市民が利用しやすい、
安全で快適な道路の整備が進んだ。

施策及び中心事業における次年
度以降に改善が必要な事項

・中心事業①：上記と同様
・中心事業②：上記と同様
・中心事業③：引き続き関係機関と調整しながら、都市計画道路国３・４・１号線の一部区間（国３・４・11号線から府中街道まで）につ
いて、当該路線が持つ役割・機能の代替や地区内ネットワークの確保などの検討を進めていく必要がある。
・中心事業④：令和５・６年度の点検結果を受け、令和７年度に「国分寺市橋りょう長寿命化修繕計画」の更新を行うとともに、本計画に
基づき、修繕を行う必要がある。

【中心事業の進捗状況】 【今後の方向性】

25.3%

達成率 82.1% 70.0% 80.7% 84.3%

②

指

標

名

安全で快適な道路環境が確保されていると感じる市民の割合
年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

目標 25.7% 27.0% 28.5%

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

取組（改善）方針（一次方針）
（※ビジョン後期実行計画期間を通じた成果や課題を

踏まえた取組の方針)

・中心事業①：国３・４・12号線の用地取得業務については、公益財団法人東京都都市づくり公社に委託しているが、引き続き、必要に応
じて、市職員も同行するなど、権利者の方々の御理解を得ながら、生活再建等に向けた対応を丁寧に行っていく。
・中心事業②：国３・４・１号線の用地取得に当たっては、権利者の方々の御理解を得ながら、生活再建等に向けた対応を丁寧に行ってい
く。
・中心事業③：「東京における都市計画道路の整備方針（第四次事業化計画）」において、計画内容再検討路線に位置づけられている国
３・４・１号線の一部区間（国３・４・11号線から府中街道まで）について、新たな「東京における都市計画道路の整備方針（仮称）」の
策定を踏まえ、当該路線が持つ役割・機能の代替や地区内ネットワークの確保などの検討を進め、関係機関と協議・調整を行っていく。
・中心事業④：道路施設の崩落、倒壊、落下による道路利用者への被害を未然に防止するため、今後も計画的に橋りょうの修繕を進める。

国３・４・12 号線整備
事業

目標 用地取得 用地取得 用地取得

中心事業　①

数

値

目

標

指

標

名
国３・４・12 号線の整備

年度 Ｒ３

54.4% 100.0% 79.1%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

用地取得業務については、公益社団法人東京都都市づくり公社に委託しているが、必要に応じて、市職員も同行するなど、権利者の
理解を得ながら、生活再建等に向けた対応を丁寧に行った。用地取得率は令和６年度末時点で約64％（画地ベース）となった。

取組方針①：

自動車交通を円滑に処理
することのできる道路
ネットワークの確立

用地取得 用地取得 用地取得 用地取得

達成率

用地取得・道路

工事

説

明
国３・４・12 号線の整備状況

実績 用地取得 用地取得 用地取得 用地取得

達成率 84.0%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

用地取得に当たっては、権利者の理解を得ながら、生活再建等に向けた対応を丁寧に行った。用地取得率は令和６年度末時点で約
93％（画地ベース）となった。

取組方針①：

自動車交通を円滑に処理
することのできる道路
ネットワークの確立

まちづくりの指標の「安全で快適な道路環境が確保されていると感じる市民の割合」は、後期実行計画期間を通じて目標値に達しておらず
数値も低水準である。市民アンケートでは「道路整備の推進」を重要な取組と捉える回答は、これまでと同様に高い割合であることから、
市民の道路整備に対する意識は高いことが伺える。市民が利用しやすい、安全で快適な道路環境の整備を着実に進めていくために、引き続
き、市民への丁寧な説明及び住民意向の把握等に努め、市民等の理解を得ながら道路整備を進めていただきたい。

中心事業　②
数

値

目

標

指

標

名

国３・４・１号線の整備
年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

国３・４・１号線整備事
業

目標 用地取得 用地取得 用地取得 用地取得

説

明 国３・４・１号線の整備状況
実績

総合ビジョン等推進本部からの
意見

道路・交通網計画策定事
業

目標 計画の策定 道路の検討

行政改革推進委員会からの意見

中心事業　③

数

値

目

標

指

標

名
国分寺市道路・交通網計画の策定

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

91.3% 100.0% 68.9% 100.0%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

「東京における都市計画道路の整備方針（第四次事業化計画）」にて、計画内容再検討路線に位置づけられている都市計画道路国
３・４・１号線の一部区間（国３・４・11号線から府中街道まで）において、国分寺市道路・交通網計画に基づき、当該路線が持つ
役割・機能の代替や地区内ネットワークの確保について、関係機関との協議・調整を行い、検討を進めた。

道路の検討 道路の検討

説

明
計画の策定状況

実績 計画の策定
関係機関との

協議・調整

関係機関との

協議・調整

関係機関との

協議・調整

達成率

０橋
点検・診断

結果による

中心事業　④

数

値

目

標

指

標

名
全19橋のうち、老朽化と判定された橋りょう（判定区分Ⅲ・Ⅳ）の対応残数

年度

３橋

達成率 100.0% 100.0% ― ―

説

明

判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された橋りょうのうち、未対応となっている橋りょうの
残数

実績
２橋

（内藤橋・戸倉橋）

１橋

（戸倉橋）
０橋

49 50

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

　道路法施行規則に基づく５年に一度の定期点検を平成30・31年度に行い、その結果に基づき、令和２年度に「国分寺市橋りょう長
寿命化修繕計画」を改正し、令和３年度に修正した。また、令和３年度より判定区分Ⅲと診断された橋りょうに対し、続続した修繕
を進めた。
　なお、令和５・６年度で４巡目の点検を完了しており、令和６年度に３橋（築山橋・武蔵野線人道橋・西国分寺人道橋）が判定区
分Ⅲと診断された。

取組方針③： 【次年度予算に対する方針】

道路及び橋りょうの適切
な維持管理

【市民アンケートの結果/市民ニーズ】

　「道路整備の推進」の取組について、「満足」の回答は13.2％となっており、前回調査（11.5％）から大きな変化はみられない。また、「道路整備の推進」を今後の市にとって重要
な取組とする回答は30.7％となっており、前回調査（35.5％）より4.8ポイント減少しているものの、33の取組のうち３番目に高い割合となっている。
　市の道路が市内外や拠点へアクセスしやすいと回答した割合は44.6％となっており、前回調査（41.8％）より2.8ポイント増加している。
　安全で快適な道路環境が確保されていると回答した割合は25.3％となっており、前回調査（23.0％）より2.3ポイント増加している。

次年度への反映（最終方針）

【次年度施策実施方針】

取組方針②：

安全・快適に歩くことの
できる道路ネットワーク
の確立

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

道路・橋りょうの維持管
理事業

目標
２橋

（内藤橋・戸倉橋）
１橋（戸倉橋）
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11.0%

達成率 100.0% 100.0% 100.0%

施策名 26 下水道
主担当課 下水道課

担当課

ま

ち

づ

く

り

の

指

標

①

指

標

名
ストックマネジメント事業の進捗率

年度 Ｒ３ Ｒ４

実績 6.0% 6.0%

目指す姿 下水道施設の整備と適切な維持管理が行われ、安全・安心で衛生的な環境が保たれています。

施策及び中心事業における今年
度中に改善が必要な事項

雨水浸透ますの設置はまちづくり条例に基づく協議が必要となる開発事業の場合、浸透施設の設置が義務づけられており、本事業とは別に設
置がされている。また、本事業は開始から30年余りが経過しており、設置可能な住宅は年々減少傾向にある。このような状況ではあるが、引
き続き、市報・市ホームページ・自治会・町内会への周知、国分寺市案内所等を活用して設置可能な住宅への啓発活動を継続する必要があ
る。

目標 6.0% 6.0% 11.0% 18.0%

18.0%

100.0%

説

明 ―
実績

Ｒ５ Ｒ６

説

明 ストックマネジメント実施方針で定めた調査及び工事の進捗率

【施策の進捗状況】 【これまでの成果を踏まえた課題】

目指す姿に対する
施策の成果

（※ビジョン後期実行計画期間を

通じた成果）

国分寺市が管理する下水道施設において計画的かつ効率的な修繕・改築を実施していくために平成30年度に策定した「国分寺市公共下水道ストックマネジメ
ント実施方針」に基づき、下水道施設改築工事・設計・調査を行った。また、大雨時の河川への未処理下水の放流を削減することで水質改善を図るために市
内の雨水浸透ます設置数年間2,000基を目標に、雨水浸透ます設置事業による公費での設置、市民への啓発活動及び開発事業者等への適切な指導を行った。

施策及び中心事業における次年
度以降に改善が必要な事項

ストックマネジメント事業において第１期エリアの工事を行いつつ、第２期エリアの計画策定を基に適切な設計を行う必要がある。平成30年
度に策定した「国分寺市公共下水道ストックマネジメント実施方針」との乖離に注視する必要がある。

【中心事業の進捗状況】 【今後の方向性】

達成率

②

指

標

名
―

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

目標

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

取組（改善）方針（一次方針）
（※ビジョン後期実行計画期間を通じた成果や課題を

踏まえた取組の方針)

【ストックマネジメント事業】
下水道施設の老朽化による施設の破損や改築費の増加が見込まれる中、維持から改築までのライフサイクルコストの低減化や、予防保全型施
設管理の導入による安全の確保等、戦略的な維持・修繕及び改築を行い、良質な下水道サービスを持続的に提供することを目的に、「国分寺
市公共下水道ストックマネジメント実施方針」を平成30年度に策定した。引き続き、適切な調査に基づき適切な工法の選定を行い、事業を執
行していく必要がある。また、現時点では策定して間もないため、おおむね予定通りに進んでいるが、実際の点検結果と当初想定との乖離
や、物価高騰等の社会情勢の変化に注視し、必要に応じて実施方針の変更について検討する。財源については、新たな補助制度に係る情報収
集に努めるとともに、従前の下水道ストックマネジメント支援制度に基づく交付金事業、東京都の補助金事業を積極的に活用していく。
【雨水浸透施設設置事業】
公費による雨水浸透ます設置事業は年々減少し、限界が見えてきている。一方、開発事業による浸透ます設置数は安定しており、設置基数で
は目標値を十分達成してるため、役割は十分果たしてきた。引き続き今後も安定した設置基数の維持を図っていく。

予防保全型管理（ストッ
クマネジメント事業によ
る調査）

目標 13.0% 13.0% 22.0%

中心事業　①
数

値

目

標

指

標

名
調査完了割合

年度 Ｒ３

100.0% 100.0% 100.0%

関連する取組方針
後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

平成30年度に策定した下水道ストックマネジメント実施方針に基づき、市内を８区域に分けたうちの第１期及び第２期エリアの下水道施設の調査を完
了した。

取組方針①：

下水道施設の計画的な維
持管理

ー ー － 4.0%

達成率

31.0%

説

明 下水道施設のうち、調査を完了した割合
実績 13.0% 13.0% 22.0% 31.0%

達成率 100.0%

関連する取組方針
後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

平成30年度に策定した下水道ストックマネジメント実施方針に基づき、市内を８区域に分けたうちの第１期エリアの下水道施設の改築工事に着手し
た。

取組方針①：

下水道施設の計画的な維
持管理

まちづくりの指標及び中心事業のいずれも目標値に達しており、計画どおり進捗している点は評価できる。
引き続き、市民にとって衛生的な環境が保たれるように、下水道施設の整備と適切な維持管理を図られたい。
また、雨天時の未処理下水の河川放流を防ぐことで，放流先である河川の水質保全等の自然環境保護につながる雨水浸透ますの役割について
は、その重要性を広く市民に周知し、雨水浸透ますの設置につなげていく必要がある。
今後も社会経済情勢の変化を注視しつつ適切な維持管理等を行うとともに、市民の理解と協力を得るための啓発活動も継続していただきた
い。

中心事業　②
数

値

目

標

指

標

名
工事完了割合

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

予防保全型管理・長寿命
化対策（ストックマネジ
メント事業による工事）

目標 ー ー ー 4.0%

説

明 対応が必要な下水道施設のうち、工事を完了した割合
実績

総合ビジョン等推進本部からの
意見

雨水浸透施設設置事業

目標 53,623基 55,623基

行政改革推進委員会からの意見

中心事業　③
数

値

目

標

指

標

名
雨水浸透ます設置基数

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

103.6% 106.1% 107.1% 107.1%

ー ー － 100.0%

関連する取組方針
後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

市の設置事業による10基の設置を含め、令和６年度は雨水浸透ます2,166基を設置した。ビジョン後期実行計画を通じ、目標数値を達成した。

57,623基 59,623基

説

明 設置基数（累計）
実績 55,557基 59,041基 61,714基 63,880基

達成率

中心事業　④
数

値

目

標

指

標

名

年度

達成率

説

明

実績

51 52

関連する取組方針
後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

取組方針④： 【次年度予算に対する方針】

【市民アンケートの結果/市民ニーズ】

―

次年度への反映（最終方針）

【次年度施策実施方針】

取組方針②：

雨水への対策

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

目標
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37.6%

達成率 112.5% 113.4% 99.5%

施策名 27 公園
主担当課 緑と公園課

担当課

ま

ち

づ

く

り

の

指

標

①

指

標

名
憩いの場としての市内の公園や緑地に対する満足度

年度 Ｒ３ Ｒ４

実績 41.4% 42.3%

目指す姿
市民が日々の生活にうるおいと安らぎを感じることができるように、様々なニーズや地域特性を踏まえた、市民に親しまれる公園・緑地が整備されています。
また、市民や事業者等と市が役割分担のもと、協働で緑と水を守り、つくり、育てています。

施策及び中心事業における今年
度中に改善が必要な事項

・公園サポート事業の登録団体数について、新規団体登録数が少ないだけではなく、既存団体の継続も高齢化等課題があることから、情報発
信を強化するとともに自治会・町内会や民間サークル等への働きかけ、大学や企業等と連携をとり、年齢層の若い人材の確保に向けて事業紹
介を行っていく必要がある。

目標 36.8% 37.3% 37.8% 38.3%

46.3%

120.9%

148,395㎡

説

明 市立公園条例に基づく公園・緑地の総面積（累計）
実績 144,538㎡ 146,017.97㎡ 149,521㎡

Ｒ５ Ｒ６

説

明 市民アンケートの数値（「満足」、「やや満足」と回答した割合）

【施策の進捗状況】 【これまでの成果を踏まえた課題】

目指す姿に対する
施策の成果

（※ビジョン後期実行計画期間

を通じた成果）

都市計画公園の整備については、令和３年度に内藤さつき公園の拡大整備を実施し、開園したことに加え、令和６年度には令和４年10月に事業認可を
取得した戸倉公園の用地取得を完了させ、市民意見を踏まえた設計に基づき整備を実施し、「戸倉みんなの公園」として開園した。また、平成29年度
に策定した「公園・緑地の総合的な維持管理計画」に基づき、公園施設や遊具の点検結果を踏まえ、公園・緑地の改築・修繕を進めた。公園の美化や
地域の交流の場づくりを目的とした「公園サポート事業」では、新規の登録に向け取組を進めたが、目標としたて数値には至らなかったが、既存の登
録団体と協働して公園の維持管理を進めた。このように各取組を着実に進めたことにより中心事業及びまちづくりの指標は実行計画期間を通じて概ね
達成しており、施策の目指す姿を進展させることができた。

施策及び中心事業における次年
度以降に改善が必要な事項

・公園サポート事業については、新規に参加される方及び既存登録団体の方々が、事業に登録して参加するだけでなく、参加者に恩恵がある
ような内容の検討を行い、また、令和６年度の改善内容も踏まえて、事業を進めていく必要がある。

【中心事業の進捗状況】 【今後の方向性】

152,230㎡

達成率 99.6% 99.9% 101.5% 102.6%

②

指

標

名
市内の公園・緑地の総面積

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

目標 145,095㎡ 146,195㎡ 147,295㎡

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

取組（改善）方針（一次方針）
（※ビジョン後期実行計画期間を通じた成果や課題を

踏まえた取組の方針)

・関連する個別計画の「国分寺市緑の基本計画2011」について、令和７年度からは「国分寺市緑の基本計画実施計画（令和７年度～令和12年
度）」に基づき、各施策の目標達成に向け、事業を進めていく。

内藤さつき公園の拡大
整備

目標 1,639㎡ 1,639㎡ 1,639㎡

中心事業　①
数

値

目

標

指

標

名
内藤さつき公園の供用面積

年度 Ｒ３

100.0% 100.0% 100.0%

関連する取組方針
後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

令和３年度に供用開始し事業は完了した。

取組方針①：

公園・緑地の計画的な
整備

ー ー ー 2,155㎡

達成率

1,639㎡

説

明 都市計画公園である内藤さつき公園の市民に供用開始されている面積
実績 1,639㎡ 1,639㎡ 1,639㎡ 1,639㎡

達成率 100.0%

関連する取組方針
後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

地域の防災活動の拠点等防災機能を備えた公園整備の実施に当たり、工事説明会を開催した後、市民意見を踏まえた設計に基づき、防災機能や
ボール遊びのできる施設等を整備し、令和７年３月27日に開園した。なお、公園の名称については、公募により「戸倉みんなの公園」に決定し
た。

取組方針①：

公園・緑地の計画的な
整備

公園や緑地は自然環境の保全や地域交流、防災など多面的な役割を担っており、まちづくりの指標の「市内の公園・緑地の総面積」及び「憩
いの場としての市民の公園や緑地に対する満足度」の目標値を達成していることについては評価できる。社会構造の変化に伴い、子育てに対
する価値観や環境問題等に対する意識も変わり、公園に求めるニーズが多様化し、より複合化・多機能化が求められている。そのため公園整
備においては、引き続き多角的な視点を持って進めていただきたい。また、公園の維持管理については、公園サポーター事業の充実を求め
る。加えて、自治会・町内会のみならず、子どもを含め多様な市民による維持管理の手法についても研究し、安全で美しい公園・緑地の整備
を進めていただきたい。

中心事業　②
数

値

目

標

指

標

名
戸倉公園の供用面積

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

戸倉公園の開園

目標 ー ー ー 2,155㎡

説

明 都市計画公園である戸倉公園の市民に供用開始されている面積
実績

総合ビジョン等推進本部からの
意見

公園・緑地の総合的な
維持管理計画に基づ
く管理

目標 69施設 102施設

行政改革推進委員会からの意見

,中心事業　③
数

値

目

標

指

標

名
計画に基づく予防保全型管理の施設数

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

105.8% 154.9% 121.1% 134.7%

ー ー ー 100.0%

関連する取組方針
後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

令和６年度に行った公園施設や遊具の点検では、「異常があり、修繕又は対策が必要」は17施設あり、「危険性の高い異常があり、緊急修繕が
必要または破棄し更新を検討」は２施設あったため、令和６年度の「公園・緑地の総合的な維持管理計画」で予定していた31施設も含めて修
繕・更新を行った。また、園名板についても老朽化が進んでいたものが５基あり、修繕・更新を行った。

147施設 173施設

説

明

「公園・緑地の総合的な維持管理計画」に基づいて実施した予防保全型管
理の施設数（累計）

実績 73施設 158施設 178施設 233施設

達成率

41団体 44団体

中心事業　④
数

値

目

標

指

標

名
協働による維持管理事業の登録団体数

年度

32団体

達成率 100.0% 81.6% 75.6% 72.7%

説

明

公園サポート事業の登録団体数及び緑地や水路を市と協働で維持管理する
団体数の合計（累計）

実績 32団体 31団体 31団体

53 54

関連する取組方針
後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

公園サポート事業について、新規の登録団体は１団体のみで目標達成には至らなかった。更なる事業周知のため、市ホームページに事業案内、
利用のある公園については掲示した。また、既存の登録団体とは、協働して公園の維持管理を進めた。

取組方針③： 【次年度予算に対する方針】

市民や事業者等との協
働による維持管理や情
報発信の推進

【市民アンケートの結果/市民ニーズ】

　「公園整備の推進」の取組について、「満足」の回答は28.6％となっており、前回調査（23.3％）より5.3ポイント増加している。
　市内の憩いの場となる公園や緑地に満足していると回答した割合は46.3％となっており、前回調査（37.6％）より8.7ポイント増加している。また、年代別でみると、10・20
歳代で58.9％となっており、他の年代に比べて高くなっている。居住地域別でみると、南町・東元町・西元町・泉町地域で65.3％と高くなっている一方、高木町・光町・西町
地域では26.6％にとどまっている。

次年度への反映（最終方針）

【次年度施策実施方針】

取組方針②：

公園・緑地の総合的な
維持管理

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

公園サポート等市民協
働事業

目標 32団体 38団体
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18.3%

達成率 98.2% 87.1% 101.1%

施策名 28 防災
主担当課 防災安全課

担当課 建築指導課、まちづくり推進課

ま

ち

づ

く

り

の

指

標

①

指

標

名

市の防災対策の充実に対する満足度
年度 Ｒ３ Ｒ４

実績 16.4% 14.8%

目指す姿
市民一人ひとりの防災意識が向上し、自らが取り組む「自助」に加え、地域住民同士が助け合う「共助」と、行政が行う防災対策等の「公助」により、災害に強いまち
となっています。

施策及び中心事業における今年
度中に改善が必要な事項

・新庁舎では常設の災害対策本部室が設置され、災害に即応できる環境が整ったことから、発災時に災害対策本部機能を迅速に発揮し、関係機関と緊密な連携を図りながら災害対応

を実施できるよう運用体制を整えていく必要がある。

・新庁舎移転後の新しい組織体制を反映した地域防災計画や非常時における事業継続計画、震災時の職員行動マニュアルについて、応急対策のテーマ別の訓練等を通して実効性の確

認・検証を行う必要がある。

・令和６年能登半島地震では、断水等の影響により避難所に限らずトイレの問題が深刻化した。本市でも同様の問題が発生する事態が想定されることから災害時のトイレ対策を強化

する必要がある。

・令和６年能登半島地震では、避難所における発災後迅速なＴＫＢ（トイレ、キッチン、ベット）の確保が課題となったことから、本市でもＴＫＢの提供の改善に取り組む必要があ

る。

・アナログ方式で運用している防災行政無線（同報系）屋外子局の老朽化が著しいため設備を更新する必要がある。

・市民防災まちづくり学校の募集定員が満たされるよう、防災まちづくり推進地区に推薦を依頼し、様々な機会をとらえて広報を強化する必要がある。

・現行の国分寺市耐震改修促進計画の計画期間が令和７年度末をもって満了となるため、国や東京都の動向も踏まえながら、計画の改定を進めていく必要がある。

・特定緊急輸送道路のみならず、令和７年度に一般緊急輸送道路にまで対象を拡充した、緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修等助成について、制度の周知とともに建築物所有者の意

向を確認するなどし、耐震化を促進する必要がある。

・「危機管理基本マニュアル」の根拠となる「国分寺市危機管理基本方針」は、作成から一定期間が経過しているため改訂する必要がある。

目標 16.7% 17.0% 18.1% 19.2%

21.0%

109.4%

86.6%

説

明

市民アンケートの数値（災害に備え、食料・飲料の備蓄、家具転倒防止器具の設置などの対策をして
いるか、について「十分な対策をしている」、「対策はしているが、十分ではない」と回答した割
合）

実績 86.4% 83.7% 88.7%

Ｒ５ Ｒ６

説

明 市民アンケートの数値（「満足」、「やや満足」と回答した割合）

【施策の進捗状況】 【これまでの成果を踏まえた課題】

目指す姿に対する
施策の成果

（※ビジョン後期実行計画期間を

通じた成果）

　地震災害に備えては、自助力強化を目的とした防災フェスタを開催し、市民の防災意識の高揚と知識の向上を図るとともに、公助力強化を目的とした地区防災センター開設運営訓練や住家被害認定調査

訓練等の実践的な訓練を年間を通じて多数実施し、職員の防災力向上を図った。また、新庁舎で新設された災害対策本部室を活用した災害対策本部運営訓練を実施し、オペレーションルームとしての機能

の確認・検証を行うとともに、新庁舎移転後の新しい組織体制を反映した地域防災計画の検証を行った。また、避難所の環境改善として、東京都の補助金も活用し、地区防災センターや二次避難所となる

一部の公共施設に次世代公衆Wi-Fiサービスである「OpenRoaming」を整備した。さらに、市商工会と「防災備蓄物資の保管・配布に関する協定」及び「地区防災センター運営等支援協力に関する協定」を

締結し、協力体制を構築した。被災地支援では、令和５年度に引き続き東京都の対口支援を介して令和６年能登半島地震で被災した石川県輪島市へ職員２人を派遣し、人的支援を通じて本市の防災力強化

に繋げた。風水害については、梅雨時期や台風時期に局地的大雨や集中豪雨が発生していることから、市民に対して風水害時の避難所や避難行動、事前準備について市報やホームページ等を通じて周知す

るとともに、出水期前に消防署や自主防災組織と水防訓練を実施し、水害に備えて連携強化を図った。在宅避難を含む自助力の向上に繋げるため、簡易トイレをはじめとする13品目を対象に購入費の１／

２（上限5,000円）を補助する家庭用防災用品購入費補助事業を令和6年度も継続し、事業を通じて日頃使用しているものを災害時にも活用する『フェーズフリー』の意識醸成を図った。また、防災まちづ

くり推進地区（16地区）に対して、地区本部機能を高めるため、東京都の区市町村災害対応力向上支援事業を活用してWi-Fi機器等を供与した。

施策及び中心事業における次年
度以降に改善が必要な事項

・地域防災計画に基づく各対策班や防災関係機関と実践的な訓練を継続して実施し、災害対応力を強化する必要がある。
・災害時のトイレ対策やベッド対策の充実強化を図る必要がある。
・アナログ方式で運用している防災行政無線（同報系）屋外子局は、各種メーカーが製造及び販売を全国的に中止・縮小してきており、維持管理の観点
からデジタル方式へ移行する必要がある。
・計画年度までのポンプ車の更新は済んでいるが、今後はポンプ車の購入金額について近年車両価格が高騰しているため、単年度の支出を抑え１台ずつ
更新する必要がある。

【中心事業の進捗状況】 【今後の方向性】

84.5%

達成率 101.5% 97.8% 103.0% 97.6%

②

指

標

名
災害に備えて防災対策をしている市民の割合

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

目標 85.1% 85.6% 86.1%

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

取組（改善）方針（一次方針）
（※ビジョン後期実行計画期間を通じた成果や課題を

踏まえた取組の方針)

・新庁舎移転後の新しい組織体制を反映した地域防災計画や非常時における事業継続計画、震災時の職員行動マニュアルについて、応急対策のテーマ別の訓練等を
通して実効性の確認・検証を行う。
・トイレ対策の充実強化を図るため断水時でも使用できる携帯トイレの公的備蓄を国や都の補助金も活用して増やすとともに、在宅避難者へ迅速に提供できるよう
市商工会との災害協定を通じて地域の事業所で保管及び配布を行う体制構築に向けて準備を進めていく。
・避難所における生活環境改善のため、断水時にも要配慮者が清潔・安全にトイレを使用できる自動パック式トイレを国の補助金も活用して購入するとともに、避
難所開設時から寝床の質を確保するための簡易ベッドの備蓄を行う。
・アナログ方式で運用している防災行政無線（同報系）子局の老朽化に伴い、機器のデジタル化に向けた準備を進める。
・市民防災まちづくり学校への募集定員が満たされるよう、あらゆる手段を講じて、広報活動を行う。
・現行の耐震化支援制度を継続することにより、木造住宅の耐震化を更に推進する。また、耐震改修促進計画の改定を通じて今後の耐震化施策の方針等の検討を行
う。
・消防団車両を含めた消防団装備品等を更新し、公助力である消防力を強化することで引き続き減災に向けて取り組む。
・近年の社会情勢の変化を踏まえた市民生活に大きな影響を及ぼす新たな危機事象について、国分寺市危機管理基本方針を改訂し危機管理体制の向上に取り組む。
・災害時の避難、救急・消火活動及び物資輸送の円滑化のため、緊急輸送道路沿道建築物について、耐震化を推進する。

耐震診断・耐震改修等補
助事業

目標
耐震診断940件

改修・除却375件

耐震診断990件

改修・除却410件

耐震診断1,040件

改修・除却445件

中心事業　①

数

値

目

標

指

標

名
耐震診断件数及び耐震改修工事・除却件数

年度 Ｒ３

耐震診断96.3%

改修・除却95.6%

耐震診断99.1%

改修・除却97.5%

耐震診断105.0%

改修・除却106.0%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

木造住宅の耐震化を促進するため、木造住宅の耐震診断を無料で行い、耐震性が無いと判断された住宅の耐震改修や除却工事に係る費用の一部を助成し
ている。令和５年10月より、従前の旧耐震基準に加え、新耐震基準の木造住宅も対象とするよう制度を拡充したこともあり、耐震診断、耐震改修工事等
のいずれも目標を上回った。

取組方針①：

自助力強化のための啓発
及び支援

1,299人 1,325人 1,357人 1,372人

達成率

耐震診断1,090件

改修・除却480件

説

明
木造住宅耐震診断士派遣の件数及び耐震改修工事・除却実施件数（累計）

実績
耐震診断912件

改修・除却359件

耐震診断953件

改修・除却392件

耐震診断1,031件

改修・除却434件

耐震診断1,145件

改修・除却509件

達成率
耐震診断97.0%

改修・除却95.7%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

市民防災まちづくり学校を卒業し、地域で防災の活動や啓発を行うと申出のあった市民を市民防災推進委員として認定しており、地域の防災力を支える
基盤となっていることから、市民防災まちづくり学校の定員40名が満たされるよう毎年防災まちづくり推進地区や自主防災組織等に推薦を依頼すること
や、広報活動の強化を図った。

取組方針②：

共助力強化による地域防
災力の向上

まちづくりの指標について、おおむね目標値を達成している点は評価できる。しかしながら、「市の防災対策の充実に対する満足度」につ
いては、数値が低く、市民の安全・安心な暮らしのためにも改善の余地が大きいことが認められることから、災害に強いまちづくりを推進
するため、引き続き各取組を推し進められたい。また、大規模災害発生時には、行政、市民、関係機関等が「自助」・「共助」及び「公
助」の役割を理解し、緊密に連携することが重要である。そのためにも防災フェスタや市民防災推進委員、消防団等の活動等、地域の防災
力向上及び人材の確保に関する取組を、平時において行政、市民、関係機関等が連携を深めながら推し進めていただきたい。

中心事業　②
数

値

目

標

指

標

名

市民防災推進委員認定者数
年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

市民防災推進委員育成事
業

目標 1,293人 1,328人 1,363人 1,398人

説

明 市民防災推進委員の人数(累計)
実績

総合ビジョン等推進本部からの
意見

消防団車両の更新事業

目標 ０台 ２台

行政改革推進委員会からの意見

中心事業　③
数

値

目

標

指

標

名
消防団車両の更新台数

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

100.5% 99.8% 99.6% 98.1%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

一定の年数が経過した車両を随時更新することで消防力の強化を図る。令和３年度に第６分団ポンプ車、令和４年度に第４分団ポンプ車を更新し累計で
２台更新した。

２台 ２台

説

明

一定の年数が経過した車両の更新台数（令和３年度から令和６年度までの累
計）

実績 １台 ２台 ２台 ２台

達成率

100.0% 100.0%

中心事業　④
数

値

目

標

指

標

名
事象別の危機管理対応マニュアル策定率

年度

0.0%

達成率 ― 0.0% 0.0% 0.0%

説

明 各部・課における個別の危機事象別対応マニュアルの策定率
実績 0.0% 0.0% 0.0%

55 56

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

平成29年度に作成した「国分寺市危機管理基本マニュアル」において、個別の危機に対して具体的な対策を示す「危機管理対応マニュアル」を作成する
こととなっている。令和６年度は、危機管理マニュアルの根拠となる「国分寺市危機管理基本方針（平成23年８月作成）」の改訂案を検討したが作成に
は至らなかった。

取組方針④： 【次年度予算に対する方針】

危機管理体制の向上

【市民アンケートの結果/市民ニーズ】

　「防災対策の充実」の取組について、「満足」の回答は21.0％となっており、前回調査（18.3％）より2.7ポイント増加している。
　災害に備え、食糧・飲料の備蓄、家具転倒防止器具の設置などの対策をしていると回答した割合は84.5％となっており、前回調査（88.7％）より4.2ポイント減少している。また、
年代別でみると、60歳代で90.8％となっており、他の年代に比べて高くなっている。

次年度への反映（最終方針）

【次年度施策実施方針】

取組方針③：

防災体制・消防力の強化

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

危機管理対応（事象別）
マニュアルの作成事業

目標 0.0% 100.0%
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78.6%

達成率 98.4% 96.1% 96.0%

施策名 29 防犯
主担当課 防災安全課

担当課

ま

ち

づ

く

り

の

指

標

①

指

標

名
国分寺市が治安の良いまちだと感じる市民の割合

年度 Ｒ３ Ｒ４

実績 79.2% 78.0%

目指す姿 市・市民・警察及び関係機関が連携を深め、地域の防犯意識の啓発と防犯活動の充実により、犯罪が未然に防止され、市民が安全・安心に暮らしています。

施策及び中心事業における今年
度中に改善が必要な事項

・絶えず発生している特殊詐欺被害を防止するため、市や電話会社が実施する対策を様々な方法で周知する必要がある。
・防犯リーダー養成講習会の受講定員を満たすため、構成や内容を精査し、広く周知する必要がある。
・地域防犯の低下を招かないようにするため、防犯まちづくり委員相互の情報共有をより丁寧に行い委員の意見を取り入れ、組織の活性化を
図る必要がある。
・地域団体による街頭防犯カメラの設置台数を増やすため、補助制度を広く周知する必要がある。

目標 80.5% 81.2% 81.9% 82.6%

75.3%

91.2%

471件

説

明 警察が刑法犯について、被害届等によりその発生を確認した件数
実績 460件 462件 594件

Ｒ５ Ｒ６

説

明 市民アンケートの数値（「そう思う」、「まあそう思う」と回答した割合）

【施策の進捗状況】 【これまでの成果を踏まえた課題】

目指す姿に対する
施策の成果

（※ビジョン後期実行計画期間を

通じた成果）

防犯リーダー養成講習会や防犯まちづくり委員会の各会議、地域団体等の活動支援などは新型コロナウイルス感染症拡大防止を図りながら実施した。防犯ま
ちづくり委員会では、東・中・西の３ブロックが小金井警察署や小金井・国分寺防犯協会と連携しながら、国分寺駅・西国分寺駅・国立駅での防犯キャン
ペーンを行い、駅利用者の防犯意識の向上を図った。また、自主防犯団体に防犯資機材の支給を行うことを通して、地域住民による防犯活動の活性化を図っ
た。国分寺市が治安の良いまちだと感じる市民の割合については、若干目標を下回ったが高水準で推移している。刑法犯発生件数について、令和３年度及び
令和４年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり目標件数を大幅に下回ったが、令和５年度及び令和６年度は目標件数を上回る数値となった。

施策及び中心事業における次年
度以降に改善が必要な事項

・地域特性に応じた防犯活動を展開するため、地域別犯罪発生状況を分析し、防犯まちづくり委員や市民に周知していく必要がある。
・引き続き、市や警察からの様々な情報を防犯まちづくり委員、自治会・町内会連絡会等の関係団体に提供していく必要がある。
・地域の自主防犯の活性化を図るため、防犯まちづくり委員を増やしていく必要がある。

【中心事業の進捗状況】 【今後の方向性】

586件

達成率 145.2% 130.3% 90.4% 80.4%

②

指

標

名
刑法犯発生件数

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

目標 668件 602件 537件

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

取組（改善）方針（一次方針）
（※ビジョン後期実行計画期間を通じた成果や課題を

踏まえた取組の方針)

・街頭防犯カメラの新設及び更新について自治会・町内会連絡会等で周知し事業の推進を図り、また保守点検や修繕費などの維持管理経費及
び電気代等の運用経費補助についても引き続き事業を継続していく。
・地域の自主防犯団体や防犯まちづくり委員会と協力し、防犯キャンペーンや防犯ポスターの掲示、警察との懇談などを行い地域防犯力の向
上を図る。
・特殊詐欺対策事業である「自動通話録音機の貸与」を引き続き実施するとともに、電話会社が実施する特殊詐欺対策サービスについても地
域団体への防犯講話等で市民へ周知する。
・防犯リーダー養成講習会は、施設見学や防犯の専門家による講義など関心を引く講座を実施するとともに、オンライン講座を取り入れた受
講しやすい環境づくりを行う。

特殊詐欺被害対策事業

目標 23件以下 21件以下 19件以下

中心事業　①
数

値

目

標

指

標

名
特殊詐欺被害件数

年度 Ｒ３

84.0% 76.0% 77.3%

関連する取組方針
後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

特殊詐欺被害に遭わないようにするため、自動通話録音機の無料貸出しを行った。事業周知に向けて、チラシを公共施設に配架するとともに、防犯ま
ちづくり委員会総会及びブロック連絡会、自治会・町内会連絡会等で配布した。加えて、令和５年度からは、市の事業のみならず民間企業が実施して
いる特殊詐欺対策に係る取組等を集約したチラシを作成し発信するなど、特殊詐欺被害防止に向けた周知・啓発に取り組んできた結果、令和６年度は
22件まで減少したが目標の達成には至らなかった。

取組方針①：

特殊詐欺被害防止のため
の取組

219人 222人 236人 251人

達成率

17件以下

説

明
市内で発生した特殊詐欺被害件数

実績 24件 25件 25件 22件

達成率 95.8%

関連する取組方針
後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

防犯リーダー養成講習会への参加を募るため、地域団体へのチラシを配布するとともに、電子掲示板等に案内を掲載した。申出者は「国分寺市防犯ま
ちづくり委員設置要綱」に基づき防犯まちづくり委員に認定した。令和５年度及び令和６年度の受講者は定員に達したが目標数は達成できなかった。

取組方針②：

市・市民・警察・関係機
関のネットワークづくり

特殊詐欺被害件数については、横ばいとなっているが、闇バイトといった事案も全国的に増加していることから、関係機関と綿密な連携を図
りながら、誰もが犯罪等の被害者にも加害者にもなることのないよう、引き続き防犯活動、注意喚起に強く取り組まれたい。
防犯を強化するため、地域の防犯意識の向上と防犯活動の充実が重要であることから、安全・安心メールをはじめとした情報ネットワークの
一層の強化や防犯リーダー養成講習会等による幅広い世代を対象として充実した人材育成を図られたい。また、街頭防犯カメラについては適
切な設置や維持管理を行い、市民の安全・安心な暮らしをより一層守っていただきたい。

中心事業　②
数

値

目

標

指

標

名
防犯まちづくり委員認定者数

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

防犯リーダー養成講習会
事業

目標 266人 287人 308人 329人

説

明

防犯リーダー養成講習会修了者で申出があり、防犯まちづくり委員として認定
した人数（累計）

実績

総合ビジョン等推進本部からの
意見

生活安全・安心メール配
信事業

目標 19,800件 20,000件

行政改革推進委員会からの意見

中心事業　③
数

値

目

標

指

標

名
メール配信登録数

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

103.4% 108.5% 107.5% 108.5%

82.3% 77.4% 76.6% 76.3%

関連する取組方針
後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

令和５年７月からは小金井警察署管内で発生した特殊詐欺情報を登録者へ速やかに伝達するために、「メールけいしちょう」で発信する情報を自動転
送し配信することにし、令和６年８月からは、国分寺市内のみの特殊詐欺情報を自動転送し配信することにした。令和７年３月から、メールけいし
ちょうで配信する「公然わいせつ」「子供（公然わいせつ）」「声掛け等」「子供（声掛け等）」情報を国分寺市内で発生したもののみを自動転送
し、情報配信を行った。継続的な情報配信を通じて、市民の安全・安心に対する意識の向上を図ったことにより、メール配信登録数は着実に増加して
いる。

20,500件 21,000件

説

明 生活安全・安心メールに登録されている件数
実績 20,470件 21,696件 22,041件 22,788件

達成率

60台 65台

中心事業　④
数

値

目

標

指

標

名
街頭防犯カメラ設置台数

年度

42台

達成率 84.0% 76.4% 70.0% 64.6%

説

明 地域団体が都等の補助制度を活用し設置している街頭防犯カメラの台数
実績 42台 42台 42台

57 58

関連する取組方針
後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

地域団体が都と市の補助制度を活用し、円滑に街頭防犯カメラの設置に向けた検討が進められるよう手続に関する案内を作成し、自治会・町内会連絡
会等で事業の周知を図った。令和５年度から維持管理経費（保守点検費・修繕費）と運用経費（電気料金・使用料）の補助を開始した。

取組方針④： 【次年度予算に対する方針】

まちづくりにおける安
全・安心の環境整備

【市民アンケートの結果/市民ニーズ】

　「防犯対策の充実」の取組について、「満足」の回答は16.2％となっており、前回調査（18.3％）より2.1ポイント減少している。
　国分寺市が治安の良いまちだと感じると回答した割合は75.3％となっており、前回調査（78.6％）より3.3ポイント減少している。また、年代別でみると、10・20歳代で86.0％と
なっており、他の年代に比べて高くなっている。

次年度への反映（最終方針）

【次年度施策実施方針】

取組方針③：

地域の防犯意識の向上と
防犯活動の支援

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

地域における見守り活動
支援事業

目標 50台 55台
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81.7%

達成率 131.6% 130.0% 127.7%

施策名 30 消費生活
主担当課 経済課

担当課

ま

ち

づ

く

り

の

指

標

①

指

標

名
消費者トラブルに関する相談窓口を知っている市民の割合

年度 Ｒ３ Ｒ４

実績 81.6% 81.9%

目指す姿 消費者が必要な情報を得られるとともに、消費者トラブルなどの際に相談できる場等が確保され、安心して消費生活を送ることができています。

施策及び中心事業における今年
度中に改善が必要な事項

・消費者教育の推進については、消費者庁や国民生活センターが発信する最新情報や、相談室における相談事例の傾向も
踏まえ、消費者の年代に応じた効果的な啓発内容や手段を検討していく必要がある。
・消費者見守りネットワークを強化するため、協議会構成団体と消費生活相談室との日常的な連携を密にし、消費者被害
の防止に向けた注意喚起と消費生活相談室の周知に係る取組を促進していく必要がある。

目標 62.0% 63.0% 64.0% 65.0%

77.8%

119.7%

95.0%

説

明

相談により解決（「他機関紹介」、「助言」、「その他情報提供」、「あっせん解決」）した
事案の割合

実績 95.9% 95.6% 96.9%

Ｒ５ Ｒ６

説

明

市民アンケートの数値（消費者トラブルに遭った場合の相談する窓口を知っていると回答した
割合）

【施策の進捗状況】 【これまでの成果を踏まえた課題】

目指す姿に対する
施策の成果

（※ビジョン後期実行計画期間を
通じた成果）

消費生活相談室を週５日開設し、市民の消費者トラブルの解決に向けて消費生活相談員による専門相談を行った。また、相談員研
修への積極的な参加により、解決手法に係る最新知識を習得するなどレベルアップを図っている。複雑化・多様化する事案が増加
しており、アドバイザー契約を締結する弁護士事務所の助言を得ながら、消費生活相談の早期解決に努めた。令和３年度に設置し
た国分寺市消費者見守りネットワーク協議会において、高齢者、障害者、認知症等の方々の消費者被害の未然防止に向けた連携を
強化した。市報、市ホームページ、市ＳＮＳ及び市民向け消費者講座などにより、消費者トラブルに関する周知啓発と併せて、消
費生活相談室の認知度向上に努め、消費生活の安心を確保する環境整備につなげることができた。これらを踏まえ、実行計画期間
を通していずれの指標の実績は高水準を維持し、施策の目指す姿を着実に進展させることができた。

施策及び中心事業における次年
度以降に改善が必要な事項

・東京経済大学との連携による契約法講座の実施について、消費生活に係る最新動向を踏まえた内容や開催方法の検討を
進める必要がある。
・消費者教育の推進については、学習指導要領に基づく消費者教育と消費生活相談室の実施事業との相乗効果が図られる
よう、研究していく必要がある。
・配慮を要する消費者の見守りに係る地域に向けた啓発及び理解促進のため、市報、市ホームページ及び市ＳＮＳなどに
おける内容の工夫と充実を図るとともに、消費者見守りネットワーク協議会だよりの配布・配架を通じた消費者被害防止
に向けた効果的な周知を推進する必要がある。

【中心事業の進捗状況】 【今後の方向性】

94.1%

達成率 100.9% 100.6% 102.0% 99.1%

②

指

標

名
消費生活相談の解決率

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

目標 95.0% 95.0% 95.0%

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

取組（改善）方針（一次方針）
（※ビジョン後期実行計画期間を通じた成果や課題を

踏まえた取組の方針)

・引き続き、研修の受講を通じて消費生活相談員の実践力の向上及び最新情報の習得を図り、消費生活相談室における相
談対応機能の一層の強化を推進する。また、新庁舎への移転により消費生活相談室と執務室が一体化され、消費生活相談
事例の動向をリアルタイムに把握することが可能となったことから、相談対応の更なる向上を進めていく。
・消費者庁及び国民生活センターが発信する最新情報の把握に努めるとともに、消費生活相談室において増加傾向にある
相談事例について研究し、消費者の年齢層に応じた適切な啓発内容及び手法を検討しながら、より効果的な啓発活動の展
開を図る。
・消費者見守りネットワーク協議会における構成団体間の情報共有を進め、消費者被害の未然防止及び拡大防止に資する
見守り体制の強化に向けた取組を推進する。

消費生活相談室機能強化
事業

目標 47人 47人 51人

中心事業　①
数

値

目

標

指

標

名
消費生活相談員研修受講人数

年度 Ｒ３

100.0% 103.9% 98.0%

関連する取組方針
後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

消費生活相談員の相談業務において、実践力の強化及び更なるスキルアップを図る必要があることから、独立行政法人国民生
活センターや東京都消費生活総合センターなどが実施する各種研修会へ積極的に参加することで、消費生活相談室の相談機能
の強化を図った。

取組方針①：

消費生活相談体制の強化

16回 18回 16回 20回

達成率

51人

説

明 各種研修を受講した消費生活相談員の人数（延べ）
実績 42人 47人 53人 50人

達成率 89.4%

関連する取組方針
後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

契約に関する基礎知識を学び、消費者トラブルの防止策や対処法を習得するため、東京経済大学と連携した契約法講座を開催
した。また、東京都の出前寄席事業の活用とともに、地域包括支援センターのイベントや市民活動団体などへの消費生活相談
員の講師派遣など、地域における消費者教育の充実を図った。

取組方針②：

消費者教育の推進

まちづくりの指標の「消費者トラブルに関する相談窓口を知っている市民の割合」が後期実行計画期間を通じて高水準を
維持していることは評価できる。一方で、インターネットを活用したサービスの普及に伴い消費者トラブルの内容やその
手法も複雑化、多様化していることから、未然防止に向けた取組が非常に重要となる。特に学齢期の児童・生徒の被害も
増えつつあることから幅広い市民に対して、関係団体等との連携を図りながら、市民の消費者トラブルの防止・解決に向
けた消費者教育の更なる強化に取り組んでいただきたい。

中心事業　②
数

値

目

標

指

標

名
消費者教育講座の開催回数

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

消費者教育講座実施事業

目標 13回 14回 15回 15回

説

明 ―
実績

総合ビジョン等推進本部からの
意見

学齢期等消費者教育実施
事業

目標 13回 16回

行政改革推進委員会からの意見

中心事業　③
数

値

目

標

指

標

名
学齢期等の児童・生徒に対する消費者教育講座の開催回数

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

76.9% 68.8% 68.8% 89.5%

123.1% 128.6% 106.7% 133.3%

関連する取組方針
後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

自ら考え行動する「自立した消費者」の育成を図るため、若年層に向けた消費者教育講座を実施した。市内小学校・中学校に
東京都消費者啓発員を派遣し、インターネットに係る身近な消費者トラブルの防止やローン・クレジットなどお金の使い方を
テーマとする消費者教育講座を積極的に実施することで、消費者教育の推進を図ることができた。

16回 19回

説

明
―

実績 10回 11回 11回 17回

達成率

３回 ３回

中心事業　④
数

値

目

標

指

標

名
国分寺市消費者見守りネットワーク協議会の開催回数

年度

３回

達成率 66.7% 100.0% 100.0% 100.0%

説

明 ―
実績 ２回 ３回 ３回

59 60

関連する取組方針
後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

国分寺市消費者見守りネットワーク協議会を開催し、高齢者・障害者・認知症等の見守りを要する消費者の被害の未然防止に
向けて、地域における最新のトラブル事例を共有するとともに、消費生活相談室と関係機関との連携について検討した。ま
た、国分寺市消費者見守りネットワークだよりを発行し、市内公共施設、自治会・町内会連絡会及び出前講座などでの配布を
通じて、見守りネットワークの周知を図った。

取組方針③： 【次年度予算に対する方針】

消費者見守りネットワー
クの強化

【市民アンケートの結果/市民ニーズ】

　「消費者の安全・安心の確保」の取組について、「満足」の回答は14.1％となっており、前回調査（13.4％）から大きな変化はみられない。
　消費者トラブルに遭った場合の相談する窓口を知っていると回答した割合は77.8％となっており、前回調査（81.7％）より3.9ポイント減少している。また、年代別でみると、
60歳代で89.1％と高くなっている一方、10・20歳代では60.7％にとどまっている。

次年度への反映（最終方針）

【次年度施策実施方針】

取組方針②：

消費者教育の推進

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

消費者見守りネットワー
ク推進事業

目標 ３回 ３回
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69.4%

達成率 108.5% 129.1% 123.9%

施策名 31 市政情報・情報共有
主担当課 市政戦略室

担当課 政策法務課、情報管理課

ま

ち

づ

く

り

の

指

標

①

指

標

名
必要とする情報が得られていると感じている市民の割合

年度 Ｒ３ Ｒ４

実績 58.6% 71.0%

目指す姿
様々な情報発信ツールの活用により、市の施策・イベント等に関する情報を市民と共有することができています。また、市民の意見が、情報発信内容の改善にいかさ
れています。

施策及び中心事業における今年
度中に改善が必要な事項

・市ホームページのリニューアルに合わせて、ＡＩ技術にも対応できるように各ページの文字数をより少なくする、表現を簡易にするなどの
取組を進める必要がある。
・市公式Ｘは画像・動画の添付も活用することで効果的な情報発信に努める必要がある。また、新たなプッシュ型広報ツールとして、ＬＩＮ
Ｅの導入について検討する必要がある。
・ショート動画を活用することで、ＳＮＳを情報収集手段としている市民等に対する市の情報発信を強化する必要がある。
・市報は市の情報発信の主力たる媒体ではあるものの、ＳＮＳ等による情報発信の推進に伴い、発行回数を見直す自治体も増えてきている。
市民ニーズ等も把握しつつ、今後の市報の在り方について検討する必要がある。
・ＰＲＴＩＭＥＳを利用したプレスリリースの効果を精査し、今後の活用方法を研究する必要がある。

目標 54.0% 55.0% 56.0% 57.0%

69.2%

121.4%

説

明 ー
実績

Ｒ５ Ｒ６

説

明

市民アンケートの数値（必要とする市の情報を得られているか、について「十分に得られている」、
「まあ得られている」と回答した割合）

【施策の進捗状況】 【これまでの成果を踏まえた課題】

目指す姿に対する
施策の成果

（※ビジョン後期実行計画期間を

通じた成果）

令和６年10月１日号の市報からレイアウトの作成を内製化し、職員のスキルを生かした読みやすい紙面となったことで、市民アンケートにおける「市報こく
ぶんじの紙面に対する満足度」の向上につながった。プッシュ型広報の主力である市報の満足度が上がったことで、まちづくりの指標は高い水準で目標値を
達成することができた。加えて、市ホームページについても、ウェブアクセシビリティの向上を目指し、東京都の「プロジェクト型伴走サポート ウェブサイ
トの課題抽出・改善（基本編）」への参加による課題抽出及び改善、全職員を対象とした動画形式でのホームページシステム操作研修及び広報研修の実施等
に取り組んだ。

施策及び中心事業における次年
度以降に改善が必要な事項

・リニューアル後の市ホームページが円滑に運用されるよう、リニューアルによる変更点等を周知するとともに、ウェブアクセシビリティの
向上に重点を置いたホームページシステム操作研修を継続して実施する必要がある。
・広報指針の周知及び広報研修の継続実施により、職員の広報力向上に継続して取り組む必要がある。
・ＳＮＳやショート動画等を積極的に活用し、紙媒体からデジタル媒体への移行を進めていく必要がある。

【中心事業の進捗状況】 【今後の方向性】

達成率

②

指

標

名
ー

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

目標

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

取組（改善）方針（一次方針）
（※ビジョン後期実行計画期間を通じた成果や課題を

踏まえた取組の方針)

・引き続き、市報・市ホームページ・ＳＮＳ・動画・プレスリリース等の様々な広報媒体を複合的かつ積極的に活用する。
・人にもＡＩにも分かりやすく、検索されやすい情報発信ができるよう、広報研修の実施や広報指針の周知により、職員の広報力向上及び伝
わる広報の推進に取り組む。
・政策アドバイザーの助言を受けつつ、伝わる情報発信を念頭に置いた広報指針の策定を進める。
・市報の発行を単価の低い４ページ単位のみとすることを継続し、予算削減に取り組む。
・情報発信の基盤となる市ホームページのリニューアルに向けて、よりウェブアクセシビリティの高い媒体となるよう、ページの整理及び階
層設計を進める。デザイン設計についても、スマートフォンによる閲覧が大多数であることを前提として進めていく。
・市ホームページにおけるページ数の増加や階層の深化を防ぐため、不要ページの削除を定期的に行う。

ホームページ改善事業

目標 7,000人 8,000人 9,000人

中心事業　①
数

値

目

標

指

標

名
市ホームページのアクティブユーザー数

年度 Ｒ３

164.6% 105.0% 81.1%

関連する取組方針
後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

市ホームページについては、東京都の「プロジェクト型伴走サポート ウェブサイトの課題抽出・改善（基本編）」に参加し、より検索性の高い媒体と
なるよう改善を進めた。また、全職員を対象とした動画形式での広報研修を実施し、各所管における市ホームページ、ＳＮＳ、動画による情報発信に
対する意識づけを図った。アクティブユーザー数の減少については、技術進歩により、検索エンジンで検索をした際に表示される「ＡＩによる概要」
によって市ホームページを閲覧しなくても必要な情報を得られるようになってきていることや、それを生成する根拠に市ホームページが活用されない
状況も影響していると考えられる。

取組方針①：

電子媒体を活用した市政
情報の発信力強化

8,138人 8,390人 21,209人 23,487人

達成率

10,000人

説

明
市ホームページにアクセスしたアクティブユーザー数（１日平均）

実績 11,756人 13,168人 9,450人 8,112人

達成率 167.9%

関連する取組方針
後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

令和６年３月に、37あったアカウントを12アカウントに移行した。アカウントの移行により、個々のアカウントでのポストの頻度が高まったことが、
フォロワー数の増加につながったと考える。

取組方針①：

電子媒体を活用した市政
情報の発信力強化

まちづくりの指標の「必要とする情報が得られていると感じている市民の割合」が後期実行計画期間を通じて目標値を達成していることは評
価できる。今後は、社会構造の変化に伴い、地域経済の停滞や地域間競争の激化が進行している中で、地域の魅力や求心力を向上させていく
ためには将来を見越した広報戦略が重要となる。必要な情報が迅速かつ的確に届くよう情報アクセシビリティの更なる向上に努めていただく
とともに、年代や国籍を問わず、より多くの市民が受動的に情報を取得できるよう様々な情報発信媒体の活用を視野に入れた情報発信力の強
化に取り組んでいただきたい。

中心事業　②
数

値

目

標

指

標

名
市公式Ｘ（旧Twitter）の全フォロワー数

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

市報とSNS等の連動によ
る情報発信事業

目標 7,750人 8,500人 21,000人 22,000人

説

明 市公式Ｘ（旧Twitter）の全フォロワー数（各年度３月末日時点）
実績

総合ビジョン等推進本部からの
意見

情報公開推進事業

目標 6,750件 7,500件

行政改革推進委員会からの意見

中心事業　③
数

値

目

標

指

標

名
情報公開サイト（公文書目録等）アクセス件数

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

34.2% 43.8% 32.8% 24.5%

105.0% 98.7% 101.0% 106.8%

関連する取組方針
後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

公文書公開請求を行う際の参考となる情報公開サイトのアクセス件数については目標を達成できなかった。
一方で、公文書公開請求の電子申請を推進したことにより、令和２年度時点では約17％であった電子申請の割合が、計画期間中の平均値が約33％まで
増えており、制度自体は利用しやすくなったものと考えられる。
また、情報公開コーナー（オープナー）は、庁舎の移転に合わせて電子化を行い、インターネットを利用していつでも行政資料を閲覧できるような環
境を整えた。

8,250件 9,000件

説

明 情報公開サイト（公文書目録等）への年間アクセス件数
実績 2,306件 3,283件 2,707件 2,204件

達成率

81.0% 83.0%

中心事業　④
数

値

目

標

指

標

名
「よくある質問」の評価割合

年度

77.9%

達成率 97.6% 95.9% 90.9% 93.9%

説

明

「よくある質問」に寄せられる評価のうち、「参考になった」と回答があった
割合

実績 77.1% 75.8% 73.6%

61 62

関連する取組方針
後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

後期実行計画期間中、「参考にならなかった」と評価された質問だけでなく、全体的な見直しを所管課に促し、改善する取組を進めてきたが、目標
を達成することはできなかった。

取組方針③： 【次年度予算に対する方針】

市民の声の広報活動への
活用

【市民アンケートの結果/市民ニーズ】

　「市の情報発信」の取組について、「満足」の回答は28.8％となっており、前回調査（27.2％）から大きな変化はみられない。
　必要とする市の情報を得られていると回答した割合は69.2％となっており、前回調査（69.4％）から大きな変化はみられない。また、年代別でみると、70歳以上で79.3％と高くなっ
ている一方、10・20歳代では49.1％にとどまっている。
　「市報こくぶんじ」を読んでいると回答した割合は78.2％となっており、前回調査（82.4％）より4.2ポイント減少している。
　市の情報を「市報こくぶんじ」から得ていると回答した割合は79.5％となっており、前回調査（82.8％）より3.3ポイント減少している。

次年度への反映（最終方針）

【次年度施策実施方針】

取組方針②：

情報公開の推進

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

「よくある質問」改善事
業

目標 79.0% 79.0%
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12.4%

達成率 45.2% 30.7% 35.4%

施策名 32 市民参加・協働
主担当課 政策経営課

担当課 協働コミュニティ課、職員課

ま

ち

づ

く

り

の

指

標

①

指

標

名
市政に参加したことがある市民の割合

年度 Ｒ３ Ｒ４

実績 11.3% 9.2%

目指す姿
年齢・性別等の枠を超えた幅広い市民が市政に参加するとともに、市民・事業者等と市が協働して地域課題の発見・解決に取り組み、市民自治の推進・拡大が図られて
います。

施策及び中心事業における今年
度中に改善が必要な事項

・市政に参加したことがある市民の割合が目標に至っていないことから、対面とオンライン方式の併用による市民説明会や市民ワーク
ショップ等を開催することで、市民参加の一層の推進を図る必要がある。
・委託型共同事業（提案型・公募型）について、提出する書類や事業報告事務が煩雑などの意見が寄せられたことから、団体や協働事業実
施担当課等から幅広く意見を聴取し、手続に係る見直しを行っていく必要がある。
・地域活性化包括連携協定等締結事業者等の数が年々増加しており、連携可能な取組の幅が拡大していることから、今後も連携実施による
更なる市民サービスの向上が期待できる。そのため、事業者等からの提案を確実に関係各課につなげるなど、全庁的な公民連携の更なる促
進を図っていく必要がある。

目標 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

10.3%

25.8%

50.0%

説

明

市民アンケートの数値（協働によるまちづくりが進んでいると思うか、について「そう思う」、「ま
あそう思う」と回答した）

実績 46.6% 37.9% 38.8%

Ｒ５ Ｒ６

説

明

市民アンケートの数値（市が実施する附属機関等の会議、説明会、懇談会、市民ワークショップ、パ
ブリックコメントに参加したことがあると回答した割合）

【施策の進捗状況】 【これまでの成果を踏まえた課題】

目指す姿に対する
施策の成果

（※ビジョン後期実行計画期間を

通じた成果）

・市政に参加したことがある市民の割合は目標達成に至らなかったものの、目指す姿の実現に向けて平成30年６月から開始した「附属機関等の公募委員候補者
の無作為抽出による登録制度」（以下「公募委員候補者登録制度」という。）により、令和３年度から令和６年度までに25人が附属機関等の委員に就任し、市
民参加の推進につながった。
・市との協働の相手先となる市民活動団体を対象にアンケート等による現状や要望の把握を行い、支援の拠点となる市民活動センターの事業に反映することで
機能強化を図った。また、市職員ＮＰＯ派遣研修や協働研修の実施、公民連携の周知等により、市職員の協働に関する知識と理解の深化に取り組んだ。目標達
成に至らなかったものの、協働によるまちづくりが進んでいると感じる市民の割合は改善しており、市と団体・事業者等のそれぞれを対象とした取組を通じ
て、協働を推進することができた。

施策及び中心事業における次年
度以降に改善が必要な事項

・市政に参加したことがある市民を一層増やすため、時間や場所にとらわれずに参加することができる環境を整備するとともに、市政への
関心を高め、市民参加が促進されるよう情報発信力の強化や内容の充実を図る必要がある。
・市と団体が協働への理解を深め、共に取組を推進するため、研修、講座等を実施しながら、協働の担い手を育成していく必要がある。
・複雑化・多様化する市民ニーズに対応していくためにも、地域活性化包括連携協定等締結事業者等のノウハウを一層活用できる機会の創
出について検討していく必要がある。

【中心事業の進捗状況】 【今後の方向性】

47.6%

達成率 109.6% 84.2% 81.7% 95.2%

②

指

標

名
協働によるまちづくりが進んでいると感じる市民の割合

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

目標 42.5% 45.0% 47.5%

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

取組（改善）方針（一次方針）
（※ビジョン後期実行計画期間を通じた成果や課題を

踏まえた取組の方針)

・引き続き公募委員候補者登録制度を適正に運用し、幅広い年代の意見を市政に反映していく。また、社会情勢の変化を踏まえながら、市
民参加の手法や内容の充実、市政情報の発信力向上に努める。あわせて、市民参加の裾野を広げるため、新たに子どもや若者が市政に参加
できる仕組みを構築する。
・協働の推進については、市職員に対して、年次、職位別等、段階的に協働に関する理解を深めていくカリキュラムを編成し、研修を体系
化するとともに、動画研修等、デジタル技術を活用することでより多くの受講を促す。また、市民活動団体に対しても、既に協働を実施し
ている団体等の意見を取り入れながら、効果的な講座を実施する。
・公民連携の更なる深化に向け、地域活性化包括連携協定等締結事業者等と連携して取組を実施する所管課数の増加を目指すとともに、地
域課題の解決やより良質な市民サービスの提供につなげていくためにも、市と事業者等との連携のみならず、事業者等同士または、事業者
等と市民活動団体との連携など、多様な主体が連携できる機会の創出について検討を進めていく。

ＩＣＴを活用した市民参
加促進事業

目標 20.0% 30.0% 40.0%

中心事業　①
数

値

目

標

指

標

名
ＩＣＴを活用した市民参加の実施割合

年度 Ｒ３

83.3% 60.3% 40.0%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

新型コロナウイルス感染症の拡大局面においては、感染防止の観点から対面とオンラインの併用による市民説明会といったＩＣＴを活用した市民参加を
推進した。一方で、新型コロナウイルス感染症が収束したことを受け、再び、対面方式による市民参加が増加したため、計画策定に伴う市民参加におい
てＩＣＴを活用して実施した割合が目標を下回る20.0％にとどまった。
また、時間や場所にとらわれずに市政に参加することができる新たな仕組みとして、第２次国分寺市総合ビジョンの策定過程において市民参加型プラッ
トフォームを試行的に導入した。

取組方針①：

誰もが市政に参加しやす
い仕組みの構築

５件 ４件 ６件 ４件

達成率

50.0%

説

明

計画策定に伴い市民参加を実施した件数のうち、ＩＣＴを活用して実施した割
合

実績 29.0% 25.0% 24.1% 20.0%

達成率 145.0%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

委託型協働事業の提案数は目標を達成することができなかったが、提案型協働事業２事業が事業期間終了後、公募型協働事業としての実施につながった。
市職員がＮＰＯの活動に従事して活動内容や組織等を直接知ることで、ＮＰＯとの協働推進や相互理解促進を目的とした市職員ＮＰＯ派遣研修事業を公募型協働事業
として実施した。係長職を中心として、毎年15名程度が研修を受講した。
市職員が市民活動及び市民活動団体との協働について理解を深めることを目的に、令和４年度から係長を対象とした研修（令和４年度は対面、令和５年度以降は動
画）を実施し、令和６年度に全係長が修了した。また、令和６年度から新入職員を対象とした対面研修を実施し、これらの研修では、市職員に加え、コーディネー
ターも講師を務めることで専門的な視点から協働に関する説明を行った。

取組方針②：

協働推進の担い手となる
人材の育成

まちづくりの指標の達成状況を見ると、「市政に参加したことがある市民の割合」は実行計画期間を通じて減少しており、市民が市政を身
近に感じることが十分にできていない。幅広い年代の市民がより市政を身近に感じ、積極的に参加してもらうためには、ＩＣＴの活用をは
じめとした先駆的な取組の導入や、市政参加の機会の更なる拡充が求められる。また、持続可能な市政運営を行うためには、市民と行政の
結びつきを今まで以上に強固にし、市民参加・協働を市民参画にまで昇華させていくことが重要である。一方で、地域活性化包括連携協定
等の締結事業者等との連携事業数が増加し、公民連携が着実に推進している点は評価できる。今後は、社会構造の変化により更に複雑化、
多様化する地域課題を解決するために、行政・市民・民間企業等の連携を強化し活性化を図っていただきたい。

中心事業　②
数

値

目

標

指

標

名
委託型協働事業の提案数

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

協働を進めるための市職
員・ＮＰＯスタッフの講
座・研修事業

目標 ５件 ６件 ７件 ８件

説

明 委託型協働事業（提案型・公募型）提案数
実績

総合ビジョン等推進本部からの
意見

こくぶんじ市民活動セン
ターの機能強化事業

目標 12件 15件

行政改革推進委員会からの意見

中心事業　③
数

値

目

標

指

標

名
市民活動に関する相談件数

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

91.7% 53.3% 50.0% 40.0%

100.0% 66.7% 85.7% 50.0%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

月３回、コーディネーターの市民活動センター常駐日を設定し、市民活動団体からの様々な相談に対応した。加えて、新規の市民活動センター登録団体
等に対して、積極的な活動支援を行うために「コーディネーターカフェ」を不定期で開催し、コーディネーターが団体の活動に係る情報提供や助言を
行った。
市民活動団体の活性化に向けて、アンケート等による団体の意見聴取を行いながら、ニーズに合った講座やチラシコンテスト等をコーディネーター企画
として実施した。
市民活動団体の交流促進の場として、団体同士が意見交換等を行う「こらぼ de サロン」をコーディネーターの企画運営で年３回実施した。

18件 20件

説

明

市民活動に関するコーディネーターへの相談及びコーディネーターから市民活
動団体への情報提供の件数

実績 11件 ８件 ９件 ８件

達成率

53事業 55事業

中心事業　④
数

値

目

標

指

標

名

連携事業数
年度

43事業

達成率 100.0% 90.0% 103.8% 78.2%

説

明 地域活性化包括連携協定等を締結した事業者等と連携して実施した事業数
実績 45事業 45事業 55事業

63 64

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

令和６年度までに民間事業者や学校法人等の合計21団体と協定締結に至り、それぞれの強みを生かした取組の実施により地域の更なるにぎわいの創出に
寄与した。市、事業者等の双方からの働き掛けにより新たな連携について積極的に取り組んだことから、連携事業数は年間で40以上を達成することがで
き、安定的な公民の連携が実現できている。
また、庁内での取組としては、事業者等との連携をより一層促進するため「公民連携ガイドブック」を作成し、適宜更新し周知することにより各課が公
民連携に着手しやすい環境を整えた。

取組方針④： 【次年度予算に対する方針】

事業者等との連携による
地域課題の共有・解決の
推進

【市民アンケートの結果/市民ニーズ】

　「市民参加・協働の推進」の取組について、「満足」の回答は15.0％となっており、前回調査（13.7％）から大きな変化はみられない。
　市が実施する会議、説明会、懇談会、市民ワークショップ、パブリックコメントに参加したことがあると回答した割合は10.3％となっており、前回調査（12.4％）より2.1ポイント
減少している。
　協働によるまちづくりが進んでいると思うと回答した割合は47.6％となっており、前回調査（38.8％）より8.8ポイント増加している。
　R６市民アンケート（令和７年実施）の回収率は38.7％となっている。また、回答方法をみると、インターネットによる回答が全体の44.9％となっており、インターネットによる回
答は概ね年代が下がるほど割合が高くなっており、10・20歳代では72.9％となっている。

次年度への反映（最終方針）

【次年度施策実施方針】

取組方針③：

こくぶんじ市民活動セン
ターの機能強化

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

公民連携事業

目標 45事業 50事業
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16.7%

達成率 60.0% 44.9% 44.5%

施策名 33 行政改革
主担当課 政策経営課

担当課 デジタル行政推進室、情報管理課、公共施設マネジメント課

ま

ち

づ

く

り

の

指

標

①

指

標

名
市の提供するサービスが向上・改善していると感じる市民の割合

年度 Ｒ３ Ｒ４

実績 18.0% 15.7%

目指す姿 行政改革が着実に進められ、市民満足度の高い行政サービスが提供されているとともに、持続可能な市政運営が行われています。

施策及び中心事業における今年
度中に改善が必要な事項

・国や都のデジタル化の動向を注視し、令和７年度に策定した「第２次国分寺市行政デジタル化推進計画」に定めた取組を段階的・計画的に推進する必要がある。
・職員が主体的に業務改善に取り組むための機会を創出するとともに、デジタルツールの活用による事務作業の効率化や新庁舎の特長を生かした働き方について検討
を進め、行政サービスの質を更に向上する必要がある。
・旧庁舎用地利活用事業に伴って生じる空き施設の利活用については、施設担当課との連携を図りながら、引き続き必要な機能の配置計画を優先的に検討していく必
要がある。
・旧し尿処理施設及びストックヤード用地については、令和６年度「旧し尿処理施設用地及びストックヤード用地利活用基本方針」に基づき、施設計画の詳細につい
て検討を進める必要がある。
・包括施設管理に関しては、施設所管課及び事業者へのヒアリング等を踏まえて実施内容の検証を行い、必要に応じて対象施設、対象業務及び仕様等の見直しを行う
ことで、事業全体のより一層の適正化が求められる。

目標 30.0% 35.0% 37.5% 40.0%

21.9%

54.8%

100.0%

説

明

『国分寺市ビジョン実行計画』の各施策に位置付けたまちづくりの指標のうち当該年度の目標値を
達成した割合

実績 42.6% 25.0% 28.4%

Ｒ５ Ｒ６

説

明

市民アンケートの数値（市の提供するサービスが向上・改善していると感じるか、について「感じ
る」、「やや感じる」と回答した割合）

【施策の進捗状況】 【これまでの成果を踏まえた課題】

目指す姿に対する
施策の成果

（※ビジョン後期実行計画期間を

通じた成果）

新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に国や東京都のデジタル化が急速に進展したことに伴い、本市においても「国分寺市行政デジタル化推進方針」や
「国分寺市行政デジタル化推進計画」を策定し、段階的かつ計画的に行政のデジタル化に取り組んだ。また、業務フローを抜本的に見直し、必要に応じて
デジタルツールを導入することで行政サービスの向上と業務効率化を図る、「ＢＰＲ(ビジネスプロセスリエンジニアリング)」について庁内で浸透させる
ための検討を進めた。さらに、ボトムアップ型の業務改革を推進するため、「第Ⅰ期 国分寺市業務改革プロジェクト」を策定し、取組の一環として、新庁
舎における職員の働き方に関する方向性を示した。
これらの取組により、目標値には達しなかったものの、行政サービスの向上を実感する市民の割合は実行計画期間を通じて上昇した。

施策及び中心事業における次年
度以降に改善が必要な事項

・「第２次国分寺市行政デジタル化推進計画」に定めた取組について、進捗状況の評価を踏まえて改善点があれば注力する必要がある。
・業務の効率化につながるデジタル技術の導入について、導入したデジタル技術の活用を推進し、また、各種最新デジタル技術の検証等を行う必要がある。
・令和７年３月に策定した「第Ⅱ期国分寺市業務改革プロジェクト」について、取組の進捗状況や市を取り巻く社会状況を鑑みながら、適時・適切に内容の見直しを
検討していく必要がある。
・「国分寺市公共施設個別施設計画」及び「国分寺市公共施設適正再配置計画」に基づく取組を更に推進するべく、各公共施設の現況を把握し、修繕等の適切な優先
順位づけをしつつ、同時に再配置等に係る様々な手法や事業スキームの導入に向けて検討も進める必要がある。
・包括施設管理業務の導入によって得られた公共施設等の現況を検証し、その結果も踏まえて「国分寺市公共施設等総合管理計画」を改定することで、より実効性の
高い公共施設マネジメントにつなげることが求められる。

【中心事業の進捗状況】 【今後の方向性】

34.3%

達成率 42.6% 25.0% 28.4% 34.3%

②

指

標

名
目標を達成しているまちづくりの指標の割合

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

目標 100.0% 100.0% 100.0%

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

取組（改善）方針（一次方針）
（※ビジョン後期実行計画期間を通じた成果や課題を

踏まえた取組の方針)

・新たに策定した「第２次国分寺市行政デジタル化推進計画」に基づき市民の利便性向上と業務の効率化を着実に推進する。
・社会環境の変化や複雑化、多様化する市民ニーズに対応するため、全庁的な業務改革（ＢＰＲ）を行い、行政手続のオンライン化や情報シ
ステムの標準化・共通化への取組を推進していく。
・業務改善等に対する職員の意識醸成、ＢＰＲによる業務効率化の促進及び新庁舎の特長を生かした執務環境の効率的・効果的な運用等、あ
らゆる方面から業務改善等に関する取組を進めることで、引き続き、行政サービスの質の向上を目指す。
・公共施設マネジメントについて、財政負担の軽減・平準化を見据えた計画的な維持管理修繕や長寿命化改修の実施を推進していくととも
に、庁舎移転等に伴い生じた空き施設・空間等の利活用に当たり、長期的な視点をもった計画の検討や、新施設の速やかな供用開始を前提と
したスケジュール管理を徹底していく。また、包括施設管理の実施により、公共施設に関する課題解決を図る取組を広げていくことで、予防
保全型の施設管理への転換を図り、施設の維持管理水準や安全性の向上、長期的な視点を持った持続可能な公共施設マネジメントを更に推進
していく。

スマート自治体推進事
業

目標 30.0% 50.0% 80.0%

中心事業　①
数

値

目

標

指

標

名
業務の効率化を図るデジタル技術の導入状況

年度 Ｒ３

36.0% 19.6% 100.0%

関連する取組方針
後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

業務の効率化を図るデジタル技術の活用として、ＡＩ－ＯＣＲについては、８課12業務、ＲＰＡについては、４課20業務について実施した。
また、令和６年度から新たに導入したデジタル技術として、議事録作成支援システムを29課、生成ＡＩを28課で利用した。
さらに、職員間で利用するコミュニケーションツールとして、ＬｏＧｏチャットを全庁展開し、より迅速で効率的なコミュニケーションを可能とす
る環境を整備した。

取組方針①：

持続可能な市政運営

9,132件 16,634件 22,790件 37,078件

達成率

100.0%

説

明 業務の効率化を図るデジタル技術を導入している課の割合
実績 16.3% 18.0% 15.7% 100.0%

達成率 54.3%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

市民サービスの向上を図るため、電子申請サービスについて、昨年度に引き続き健康診査や助成金等の申込み用のほか、各種イベントの申込み手続
における活用が、より一層推進された。これにより、電子申請の利用件数が令和３年度と比較して大幅に増加し、時間や場所に制約されない来庁不
要の手続を拡充した。

取組方針②：

効率的・効果的な行政
サービスの提供

まちづくりの指標の「市の提供するサービスが向上・改善していると感じる市民の割合」については、新庁舎の供用開始により最終年度の数
値は上昇したと推察されるが、依然として目標値に到達していない。利便性の向上に関する情報の周知不足や市民ニーズとのギャップが存在
していると考えられるため、市民満足度の向上のためにも、市を取り巻く社会状況の変化や市民ニーズを的確に把握し、市民サービスの拠点
となる新庁舎での各取組の更なる充実と行政手続のオンライン化による利便性の向上に努められたい。また、市民サービスの向上には、職員
の業務効率を高め、処理能力、生産能力を高めていくことも重要であることから、既存業務を見直しつつ、デジタルツールの活用についても
積極的に取り組んでいただきたい。

中心事業　②
数

値

目

標

指

標

名
電子申請利用件数

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

ゼロストップサービス
推進事業

目標 4,000件 5,000件 8,000件 10,000件

説

明 市の手続における電子申請の利用件数
実績

総合ビジョン等推進本部からの
意見

Web会議・テレワークの
基盤整備事業

目標 40.0% 60.0%

行政改革推進委員会からの意見

中心事業　③
数

値

目

標

指

標

名
Ｗｅｂ会議を利用している課の割合

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

250.0% 163.3% 125.0% 100.0%

228.3% 332.7% 284.9% 370.8%

関連する取組方針
後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

Ｗｅｂ会議システムを活用した会議、研修、説明会等が定着したことにより、全ての課において、Ｗｅｂ会議が利用された。また、テレワークシス
テムについては、関係課とともに国の動向等を注視しながら、制度設計やその課題などの研究を進めた。

80.0% 100.0%

説

明 市長部局及び行政委員会の全課のうち、Ｗｅｂ会議を利用している課の割合
実績 100.0% 98.0% 100.0% 100.0%

達成率

18件 23件

中心事業　④
数

値

目

標

指

標

名
個別施設計画に基づく修繕・改修着手件数

年度

５件

達成率 0.0% 6.7% 16.7% 21.7%

説

明

個別施設計画に基づき実施した公共施設の維持管理修繕及び長寿命化改修の
設計等に着手した件数（令和３年度から令和６年度までの累計）

実績 0件 １件 ３件

65 66

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

個別施設計画に基づき、維持管理修繕及び長寿命化改修工事に伴う設計業務に着手した件数は５件となり、達成率は21.7％である。実施業務の検討に当たっては、計画を
原則としつつ、各年度において公共施設の老朽化度等を勘案して優先順位をつけるとともに、人件費や物価上昇により事業費が高騰する状況において限られた財源の中で全
体最適及び中長期的なマネジメントの視点を踏まえて効率的な修繕・改修を図った。

また、令和４年度に実施した基礎的な調査をはじめ、個々の施設について、庁舎移転により生じる空き空間や跡地の利活用について関係課と協議・検討を行い、利活用の
方向性を定めた（ひかりプラザなど。）。

加えて、包括施設管理業務委託を開始し、予防保全型の維持管理への転換による公共施設の維持管理水準、安全性の向上と長期的な視点をもった持続可能な公共施設マネ
ジメントの推進に向けた取組に着手した。

取組方針④： 【次年度予算に対する方針】

公共施設等マネジメン
トの更なる推進

【市民アンケートの結果/市民ニーズ】

　「行財政改革の推進」の取組について、「満足」の回答は16.0％となっており、前回調査（13.2％）より2.8ポイント増加している。
　市の提供するサービスが向上・改善していると感じると回答した割合は21.9％となっており、前回調査（16.7％）より5.2ポイント増加している。一方、向上・改善していると感
じないと回答した割合は30.7％となっており、前回調査（37.6％）より6.9ポイント減少している。

次年度への反映（最終方針）

【次年度施策実施方針】

取組方針③：

社会環境の変化に対応
する業務改革の推進

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

公共施設マネジメント
推進事業

目標 10件 15件
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施策名 34 財政運営
主担当課 財政課

担当課 市政戦略室、納税課、道路管理課、契約管財課

国分寺市ビジョン後期実行計画　施策マネジメントシート 該当するＳＤＧｓ

【施策の進捗状況】 【これまでの成果を踏まえた課題】

ま

ち

づ

く

り

の

指

標

①

指

標

名
基金残高

年度 Ｒ３ Ｒ４

実績

財政調整基金
41億円

公共施設整備基金
45億円

財政調整基金
41億円

公共施設整備基金
51億円

財政調整基金
41億円

公共施設整備基金
61億円

達成率

財政調整基金
136.7％

公共施設整備基金
225.0％

財政調整基金
136.7％

公共施設整備基金
255.0％

財政調整基金
136.7％

公共施設整備基金
305.0％

目指す姿
社会の変化や市民ニーズにもしっかりと対応できる強固で弾力的な財政基盤が確立されています。また、将来に負担を先送りしない中長期的視点に立った持続可能な
財政運営が行われています。

施策及び中心事業における今年
度中に改善が必要な事項

・基金残高及び公債費負担比率については、目標達成水準を維持していくために、年度中に行える経費節減の取組を進めていく必要がある。
・徴収率の維持・向上のため、引き続き納付環境の拡充に努める必要がある。
・市の魅力発信につながる体験型のお礼の品のラインナップを充実させる必要がある。
・統一的な基準による財務書類については、引き続き財務書類を早期に完成させ、予算編成等への活用に向けた必要な整理を行う必要があ
る。

目標

財政調整基金
30憶円

公共施設整備基金
20億円

財政調整基金
30億円

公共施設整備基金
20億円

財政調整基金
30憶円

公共施設整備基金
20憶円

財政調整基金
30億円

公共施設整備基金
20億円

財政調整基金
31億円

公共施設整備基金
65億円

財政調整基金
103.3％

公共施設整備基金
325.0％

90％台前半

説

明 経常一般財源に占める経常経費充当一般財源の割合
実績 94.3% 94.2% 95.7%

Ｒ５ Ｒ６

説

明 財政調整基金及び公共施設整備基金の年度末残高

目指す姿に対する
施策の成果

（※ビジョン後期実行計画期間を

通じた成果）

・後期実行計画では「新庁舎建設に伴う財政運営方針」に定めた目標を新たな目標としており、財政調整基金、公共施設整備基金ともに残高を確保し、目
標を達成した。一方で、経常収支比率は昨今の物価高騰の影響等により、目標を下回った。

施策及び中心事業における次年
度以降に改善が必要な事項

・基金残高及び公債費負担比率については、目標達成水準を維持していくために、ゼロベースの積上げにより経費削減の取組を進め、基金取
崩しに依存しない予算編成を行う必要がある。また、市の財政状況について、引き続き市民への周知に努める。
・徴収率の維持・向上のため、効果的な収納対策・滞納整理対策に取り組む必要がある。
・継続して体験型のお礼の品の開発を行う必要がある。
・統一的な基準による財務書類については、予算編成等への活用を図るための考え方を整理し、必要に応じた分析を深めていく必要がある。

【中心事業の進捗状況】 【今後の方向性】

95.7%

達成率 100.0% 100.0% 99.3% 99.3%

②

指

標

名
経常収支比率

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

目標 90％台前半 90％台前半 90％台前半

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

取組（改善）方針（一次方針）
（※ビジョン後期実行計画期間を通じた成果や課題を

踏まえた取組の方針)

・引き続き旧庁舎用地利活用など大きな事業も進展していく中にあって、物価高騰対策など必要な予算を計上しながらも、既存事業の見直
し、経費の縮減を図ることにより、収支均衡型予算編成の達成を目指す。
・預貯金照会業務のデジタル化により、早期の滞納処分に着手していく。
・ふるさと納税事業は、税外収入の確保とともに市の魅力を全国的に発信することができるシティプロモーションの重要な施策の一つであ
る。引き続き関係事業者と連携しながら、市内事業者向けの説明会の開催や個別アプローチを図り、市の魅力の発信につながる体験型のお礼
の品の開発を進めていく。また、国による指定基準との整合を図りつつ、寄附額の増額につながる効果的な手法を見極めながら対応してい
く。
・統一的な基準による財務書類については、類似団体と比較するなど各種分析を深めることにより、将来的に更なる活用を図っていく。

公債費の抑制

目標 10％以下 10％以下 10％以下

中心事業　①
数

値

目

標

指

標

名
公債費負担比率

年度 Ｒ３

100.0% 100.0% 100.0%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

起債を必要最低限にとどめ、目標を達成した

取組方針②：

より強固で弾力的な財
政体質の確立

99.7% 99.6% 99.6% 99.6%

達成率

10％以下

説

明
一般財源総額に占める公債費充当一般財源額の割合

実績 5.9% 6.0% 5.8% 5.3%

達成率 100.0%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

多様な納税方法の提供・周知に努め、滞納案件にチーム制にて対応の上早期の財産調査・滞納処分を行う等、滞納整理対策に取り組んだ結果、現年課
税分・滞納繰越分の徴収率を維持した。

取組方針③：

財源確保のための取組

新庁舎の建設等による大型支出やふるさと納税による税収の流出等がある中であっても、まちづくりの指標の「基金残高」である財政調整基
金及び公共施設整備基金の目標値を達成できたことは評価できる。社会経済情勢等が不安な中においても、安定的な財政基盤を維持していく
ことが重要であるが、社会構造の変化に伴い、社会保障費の増大や市税の減収等も見込まれることから，徹底した既存事業の見直しや経費の
縮減を図り、健全な財政運営を堅持していただきたい。また、ふるさと納税による市税の流出など、市税の重要性を幅広い市民に対し情報発
信することで、市政運営に対する理解促進と課題共有に努める必要がある。

中心事業　②
数

値

目

標

指

標

名
現年課税分の徴収率

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

市税等の徴収率の維
持・向上

目標 99.2% 99.3% 99.4% 99.5%

説

明 収入額／調定額
実績

総合ビジョン等推進本部からの
意見

ふるさと納税推進事業

目標 42,000千円 42,300千円

行政改革推進委員会からの意見

中心事業　③
数

値

目

標

指

標

名
寄附金額

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

95.4% 211.7% 83.3% 128.5%

100.5% 100.3% 100.2% 100.1%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

新庁舎建設事業クラウドファンディング実施の影響もあり、令和６年度の達成率は128.5％となり、令和５年度の実績値を上回った。

42,500千円 42,700千円

説

明 個人・団体から寄せられた市への年間寄附金額
実績 40,055千円 89,561千円 35,407千円 54,870千円

達成率

予算編成等
への活用

予算編成等
への活用

中心事業　④

数

値

目

標

指

標

名
財務書類の作成・活用状況

年度

令和５年度の財務書類等

作成

達成率 80.0% 90.0% 50.0% 60.0%

説

明 決算に係る統一的な基準による財務書類の作成・活用状況
実績 平成31年度及び令和２年

度の財務書類等作成

令和２年度及び令和３年

度の財務書類等作成

令和４年度の財務書類等

作成

67 68

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

決算特別委員会において、事業別のセグメント分析だけでなく、財務４表の各項目の金額や指標を分析した書類も決算年度のものを提出するなど、資
料の早期の作成を図った。

取組方針④： 【次年度予算に対する方針】

統一的な基準による地
方公会計の積極的な活
用

【市民アンケートの結果/市民ニーズ】

　市の財政状況を知っていると回答した割合は37.7％となっており、前回調査（41.8％）より4.1ポイント減少している。また、年代別でみると、概ね年代が上がるほど割合が高く
なっており、70歳以上では55.1％と高くなっている一方、10・20歳代では15.9％にとどまっている。居住年数別でみると、居住年数が長くなるほど割合が高くなっており、居住年
数20年以上の人では46.3％となっている。

次年度への反映（最終方針）

【次年度施策実施方針】

取組方針③：

財源確保のための取組

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

統一的な基準による地
方公会計活用事業

目標
作成の精度向上・
分析の強化

作成の精度向上・
分析の強化
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国分寺市ビジョン後期実行計画　施策マネジメントシート 該当するＳＤＧｓ

建築工事

達成率 100.0% 100.0% 100.0%

施策名 35 庁舎
主担当課 公共施設マネジメント課

担当課 情報管理課、デジタル行政推進室、政策経営課

ま

ち

づ

く

り

の

指

標

①

指

標

名
新庁舎建設の進捗度

年度 Ｒ３ Ｒ４

実績 基本設計完了 工事着手

目指す姿
新庁舎の建設により、行政サービスの拠点が集約され、良質な行政サービスが提供されるとともに、市民活動の拠点になっています。また、地震等の災害時の拠点とし
ても十分な機能を備えています。

施策及び中心事業における今年
度中に改善が必要な事項

・ワンストップ窓口の動向を注視しつつ、関係課と調整しながら課題を洗い出し整理していく必要がある。特に、「書かない窓口」機能を
担う申請支援システムについて、基幹系システム標準化に伴い変更となった帳票に対応するため、二次元バーコード読み取り機能を追加す
る等、市民サービスの更なる向上と職員の業務効率化を図っていく必要がある。
・利活用事業事業者の選定に向け、公募型プロポーザルにおける公平性・公正性の担保に最大限の配慮が求められる。
・利活用事業事業で整備する複合公共施設については、様々な機能が集約されることを見据え、運用に関する基本的な考え方を固め、施設
主管課による取りまとめの下、運用検討を並行して進める必要がある。

目標 基本設計完了 工事着手 建築工事 新庁舎竣工

新庁舎竣工

100.0%

説

明 ―
実績

Ｒ５ Ｒ６

説

明 新庁舎建設への過程の進捗状況

【施策の進捗状況】 【これまでの成果を踏まえた課題】

目指す姿に対する
施策の成果

（※ビジョン後期実行計画期間を

通じた成果）

新庁舎建設については、令和２年度の新庁舎建設工事設計施工事業者選定及び契約の締結、令和３年度の新庁舎建設用地取得以降、予定通りに設計・工事を進
め、別途発注の工事や家具什器・備品の調達と並行しながら、令和６年９月に新庁舎の竣工引き渡し、令和７年１月に移転開庁を迎えた。事業期間中は、新庁
舎建設事業を周知し、関心を高めていただくため、事業者と連携して、市等が主催するイベントに参加するとともに、自主企画イベントを開催した。
あわせて、文書量・物品量の適正化や、窓口サービスの在り方など、新庁舎の執務スペースの有効利用や市民サービスの向上に向けた検討を進め、各中心事業
とも予定通りの成果を得られた。
現庁舎の利活用に関しても、基本設計を完了し、次年度以降の事業者選定に向けた準備を整えた。

施策及び中心事業における次年
度以降に改善が必要な事項

・市民サービスの向上及び職員の業務効率化を更に促進するため、システム機器の改善やワンストップサービスの対象手続の拡充等について検討を進め
ていく必要がある。
・令和10年度中の複合公共施設開始に向け、選定された民間事業者との連携を図り、施設整備の進捗管理を徹底する必要がある。
・複合公共施設に係る例規の整理等、供用開始に向けた運用面での準備を適正かつ遅滞なく進める必要がある。

【中心事業の進捗状況】 【今後の方向性】

達成率

②

指

標

名
―

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

目標

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

取組（改善）方針（一次方針）
（※ビジョン後期実行計画期間を通じた成果や課題を

踏まえた取組の方針)

・番号発券システムや申請支援システム等のデジタル技術を活用した運用を定着させ、市民にとってより利用しやすいワンストップ窓口に
向けて、関係課と適宜情報共有を図り、一体となって進めていく。
・現庁舎用地利活用事業においては、まず適切なプロセスに通じた事業者選定に努めること、そして事業者選定後はスケジュールに沿った
施設整備を進めることで、複合公共施設及び民間活用事業との一体的な利活用による恋ヶ窪駅周辺地域のにぎわいの維持・向上を目指す。

国分寺市新庁舎建設事業

目標 基本設計完了 工事着工 建築工事

中心事業　①
数

値

目

標

指

標

名
国分寺市新庁舎建設工事の進捗状況

年度 Ｒ３

100.0% 100.0% 100.0%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

新庁舎建設工事については、令和３年度から設計を進め、令和４年11月に実施設計を完了し、12月に工事に着手した。令和６年度は、継続して工事を進
め、予定通り令和６年９月末に竣工した。付帯設備工事や家具備品調達についても並行して業務を実施し、令和７年１月に移転開庁を迎えた。
事業の実施に当たっては、令和３年度から引き続きコンストラクション・マネジメント方式を採用し、コスト管理や品質確保に努めた。

取組方針①：

市民と職員の双方が使い
やすい庁舎の建設

13,183.3ｆｍ 8,564.94ｆｍ 8,564.94ｆｍ 4911.54ｆｍ

達成率

新庁舎竣工

説

明
―

実績 基本設計完了 工事着工 建築工事 新庁舎竣工

達成率 100.0%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

個人で所有する文書を極力排し、必要な文書は電子で保管する、あるいは紙媒体での保管は原則課単位での共有文書のみとし、課で共有されている文書
を、重複して個人で保管することが無いようにする等のルール作りを行い文書を削減した。

取組方針②：

庁舎移転に伴う文書量・
物品量の適正化

物価高騰などの社会環境が目まぐるしく変化する中においても、建築工事を確実に進めるとともに什器の調達等、開庁に向けた準備を滞り
なく行い、無事に令和７年１月に供用開始を迎えたことについては評価できる。今後は、防災拠点及び市民サービスの拠点として、市民に
長きにわたって愛着や親しみを持たれるよう、適切に庁舎を維持・管理するとともに、移転を契機に開始したワンストップサービスをはじ
めとした市民サービスの更なる向上を目指して取り組んでいただきたい。また、旧庁舎用地の利活用に当たっては、公共施設マネジメント
の視点から幅広い市民や事業者等の意見を丁寧に聴取し、新たな価値を創出できるよう進められたい。

中心事業　②
数

値

目

標

指

標

名
庁舎における文書量・物品量

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

庁舎移転に伴う文書量・
物品量適正化事業

目標 13,183.3ｆｍ 9,887.5ｆｍ 9,887.5ｆｍ 6,526.6ｆｍ

説

明

保存文書や、執務室内の文書、職員個人が所有する文書、倉庫内の物品等の総
量

実績

総合ビジョン等推進本部からの
意見

ワンストップサービス導
入事業

目標 調査・検討
導入内容

（手続）決定

行政改革推進委員会からの意見

中心事業　③

数

値

目

標

指

標

名
新庁舎におけるワンストップサービス導入に向けた検討状況

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

100.0% 115.4% 115.4% 132.9%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

ワンストップサービスの対象手続及び業務フローの精査、市ホームページの検索性を高めるチャットボットシステムや書かない窓口の実現に向けた申請
支援システム等のデジタル技術活用等について関係課と遅滞なく検討を進めた。業務フロー等の確立後は、窓口職員による演習を行う等の準備を進め、
新庁舎の開庁日に運用を開始した。

業務フロー検討
業務フロー、

システム構築

説

明
―

実績 実施済み 決定 実施済み 構築済み

達成率

民間活用事業者募集

準備
新公共施設設計

中心事業　④

数

値

目

標

指

標

名
現庁舎用地利活用事業の進捗状況

年度

基本設計及び事業者

公募資料作成完了

達成率 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

説

明 ―
実績

方向性とりまとめ実

施
基本計画策定

民間活用事業者募集

準備

69 70

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

「国分寺市現庁舎用地利活用基本方針」（令和２年度策定）に基づき、様々なかたちで市民参加も繰り返しながら、現庁舎用地利活用のコンセプトや複
合公共施設の多機能化などに関しての議論の整理・検討を進め、令和４年度には「国分寺市現庁舎用地利活用基本計画」を策定した。
これを踏まえ、令和５年度からは複合公共施設の基本設計を開始し、市民の意見を聴取した上で、令和６年度には完了した。これと並行して、業務支援
を受けて利活用事業事業者の公募資料を作成し、適切な事業者選定に向けた準備を整えた。

取組方針④： 【次年度予算に対する方針】

庁舎移転後の現庁舎用地
の利活用

【市民アンケートの結果/市民ニーズ】

・新庁舎建設事業については、市民説明会等において、施設計画に関する意見に加え、環境への配慮、新庁舎への交通アクセス、市民利用スペースの在り方、防災対応、予約図書受渡
し等に関する市民サービスについての意見が出ている。
・現庁舎用地利活用については、複合公共施設基本設計に係る市民ワークショップにおいて、各フロア及びオープンスペースの方向性をはじめ、施設への立ち寄りやすさや諸室及びフ
リースペースの多目的使用等に関する意見が出ている。また、民間活用事業に対しては日常生活の充実につながる商業・サービス機能を期待する意見が出ている。

次年度への反映（最終方針）

【次年度施策実施方針】

取組方針③：

窓口サービスの向上及び
業務の効率化

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

現庁舎用地利活用事業

目標
複合化の方向性とり

まとめ
基本計画策定



●● ●

国分寺市ビジョン後期実行計画　施策マネジメントシート 該当するＳＤＧｓ

3.37点

達成率 94.3% 95.2% 94.7%

施策名 36 職員育成
主担当課 職員課

担当課

ま

ち

づ

く

り

の

指

標

①

指

標

名
人事考課最終評価平均点

年度 Ｒ３ Ｒ４

実績 3.32点 3.37点

目指す姿 職員が公共経営に必要な知識・能力・意欲の向上を図り、市民サービスの質の向上に反映されています。

施策及び中心事業における今年
度中に改善が必要な事項

・人事考課制度は、人事管理のみならず人材育成の観点からも重要な取組であり、職員が正しく制度を理解するためにも、継続して評価者研
修を実施し、意識啓発を行っていくことが必要である。
・良好な職場環境の整備に当たり、ハラスメント防止研修及びメンタルヘルス研修を継続的に実施し、意識啓発を行っていくことが必要であ
る。
・新庁舎への移転により、新たな視点による業務改革や職場環境の整備を行うために必要な知識の習得や意識の啓発を行っていくことが求め
られている。

目標 3.52点 3.54点 3.56点 3.58点

3.43点

95.8%

32.0%

説

明 市民アンケートの数値（「満足」、「やや満足」と回答した割合）
実績 32.6% 30.0% 35.7%

Ｒ５ Ｒ６

説

明 人事考課を実施している全職員の最終評価平均点

【施策の進捗状況】 【これまでの成果を踏まえた課題】

目指す姿に対する
施策の成果

（※ビジョン後期実行計画期間を

通じた成果）

ビジョン後期実行計画期間の４年間を通じて各種研修の着実な実施や人事考課研修等の定期的な実施により、職員が習得するべき基礎的能力と各部署の専門
的知識や技術の習得などについて、職員の能力向上を図った。これにより、まちづくりの指標として掲げる「人事考課最終評価平均点」は上昇傾向となり、
さらに、市民アンケートにおける「市職員の対応に対する満足度」についても高い達成水準を維持することができたことで、施策の目指す姿を着実に進展さ
せることができた。

施策及び中心事業における次年
度以降に改善が必要な事項

同上

【中心事業の進捗状況】 【今後の方向性】

34.0%

達成率 106.9% 96.8% 113.3% 106.3%

②

指

標

名
市職員の対応に対する満足度

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

目標 30.5% 31.0% 31.5%

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

取組（改善）方針（一次方針）
（※ビジョン後期実行計画期間を通じた成果や課題を

踏まえた取組の方針)

今後、更に多様化・複雑化する行政需要に対応するため、ＤＸの推進を含めた、新庁舎での新しい働き方や業務改善について自ら率先して
考え行動できる職員の育成が求められている。職員のエンゲージメント向上等により、国分寺市で働くことに愛着やプライドが持てる職員の
育成を行っていく。
　また、カスタマーハラスメント対策を含めた働きやすい職場環境整備に向けた意識啓発についても、引き続き取り組んで行く。

庁内研修の充実

目標 100.0% 100.0% 100.0%

中心事業　①

数

値

目

標

指

標

名
一般・主任職研修（１年次から５年次）の受講成果

年度 Ｒ３

100.0% 98.2% 93.4%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

一般・主任職の年次研修について、遺漏なく実施することにより計画的な職員育成を進めた。高い目標数値には届かなかったものの、研修受講による
職員の行動に好ましい変化があったと回答する所属長は軒並み90％を上回っており、高い水準であった。今後も継続的な研修受講により、職員の資質
及び能力の向上を図るべく、人材育成を推進することが必要である。

取組方針①：

職員の資質及び能力の向
上

80.6% 84.7% 73.3% 64.4%

達成率

100.0%

説

明

一般・主任職研修（１年次から５年次まで）の研修受講成果報告書において、
所属長が、研修受講後の所属職員の行動について好ましい変化があったと評価
した割合

実績 94.1% 100.0% 98.2% 93.4%

達成率 94.1%

関連する取組方針
後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

人事考課制度の適切な運用のため、人事考課評価者及び被考課者の研修を毎年実施し、制度の正しい理解や運用を通じて、人材育成の推進を図った。
人事考課についてはまちづくりの指標にもあるとおり、最終評価の平均点は上昇傾向を維持しており、職員の育成に寄与している。今後も継続して、
人事考課制度の正しい理解のもと人材育成を推進していくことが必要である。

取組方針②：

チャレンジと成果が評価
につながる制度の運用

人口減少社会をはじめとする社会構造の変化の中で、複雑化・多様化する行政課題に柔軟に対応できる職員を育成していくことが求められる
ことから、人材育成においては、デジタル技術の活用や時流に合ったスキルの取得や専門的な知識を深化させるなど、総合的な視点を持って
取り組まれたい。また、地方自治の担い手不足といった課題に対応するため、引き続き、働き方改善やハラスメント予防、メンタルヘルスケ
ア等を進め、魅力的な職場となる環境整備に努めることで、職員の定着率の向上を図り、将来の市政運営を担う人材の育成につなげていただ
きたい。

中心事業　②
数

値

目

標

指

標

名
人事考課評価者研修の受講率

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

人事考課制度の適正な運
用

目標 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

説

明 管理職等の人事考課評価者研修の受講率
実績

総合ビジョン等推進本部からの
意見

ジョブローテーションの
適正な運用

目標 100％

（Ｈ24採用職員）

100％

（Ｈ25採用職員）

行政改革推進委員会からの意見

中心事業　③

数

値

目

標

指

標

名
新規採用職員（一般事務対象）のジョブローテーションの実施

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

66.7% 76.5% 88.9% 63.2%

80.6% 84.7% 73.3% 64.4%

関連する取組方針 後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

長期育休取得者等を除いては、概ね10年間で三箇所の職場を経験しており、多様な行政課題に対応する職員を育成するため、ジョブローテーションの
実施により、様々な知識の習得や能力向上を図ることができた。

100％

（Ｈ26採用職員）

100％

（Ｈ27採用職員）

説

明

採用後10年を経過した正規職員（一般事務）のうち、三つの職場等を経験して
いる職員の割合

実績 66.7% 76.5% 88.9% 63.2%

達成率

174人 174人

中心事業　④
数

値

目

標

指

標

名
ハラスメント防止研修及びメンタルヘルス研修の受講者数

年度

143人

達成率 91.4% 90.2% 78.2% 82.2%

説

明

庁内で実施するハラスメント防止研修（管理職向け及び全職員向け）及びメン
タルヘルス研修（ラインケア及びセルフケア）の受講者数

実績 159人 157人 136人

71 72

関連する取組方針
後

期

実

行

計

画

を

通

じ

た

中

心

事

業

の

成

果

職員が安心して働ける職場環境を整備するため、ハラスメント防止研修及びメンタルヘルス研修を継続的に実施し、職員の意識啓発を図った。令和６
年度メンタルヘルス研修においては、今後の課題となる「カスタマーハラスメントへの対応」も盛り込んだ内容で研修を実施した。引き続き、働きや
すい職場環境づくりを行うため、継続した研修実施等による職員の意識啓発を行っていくことが必要である。

取組方針④： 【次年度予算に対する方針】

良好な職場環境を整備す
るための意識の醸成

【市民アンケートの結果/市民ニーズ】

　「市職員の対応」の取組について、「満足」の回答は34.0％となっており、前回調査（35.7％）から大きな変化はみられない。また、年代別でみると、10・20歳代で56.6％となって
おり、他の年代に比べて高くなっている。

次年度への反映（最終方針）

【次年度施策実施方針】

取組方針③：

多様化する行政課題に対
応できる知識や能力を持
つ職員の育成

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

働きやすい職場環境づく
りのための啓発

目標 174人 174人



　令和７年度　国分寺市行政改革推進委員会　事前質問票

施策 項目 御質問・御意見 内容 回答

施策１　妊娠・出産・乳幼児支
援

【施策の進捗状況】 御質問

実績（達成率ではなく）の数字が１００％以上とはどういう意味ですか？リピーター
（複数回の面接）という意味ですか？もしそうなら、リピート者の数字も欲しいです
ね。施策としては1回限りが望ましいのか、それともリピートして欲しいのか？どちら
でしょうか。

この指標は、分母を当該年度に受理した妊娠届出数、分子を当該年度に実施したゆりかご・こく
ぶんじ面接数としています。面接数には、前年度に妊娠届出を提出された方で翌年度に面接を実
施した方や妊娠届出を他自治体で提出後に転入された方も含まれるため、100％を超えていま
す。ゆりかご・こくぶんじ面接はリピート回数は含んでおらず、１回の妊娠中に１回のみ実施し
た回数を集計しています。その後継続支援が必要な場合は、地区活動において担当保健師が支援
を開始しております。

施策１　妊娠・出産・乳幼児支
援

【今後の方向性】 御意見
国分寺市での出生数は年間900人から1,000人前後で推移しています。出生数を向上させ
るための根本的な原因の追究と、「切れ目のない支援」が本当に出生数を増加させる手
段になるのかを検討する時期になっているのではないかと考えます。

委員からの御意見として、御協議お願いします。

施策１　妊娠・出産・乳幼児支
援

【これまでの成果を踏まえ
た課題】

御質問
産後ケア事業の利用者数だが、潜在的な需要は大きいのではないかと思っている。実際
の利用者数だけでなく、需要の把握はできないのか。

産後ケア事業の利用手続は、事前に申請後、登録という手続があります。登録された方がどの程
度利用しているか把握しており、登録された方が利用していない場合、電話で確認をしておりま
す。利用を希望する方が利用できているか事業者に確認もしております。また、本事業をゆりか
ご・こくぶんじ面接や産婦・新生児訪問で全員へ紹介するとともに、気軽に申し込みができるよ
う、事前面接をWEB予約にする、申請を電子申請にするなどの工夫をしております。現在、年々
登録者及び利用者共に増加しており、需要に合わせ、事業も拡大しているところです。

施策２　子育て環境整備
【これまでの成果を踏まえ
た課題】

御意見
中心事業②の研修は、ターゲットごとにニーズを把握し、きめ細かなカリキュラムを望
んではいないか？受講に関する事前のアンケートなどを取って参考にすべきではない
か。

例年実施している保育園現場からのアンケートについて、より現場のニーズを把握できるよう内
容の工夫に努めるとともに、社会情勢の中で保育施設に求められている専門的なテーマの研修、
学びの方法を検討していき、今後の研修のカリキュラムを策定していく予定です。

施策２　子育て環境整備 【今後の方向性】 御意見
社会構造の変化を鑑み　→　社会構造の変化「に」鑑み
「障害児」という言い方で良いでしょうか？大学では「障がい」「しょうがい」と言っ
ています。

御指摘ありがとうございます。「社会構造の変化に鑑み」に修正いたします。
後段につきましては、児童福祉法や子ども・子育て支援法などの国の法令に合わせて「障害児」
と表記しています。

施策２　子育て環境整備 【中心事業の進捗状況】 御質問
学童保育所について、公立は学校施設に増改築等に併せ改善が図られているが、民設民
営については、公募したが応募がなかったとのこと。その原因理由はどんな事情なので
しょうか？

民設民営学童保育所の開所に必要な条件（二方向避難経路の確保等）を満たすテナントを事業者
が見つけれらなかったことが要因と考えております。

施策２　子育て環境整備 【今後の方向性】 御意見

学童保育所は、既に記されているように、共働き世帯の増加等により「非常に重要度と
関心度の高い」ものです。夏季休業中など、学校ではなく学童に通う形で、長時間の過
ごし方の影響は大。「保育人材の確保」とともに「質の高い保育環境の提供」が大切で
あり、その意味で、民設民営の事業者がより積極的にサービス展開できる環境整備が必
要。その具体策に踏み込んでもらいたい。

委員からの御意見として、御協議お願いします。
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施策 項目 御質問・御意見 内容 回答

施策３　子育て支援サービス 【今後の方向性】 御意見
子育て世代の流入促進を目標に掲げるとすれば、利用者の満足感と利用実績との乖離を
どう埋めるべきか、原因を探って欲しい。

市民アンケートの結果から、「普通」と回答している市民が６割でした。よって、「普通」から
「やや満足」以上に感じていただくためにも、多様化する子育て世帯のニーズの把握に努めなが
ら、更なるサービスの向上に向けた取組を推進していきます。

施策３　子育て支援サービス 【今後の方向性】 御質問
今後、「放課後の子供の居場所」を確保していく上で、「放課後子ども教室」と「学童
保育所」の取組みをどのように進められますか？

【学童保育所】
放課後の子どもの居場所の確保については、学童保育所の新規開所や民設民営学童保育所におい
て試行的に小学校４年生の受け入れを行うなどしております。また児童館において、自宅に帰ら
ずにランドセルを背負ったまま児童館に入館できる「ランドセル来館」の事業を年々拡大させて
いくなどの対応を行ってきました。今後も放課後の子どもの居場所を確保、拡大していく方法に
ついて検討を進めてまいります。

【放課後子ども教室】
現在、社会教育課で実施している各校実施委員会への運営補助を継続するとともに、今後も放課
後子ども教室の持続可能な運営を図るため、その運営方法の見直しも検討してまいります。

施策４　子ども・若者支援 【今後の方向性】 御意見
「子どもに関する総合相談の新規受理件数」の実績が下がってきており、
目標達成率も下がっているにも関わらず、そのことについて行政改革委員会のコメント
でスルーされているのは違和感があります。

委員からの御意見として、御協議お願いします。

施策４　子ども・若者支援 【中心事業の進捗状況】 御意見
中心事業④若者支援事業の認知度を低い水準にしている事の意味と潜在的必要性とは乖
離していないのか精査が必要である。問題は認知度なのか、それとも使い勝手やター
ゲット層のニーズとの乖離が大きいのかこれも精査して欲しい。

認知度の目標値は、事前調査の実績に基づき設定しております。認知度向上に向けた取組として
は、教育委員会と連携し、市立中学校の校内放送を活用した広報を開始いたしました。また、使
い勝手やターゲット層のニーズとの乖離についても、高校生等の意見を聴収しながらニーズに
沿った事業展開を図るなど、引き続き、工夫してまいります。

施策４　子ども・若者支援 【今後の方向性】 御質問
4行目の「原因、課題の分析と必要な改善策」というのは「中心事業④『若者支援に関
する新規相談件数」が目標に達していないことに関わる記述と理解してよいか？「必要
な改善策」としては具体的にどのようなことをお考えか？

前段の御質問については、お見込みのとおり中心事業④の目標未達に関して記述しております。
また、後段については、市単独での支援に限定せず、様々な関係機関により構築された「若者支
援地域ネットワーク会議」の活用等をしながら、地域全体での若者支援の推進を図ります。

施策４　子ども・若者支援 【今後の方向性】 御意見

対象となる若者、またはその周囲の人とどのようにしてつながることができるのか、イ
メージできなかった。具体的にどのような支援ができるのか、今まで支援を受けたこと
のない人からは、想像しづらく、支援されるべきことを認識できないこともあるのでは
ないか。

インターネットを活用した情報発信や「若者支援地域ネットワーク会議」での情報共有により、
対象者や周囲の関係者とつながることに努めてきました。今後も引き続き、支援が必要な方へ情
報が行き届くよう取り組んでいきます。
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施策 項目 御質問・御意見 内容 回答

施策５　文化芸術 【中心事業の進捗状況】 御意見 市民文化祭参加者数が大幅に増加しているのは評価できると思いました。 委員からの御意見として、御協議お願いします。

施策５　文化芸術 【今後の方向性】 御意見

「自らが主体となって文化芸術活動をしている市民の割合」が２割程度のため向上させ
る必要があると書かれていますが、文面だけ見ると行政が市民の文化芸術活動を促すの
に違和感を覚えます。「伝統的な文化芸術を継承し発展させる担い手を増やすために」
といった趣旨の文言があればよいのではないでしょうか。

委員からの御意見として、御協議お願いします。

施策５　文化芸術 【今後の方向性】 御意見
ストリートピアノのように気軽に参加できる形のイベントがあると、きっかけが得られ
やすい。市報でお知らせを読むが、申し込むというのは、ハードルが高く感じている。

委員からの御意見として、御協議お願いします。

施策６　学校教育
【これまでの成果を踏まえ
た課題】

御質問
全国的に教員の人手不足が深刻な問題となっていますが、国分寺市さんではそのような
課題は起こっているのでしょうか？もし起こっているのであれば、シートに書くべき重
要な課題だと思いました。

市立小・中学校において、正規教員の欠員は発生しておりません。

施策６　学校教育 【今後の方向性】 御意見
ICT教育はその基礎を十分に教育しなければ上っ面だけの成果しか得られない。算数
（初等数学も含め）と国語の授業をもっと重点的に行って、解釈力と思考力を鍛えて欲
しい。世の中AIブームだが、使ってみてまだまだの感が強い。

委員からの御意見として、御協議お願いします。

施策７　教育環境整備 【中心事業の進捗状況】 御質問
学校施設の改修においては環境（脱炭素など）に配慮したもの（脱炭素宣言に連動した
もの）になっているのでしょうか？

国分寺市役所ゼロカーボン行動計画に基づき、温室効果ガスの排出削減等の取組として、省エネ
設備の設置（照明器具のLED、自己発電・節水型の小便器、全熱交換型の換気設備、高効率空調
設備等）や工事における環境対策型建設機械の使用等を行い、学校施設の改修においても環境
（脱炭素）に配慮し、進めています。

施策７　教育環境整備 【今後の方向性】 御意見
残菜率が少しですが上がっているのはなぜでしょうか。物価が高騰している状況ですの
で、残菜率を下げていくことを明記するのはいかがでしょうか。

前段の残菜率増加要因については、夏の猛暑による食欲低下やインフルエンザ等感染症流行によ
り欠席者数が増加したこと推測されています。
後段の内容については委員からの御意見として、御協議お願いします。
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施策 項目 御質問・御意見 内容 回答

施策８　社会教育 【今後の方向性】 御意見
ユビキタス（何時での何処でも誰でも）時代なのだから、電子書籍の充実を図って欲し
い。また蔵書数の充実で図書館がコミュニティの核（談話室や喫茶店の併設など）に
なって欲しい。

・電子書籍の購入を行った蔵書数は令和６年度末で購入所蔵累計点数が1,193点となります。引
き続き利用者に活用いただける電子書籍の選書を行うとともに、市立小・中学校の児童・生徒が
同時に閲覧できる電子書籍の拡充を図りたいと考えます。

・施設の状況から談話室、喫茶店の併設は困難ではありますが、本多図書館では例年公民館祭に
おいてリサイクル市を開催しています。コロナ禍以前にはリサイクル市の会場の一角にブックカ
フェを設置し、自身のお勧め本を持ち寄って紹介し合う取組を行い、利用者同士のコミュニティ
作りに寄与しました。

施策８　社会教育 【今後の方向性】 御意見
多様な学習機会の充実では、事業参加者数が目標と大きく乖離しています。周知を徹底
するように指摘しておくのが良いのではないでしょうか。

委員からの御意見として、御協議お願いします。

施策８　社会教育
【これまでの成果を踏まえ
た課題】

御質問 ひかりプラザでは、館内wifiは検討しないのか。
ひかりプラザ館内については、現状としては、１階、２階ロビーについては、公衆無線ＬＡＮ
サービス（Wi-Fi）を利用できますが、その他会議室等、一般利用できる部屋については、Wi-Fi
ルーターの貸出により対応しております。

施策９　歴史 【中心事業の進捗状況】 御質問 公開展示の開催数が目標値より低調な理由はなんだったのか。
令和４年度は史跡指定100周年記念イベントが行われていたため、展示回数が多くなりました。
また、令和５年度と比べて令和６年度は他課との連携による展示が少なかったことが理由の一つ
として挙げられます。

施策10　人権・男女平等・平和 【今後の方向性】 御意見

「しかし、本施策の奥行きの深さから、目標値に達することが困難なことは一定理解す
るものの、改善に向けた更なる対策を講じる必要がある。」
→「奥行きの深さから」という表現がどういう意味なのか、よく分かりませんでした。
目標達成が困難なことはなぜ一定程度理解できるかもわかりませんでした。「パート
ナーシップ制度の認知度」が下がっているのは他の施策などの認知度が上がっているこ
とを踏まえると、広報の仕方に課題があると考えるのが自然だと思います。

本施策の「人権」「男女平等」「平和」については、個人の思想、宗教、価値観、経験等の様々
な主観により意見が異なることに加え、国内外の社会情勢や時代の変遷に合わせて変化していく
ものと考えております。そのような壮大なテーマについて「奥行きの深さ」と表現をさせていた
だきました。
また、「目標値に達することが困難なことは一定理解するものの」の表現につきましては、上述
の点を踏まえ、施策の各取組の総論として記載しております。一方で、制度の認知度をとって見
れば認知度に対する広報の手法に課題があることについては委員のご指摘のとおりでございます
ので、委員会にて御協議をいただき、委員会からの意見案の文言については適正な表現に修正を
したいと考えております。

施策10　人権・男女平等・平和 【中心事業の進捗状況】 御質問

ジェンダー平等を国分寺市ではどのように捉えていますか？具体的にどのような問題点
が国分寺市特有で存在しますか？それと関連させて、市としてどのような、家庭・学
校・職場への働きかけの内容、ニーズの接種方法、解決のための策を検討・実践してい
ますか？

少子高齢化、人口減少社会においては、これまで以上に、性別にかかわりなくだれもが、能力を
発揮でき、多様な生き方が選択できるジェンダー平等の社会を目指す必要があると捉えている。
本市においては、令和５年度に実施した男女平等に関する市民意識調査において、男性中心の労
働環境の意識がいまだ強く、家庭内の家事等も女性が担う割合が高いことや、30歳以降の女性の
年代別労働力が、東京都や全国よりも割合が低いといった結果となっており、特に意識の改革
や、働きたい女性の就労支援が必要と考えています。
また、前出の市民意識調査、当課で実施している女性の悩みごと相談等の内容、主催講座のアン
ケート等によりニーズを把握し、第３次国分寺市男女平等推進行動計画に基づき、市報・ＳＮ
Ｓ・ホームページによる情報発信や講座の開催等により、アンコンシャス・バイアスの解消、男
女共同参画の推進、多様な性の理解促進などを含めてジェンダー平等に取り組んでおります。

施策10　人権・男女平等・平和 【今後の方向性】 御意見

パートナーシップ制度の認知度や男女平等推進センターの認知度は低迷していますが、
住民の方々のニーズと乖離しているのが原因なのではないかと思えます。認知度を上げ
ることを目指すのではなく、必要とする人に制度があることを伝えられる仕組みを整備
していく方向性なのかと思えます。

委員からの御意見として、御協議お願いします。
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施策 項目 御質問・御意見 内容 回答

施策11　国分寺の魅力 【今後の方向性】 御意見

国分寺市が住民にとって住みやすい街なのだと改めて思います。施策１１の枠組み自体
について、住民向けの魅力発信と観光客向けの魅力発信が混在しているので、将来的に
分けたほうが良いのではないかと思いました。

委員からの御意見として、御協議お願いします。

施策11　国分寺の魅力 【中心事業の進捗状況】 御質問
プロモーション動画の主なターゲットは市民ですか、それとも外部の方ですか？もし市
民（多世代、性別を幅広くとって）ならその属性の把握方法と彼らの評価の収集方法、
並びにアクティブユーザーをどのように把握しているのですか？

プロモーション動画のターゲットは全国の方としており、市民に限ってはおりません。

施策11　国分寺の魅力 【今後の方向性】 御意見

国分寺の魅力を高める上で、歴史や自然、日本の宇宙開発発祥の地や新幹線の技術開発
の地などの取組みは大切だが、「地域の活性化や定住促進、市民の幸福度を向上」との
視点からは、施策２や施策３に示されている「子育てのしやすさ」の取組みは大いにア
ピールでき、「定住促進」に寄与するのではないか。

委員からの御意見として、御協議お願いします。

施策12　地域づくり 【中心事業の進捗状況】 御質問
地域福祉推進協議会（役割、有償・無償いずれか？など）の明確化とボランティア活動
推進事業との関連性を教えてください。

地域福祉推進協議会（以下「協議会」といいます。）は、国分寺市における地域福祉を推進する
ため、国分寺市地域福祉計画に基づき設置しています。公募による市民及び市内で活動する団体
の推薦を受けた者をもって組織し、地域福祉についての情報共有や意見交換、自主的な活動の推
進に関することの共有が行われています。なお、委員は無償となります。一方、ボランティア活
動推進事業は、ボランティア活動センターの開設や運営委員会の設置など社会福祉協議会が市内
のボランティア活動を活性化するために実施するものです。そのうち、「ひとり暮らし高齢者等
地域交流会」に対して市は運営費の補助金を助成しています。協議会では、ボランティア活動セ
ンターの職員を委員として委嘱しており、情報共有がされています。

施策12　地域づくり 【今後の方向性】 御意見
地域力の核となる自治会・町内会への加入を抜本的に促進させていくような指摘が必要
だと考えます。

委員からの御意見として、御協議お願いします。

施策12　地域づくり 【中心事業の進捗状況】 御意見
地域福祉協議会の委員数の実績推移が、ほぼ変わらないようだが、増加のための改善策
のようなものはあるのか。それとも、市ができることは支援なので、増加に寄与するよ
うなことはできないのか。

委員の任期は１年としており、毎年、委員募集を行っています。募集の際には、事務局から前年
の委員に対しての継続意向確認や、関係機関への事業周知を行い委員数の確保に務めています。
なお、協議会は、「地域福祉の推進に係るプラットフォーム」と考えています。その特性から、
委員が協議会を通して一定の成果を得て地域活動の実践を行う段階となったら協議会を離れるこ
とも想定しています。
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施策 項目 御質問・御意見 内容 回答

施策13　多文化共生
【市民アンケートの結果/
市民ニーズ】

御意見

「多文化共生ボランティア活動に対する意欲度」
→このアンケートにそのように回答するのはやや自明なところがある。ボランティアは
実際には「タダ働き」なのだから、それの満足度を聞くのはいかがなものかと思う。ボ
ランティアが抱えている悩みや課題に自治体がどのように寄り添うかが重要ではない
か。

委員からの御意見として、御協議お願いします。

施策13　多文化共生 【中心事業の進捗状況】 御質問
市の多言語HPへのアクセス数は外国人の数からしたら十分な水準ですか？それと外国人
の相談件数との関連はありますか？世代や性別での幅広い潜在的ニーズを把握していま
すか？国分寺市として施策の主なターゲットにしている世代は？

多言語ページと機械翻訳利用件数を合わせると、多くの市民からのアクセスはありますが、それ
が十分なものであるか否かについては、判断する指標がないため、十分とは言い難いと考えま
す。また、在住外国人の方同士のコミュニティで完結しているといった事例もあり、必ずしも多
言語HPへのアクセス数が相談件数とリンクしているわけではないと分析していおります。
「世代や性別での幅広い潜在的ニーズ」については、詳細に市では把握しておりませんが、実態
として外国にルーツのある子どもが増えていますので、子育て世代を意識した施策を行っていま
す。

施策14　商工振興・創業 【今後の方向性】 御質問

「市の支援により事業承継した事業者が期間中で１件もなかったことについては、課題
を把握し、対策を講じていただきたい」ここについてですが、国分寺市では現在、後継
者不足で困っている企業がどれくらいあって、後継者不足が原因で廃業した企業がどれ
くらいあるのでしょうか？そのようなデータはありますか？もしないのであれば、それ
を調べることをまずはすべきではないでしょうか。

市で、後継者不足で困っている企業、後継者不足が原因で廃業した企業の数を把握しているデー
タは保有していませんが、今後、市商工会等と連携し効果的な情報収集方法について研究してい
きます。

施策14　商工振興・創業 【今後の方向性】 御意見
商店街の活性化につきましては、事業承継よりも、香川県丸亀町商店街のように、まち
づくり会社をつくり、定期借地権を設定した上で、スクラップ＆ビルト型での再開発も
視野に入れたほうが良いのかと思いました。

委員からの御意見として、御協議お願いします。
紹介いただいた事例については、担当課に共有いたします。

施策14　商工振興・創業 【今後の方向性】 御意見
取組方針に記されている「商工会と実施する空き家・空き店舗を活用したまちとつなが
る創業支援事業」は、これまでにない新たな個性や魅力を持った事業者が参入する上で
効果的。「創業のしやすい環境整備」と意見に具体的に記述を加えたらどうか。

委員からの御意見として、御協議お願いします。

施策14　商工振興・創業 【施策の進捗状況】 御質問 商店会の会員数が減少している理由は何だったのか。承継の問題なのか。
インターネット通販、大型店との競争による商店会への来会者減少や後継者不足などにより商店
会の会員数が減少していると考えます。また、商店会の新規会員獲得が難航していることも原因
の一つと考えています。

施策15　農業振興 【中心事業の進捗状況】 御質問
農福連携事業などのニーズはないのでしょうか？国分寺市には福祉関連施設でそのよう
なニーズはないのでしょうか？

　農福連携事業に対する要望については、特段、担当課に出てはいませんが、個別に市内農業者
が生産した農産物を市内福祉事業者が加工し販売するなどの事例は把握しています。
　直接的な農福連携事業ではありませんが、国分寺市いきいき農園では、障害者利用ゾーンを２
区画（60㎡/区画）設置し、市内障害者団体の利用者が事業協力員のアドバイスを受けつつ野菜
等を栽培し、農に触れる機会を創出しています。
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施策 項目 御質問・御意見 内容 回答

施策16　スポーツ振興 【中心事業の進捗状況】 御意見
私のPCやアドビのソフトの問題かもしれませんが、一部が水色の文字になっています。
些末な指摘ですいません。

御指摘の点について、修正いたします。

施策16　スポーツ振興 【今後の方向性】 御意見
スポーツイベント事業については、参加者が減少しているので、増加するように周知を
徹底させていくような指摘があっても良いのかと思います。

委員からの御意見として、御協議お願いします。

施策16　スポーツ振興 【今後の方向性】 御質問
東京2025デフリンピックに国分寺市として具体的にどのように対応されるのでしょう
か？

６月開催の市主催事業で卓球デフリンピック出場候補者の亀澤選手を講師として、聴覚障害疑似
体験イベントを開催して合わせてデフリンピック啓発を行いました。また、東京都と連携しなが
らチラシ配布や大会バッジ配布等により大会PRを行っていくとともに、11月30日の国分寺史跡駅
伝にデフリンピック関連ブースを設置し、参加者にデフリンピック実施後のレガシーPRを行うこ
とも予定しております。

施策17　高齢者福祉 【今後の方向性】 御意見
地域での支援体制としては、自治会・町内会との連携が相応しいのではないかと思いま
す。加入率の向上という課題がありますが、自治会・町内会も視野に入れた支援体制に
ついても指摘しておいた方が良いのではないでしょうか。

委員からの御意見として、御協議お願いします。

施策19　生活福祉 【今後の方向性】 御質問
「プッシュ型での事業推進や支援体制の周知が必要である」
→これは具体的に何かやっていますか？

生活困窮者へのプッシュ型での情報発信については、センシティブな問題から個人を特定しての
情報発信は難しい状況ですが、学習支援事業の対象と思われる家庭に対しては、学務課・子ども
子育て支援課と連携し、就学援助費・就学奨励費認定結果通知書や児童扶養手当現況届の通知に
事業案内を同封して周知しています。ひとり親家庭に対しては施策マネジメントシートに記載し
ているとおり、児童扶養手当現況届の通知に事業案内を同封して周知しているほか、市民生活部
との連携により、離婚を検討している方に対し、ひとり親の相談窓口の案内チラシを配布してい
ます。

施策19　生活福祉 【中心事業の進捗状況】 御意見
生活困窮者自立相談支援事業での新規相談件数が年々減少しているが、コロナの影響が
大きかったことは、想像できるが、物価高騰を考えると、本当に大丈夫なのか、心配に
なってくる。

委員からの御意見として、御協議お願いします。

施策21　自然環境・生活環境 【今後の方向性】 御意見

「ゼロカーボンシティの実現に向けて各取組を推し進めていただきたい」
ここについて以前も指摘したのですが、そもそもまちづくりに「脱炭素」の指標は入っ
ていないし、中心事業でも「ゼロカーボンシティ実現に向けた取り組み」は具体的に
入っていないと思います。シンポジウムの満足度が上がっても二酸化炭素の排出量は減
らないと思います。なので、ここの記述自体に問題があると思います。そもそも適切な
測定と施策を打っていないことが問題だという記述を行うべきだとおもいます（他の計
画で取り組まれているのであれば、そのように書いた方が良いかと思います）

「国分寺市ビジョン後期実行計画」は、令和４年２月のゼロカーボンシティ表明の前の令和元年
度に策定しております。そのため、策定当時に定めた指標や中心事業等に地球温暖化防止やゼロ
カーボンシティに関する視点は反映されておりません。しかしながら、本施策の目指す姿に示す
「環境に配慮した良好なまちづくり」の実現として、まちづくりの指標や中心事業の設定以外の
事業の中で、ゼロカーボンシティ実現に向けた取組を進めております。このことを踏まえ、施策
21における取組方針②の「地球環境への配慮」への関連として、指標設定は無いものの、施策マ
ネジメントシート内において右上課題記載欄や右側中段の一次取組方針において、取組の状況の
一部を記載させていただいております。なお、令和７年度から始動した「第２次国分寺市総合ビ
ジョン」では、脱炭素を環境保全から切り離し、単独の施策に引き上げ、ゼロカーボンシティの
実現に向け取り組んでいくことといたしました。

一方、市ではゼロカーボンシティの実現への取組の方向性を示すため、市域の温室効果ガス排出
量削減を目標に掲げた「国分寺市ゼロカーボン行動計画～オール国分寺で取り組む脱炭素社会
～」を令和６年３月に策定しました。また、市の事務事業から排出される温室効果ガスの削減に
向けては、同様に令和６年３月に「国分寺市役所ゼロカーボン行動計画（第五次国分寺市地球温
暖化防止行動計画）」を策定しています。これらの計画に基づきながら、本市の脱炭素施策を推
進しております。

施策21　自然環境・生活環境 【今後の方向性】 御意見
PFOS・PFOAについては市民の関心も高いので、むかしの井戸への言及に加え、水道水は
安全であることを繰り返し情報発信し、周知徹底することが必要。

委員からの御意見として、御協議お願いします。
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施策 項目 御質問・御意見 内容 回答

施策22　ごみ・リサイクル 【今後の方向性】 御意見
昨今、清掃工場での火災が発生し、甚大な被害が生じています。恐らくはリチウムイオ
ン電池の発火によるものと考えられます。分別を誤ると多大な被害が生じかねないこと
を市民に周知するといった指摘をするのはいかがでしょうか。

委員からの御意見として、御協議お願いします。

施策23　市街地整備 【施策の進捗状況】 御質問
市街地整備への満足水準に関して、その目標水準が低い理由は何ですか。西国分寺駅周
辺の関連で教えてください。

目標水準値については、施策の目標設定の仕組みによる影響もございます。
市民アンケートを活用した指標は、国分寺市ビジョン後期実行計画の策定を行った令和２年度に
現状値を把握するための市民アンケート（評価対象：令和元年度）を実施し、その現状値を踏ま
えて、令和２年度に担当課で目標値を設定しています。したがって、本施策の市街地整備の推進
に対する満足度の現状値は20％であったため、これを基準に担当課にて目標設定したことから現
在の目標水準となっています。
このうち、西国分寺駅周辺のまちづくりにおいては、国分寺市総合ビジョンの中心事業である西
国分寺駅周辺まちづくり推進事業の中で、まちづくりニュースの作成・配布や市のまちづくりの
検討状況に対し、市民や地権者の方との意見交換会等を開催しながら、整備に対するご意見を
伺ってまいりました。駅前の機能（商業施設や広場など）や、事業までのスケジュール、生活再
建や地区全体に対する防災面への不安など、様々なご意見があることから、事業範囲や可能性の
ある事業手法、道路や駅前広場などの都市基盤や土地利用計画案のたたき台、一般的な事業スケ
ジュールなど一つ一つ段階を踏まえて説明し、丁寧に検討を進めてまいりました。
今後も整備の実現に向け、引き続き地権者の意向を的確に把握しながら検討を進めてまいりま
す。

施策26　下水道 【今後の方向性】 御意見

計画通り進捗している点は確かに評価できる。だが、昨今の八潮市の下水道陥没事故以
降、下水道設備の安全性について市民の不安が高まっているように思える。今一度、安
全性をアピールするのであれば、この計画自体がそういったリスクに対応できているの
かを検証する必要があるのではないか。

施策に挙げている下水道ストックマネジメントとは別に、八潮市の道路陥没事故を受けて令和７
年３月18日付にて国より下水道管路の全国特別重点調査を実施するよう要請を受けています。当
市においても、必要な予算措置を行い、今年度中の調査完了へ向けて、調査を実施しています。

施策26　下水道 【中心事業の進捗状況】 御質問
八潮市での下水道管の破損による道路陥没の事故を受け、下水道管の維持管理について
どのような対応を施したのかを教えてほしいです。

八潮市の道路陥没事故を受けて令和７年３月18日付にて国より下水道管路の全国特別重点調査を
実施するよう要請を受けています。当市においても、必要な予算措置を行い、今年度中の調査完
了へ向けて、調査を実施しています。
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施策 項目 御質問・御意見 内容 回答

施策27　公園 【中心事業の進捗状況】 御質問
維持管理協力団体数を単に増加させればよいのか、それは不足なのでしょうか、団体数
増加の目的は何ですか？活動の質向上の方が重要ではないか、そのために市が支援すべ
きことは何ですか？

公園サポート事業の目的は、市民団体による公園の美化活動でありますが、公園を地域の方々の
交流の場として活用も目的の一つと考え、登録団体数増加を目標に掲げています。また、御質問
のとおり、活動の質の向上も重要と考えています。現在は当課から年に１度、花の苗等を団体に
配布し、花壇等で花を育てて頂いております。今後は更に配布回数を増やすことや団体からの御
要望を伺い、公園が地域の方々に活用される支援を行っていきたいと考えています。

施策27　公園 【今後の方向性】 御質問
公園の近隣に住む人からの苦情が寄せられていますでしょうか。近隣住民の理解が得ら
れているのか気になりました。

公園整備を進めるに当たって、近隣住民からの要望や意見をいただきます。当課では公園の整備
に当たって、事前に懇談会や説明会を開催しており、その中で近隣にお住まいの方から整備内容
についての意見や公園周辺の道路等の要望がありました。公園に関する要望については、可能な
範囲で対応しています。公園に接する道路等の要望については、担当課と協議し、公園整備に併
せて対応できるものは行っています。また、当課では対応できない要望は、担当課へ共有してい
ます。

施策27　公園
【市民アンケートの結果/
市民ニーズ】

御質問 満足度の市民アンケート結果が低かった地域へのフォローアップはあるのか。

新たに公園を整備する場合は、公園が不足している地域を優先的に整備を進めております。整備
に当たっては、市民意見を踏まえ整備内容を計画し、実施しております。質問にあります市民ア
ンケートで低かった地域へのフォローアップは、実施しておりませんが、身近に公園がない環境
を改善することが、満足度の上げることにつながると考えております。

施策28　防災 【今後の方向性】 御意見
防災に向けて、事業継続計画（BCP）が策定されているのか、策定されているとすれば
庁内に周知徹底されているのか、職員も被災者になる可能性は高いのだから、それを前
提に東日本・能登の事例を踏まえ計画をアップデートしているのか

国分寺市非常時における業務継続計画（BCP)については、令和５年度から２か年にかけて見直し
を行い、令和７年３月に修正が完了しました。本計画は、庁内グループウェアを活用し職員がい
つでも計画内容を確認できるようにしております。様々な訓練等を通じて計画の内容についても
検証を行い更新を重ねていき、実効性のあるものにしていきたいと考えています。

施策28　防災 【今後の方向性】 御意見
地域防災力の向上のためにも、自治会・町内会の加入率を上げていく必要があると思い
ますので、今後の方向性の中で言及するのはいかがでしょうか。

委員からの御意見として、御協議お願いします。

施策28　防災 【中心事業の進捗状況】 御質問

危機管理対応マニュアルが策定されていない事情はどのようなものでしょうか？危機管
理基本方針の改定案を検討したが作成には至らなかったとのことですが、市民感覚から
すると、意外なことなので、その原因・理由を含めどのような事情なのか分かりやすい
説明が必要と思われます。

平成30年３月に「国分寺市危機管理基本マニュアル」を策定しました。個別事案ごとに、担当課
において既存マニュアル等で対応し、それ以外は本基本マニュアルで対応可能であるためです。
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施策 項目 御質問・御意見 内容 回答

施策29　防犯 【今後の方向性】 御意見
ものすごい細かいことですが、「　行政、市民、関係機関等が「自助」・「共助」及び
「公助」
は「・」ではなく「、」のほうが良いかと思いました。

御指摘ありがとうございます。『行政、市民、関係機関等が「自助」、「共助」及び「公助」』
に修正いたします。

施策29　防犯 【中心事業の進捗状況】 御質問
防犯カメラの設置台数が同一であることから、近年は新規の防犯カメラの設置がなされ
ていないという理解で良いでしょうか。これは設置ニーズがないということでしょう
か。

新規で設置したものはございません。一方で、設置から７年が経過したカメラの更新設置はござ
います。新規設置希望の問合せはあるものの、実際に設置するまでには至っておりません。

施策29　防犯 【中心事業の進捗状況】 御質問
該当防犯カメラ設置台数が令和3年以来42台から進んでいません。停滞している原因・
理由はどのようなものなのでしょうか？

自治会や町会、商店街などの地域団体が防犯カメラを新設できるよう、新設・更新、運用経費、
維持管理経費を対象とした補助制度を創設し、毎年、地域団体に対して当該補助制度の案内を
行っています。
しかし、当該補助制度を活用して防犯カメラを設置、維持管理するためには、費用の一部を地域
団体が負担することや定期的な点検を行うことなどが必須条件となっています。
そのため、財源の確保が難しいことや、設置後も継続的に管理を行う必要があることが、停滞に
つながる要因と考えられます。

施策31　市政情報・情報共有 【中心事業の進捗状況】 御意見

国分寺市HPは大変見やすいと思う。ホームページアクセスが少なくなっているのは、
SNSやAIの普及によって仕方ないと思われる。むしろ市のLINEアカウントによるプッ
シュ型の情報発信などに力をいれる必要があるのではないか？（親子のための相談LINE
以外ありますか？）

委員からの御意見として、御協議お願いします。

また、新市長の公約の中でもプッシュ型情報発信の強化として、ＬＩＮＥ公式アカウントの活用
について挙げられておりましたので、今後、市として何らかの動きが出てくる可能性はあると考
えております。

施策31　市政情報・情報共有 【施策の進捗状況】 御質問
必要と情報が得られている市民の割合が70％弱で市は満足なのですか？残りの30%強に
ついてはどのように考えていますか？情報摂取しない方が悪いのだとは考えていません
か？むしろ30%の人の方が施策ニーズが高いように思いますが。

全ての市民に必要な情報が行き渡るよう施策を講じることは自治体の責務であると認識していま
す。新たな情報発信ツールの活用やアクセシビリティの向上、きめ細かな情報発信等に取り組む
必要があると考えます。

施策31　市政情報・情報共有 【中心事業の進捗状況】 御意見 中心事業③の目標値がかなり高く設定されているのではないでしょうか。
平成31年（令和元年）は約5,000件で、平成29年に比して約1,400件のプラスでした。
情報量が増えていくことにより利用者も増えると想定して、年間800件程度のプラスで推移する
と予想して表記の数値としました。

施策32　市民参加・協働 【中心事業の進捗状況】 御質問
行政職員数が不足している現状では、委託型協働事業はもっと増やす方向で考えるべき
ではないか。現状の数字は8件に対して4件の実績しかない。その原因、そして市として
十分と考えているのか。公民連携事業数が43事業との関連で教えて頂きたい。

委託型協働事業など市民、事業者との協働は重要であり、更に拡充していく必要があります。ま
た、目標を達成できていない主な原因としては、協働への理解不足があると考えています。この
ことから、施策評価の一次方針のとおり、協働への理解を深めるため、職位別の市職員研修及び
市職員が講師を務める市民活動団体に向け連続講座を開始いたしました。
さらには、市と市民、事業者等との１対１による協働だけでなく、より多くの地域のステークホ
ルダーが、地域課題の解決に向けて連携していく必要があると考えています。このため、今年度
より当課所管の市民活動団体や自治会・町内会、地域活性化包括連携協定等を締結した事業者等
が、交流・連携できる場を創出することを第２次国分寺市総合ビジョンの地域連携施策に位置づ
け、来年度の実施に向けて、委託型協働事業で当課と協働して行う実施団体を募集しています。

施策32　市民参加・協働 【今後の方向性】 御意見
「市民参加・協働を市民参画にまで昇華せていくことが重要である」とありますが、市
民参加と市民参画の違いは何でしょうか。

市民が行政の企画に加わることを「市民参加」とし、「市民参画」は企画等の意思決定の段階か
ら市民が積極的に加わることを指しています。
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施策 項目 御質問・御意見 内容 回答

施策33　行政改革 【施策の進捗状況】 御質問
市の提供するサービスについて改善状況に関する市民評価が低すぎる原因を分析してい
ますか？しているなら、それを具体策に落とし込むための方策を説明してください。

市民アンケートの結果から、「どちらともいえない」に回答が集中しているため、市が行ってい
る業務改善に資する取組を、今以上に効果的に市民に周知する必要があることを課題として受け
止めています。

施策33　行政改革 【今後の方向性】 御意見
まちづくりの指標は伸びていない一方、中心事業①～③の進展は好調となっており、ア
ンケートに応じた市民の着眼点と中心事業の内容があまり重なっていないようにも思わ
れます。DXやオンライン化以外の要素の補完が必要ではないでしょうか。

意見案にも記載のとおり、利便性の向上に係る取組等の情報が行き届いてい無いことが考えられ
るため、更なる効果的な周知方法が必要ではないかと考えます。

施策33　行政改革 【今後の方向性】 御意見
31と関連することかもしれませんが、高齢者はネットの利用に気後れする人が少なくあ
りません。高齢者にも使い勝手がいいとの理解周知をすることも必要かと思われます。

委員からの御意見として、御協議お願いします。

施策34　財政運営 【施策の進捗状況】 御質問

公共施設整備基金の目標が２０億円で実績は６５億とありますが、これは新庁舎の建て
替えとは関係なく、公共施設維持管理計画にのっとって公共施設の修繕保全などで必要
な基金ということでしょうか？その場合本当に必要な基金はいくらなのでしょうか？２
０億円では逆に足りないように思えるのですが、、、

公共施設整備基金は、公共施設(用地を含む。)の整備資金に充当するために積み立てており、
「新庁舎建設に伴う財政運営方針」において最低限、財政調整基金30億円、公共施設整備基金20
億円の基金残高を堅持していくこととしています。基金残高について、財政フレームで毎年度試
算するとともに、当初予算等において、最少の経費で最大の効果が得られるよう事業内容の見直
しや精査を行いながら、健全な財政運営を持続していきたいと考えています。

施策34　財政運営 【今後の方向性】 御意見
「ふるさと納税による市税の減収額を積極的に知らせる必要がある」と述べるのはいか
がでしょうか。

委員からの御意見として、御協議お願いします。

施策35　庁舎 【施策の進捗状況】 御意見 新しい庁舎への満足度などを今後目標としたらどうか？ 委員からの御意見として、御協議お願いします。

施策35　庁舎
【これまでの成果を踏まえ
た課題】

御質問
これまでの議論で、ワンストップとともにワンスオンリーが言われてきましたが、ワン
スオンリーについてはどのように評価、整理されているのでしょうか？

ワンスオンリーについては、「書かない窓口」として、市民課窓口での転入転出届の際に、転出
証明書を読み取り転入届を作成するシステムの導入や、「おくやみワンストップ」の窓口でのエ
クセルを利用した申請書作成によりスモールスタートをしております。今後、市役所窓口にも電
子申請用の端末を設置し、マイナポータルを利用した申請受付を行うことにより拡充を図ってま
いります。
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施策 項目 御質問・御意見 内容 回答

施策36　職員育成
【これまでの成果を踏まえ
た課題】

御質問
国分寺市では職員の人手不足は起こっていないか？そういったニーズなどのアンケート
調査をされてはどうか？

職員の必要数については、充足しているものと認識しています。欠員補充の採用試験においても
一定の応募者数があり、必要な人材を確保できている状況です。なお、予算編成時等に各課にヒ
アリングを実施し、人員体制等の状況は把握しています。

施策36　職員育成 【中心事業の進捗状況】 御質問
職員の定着度（年齢別性別離職数、動機など）の把握に関して統計データとして保存、
分析をし、具体的対策につなげているかどうか教えてください。

　定着度の把握に関する基礎データは有しておりますが、統計データとしての分析までは行って
いません。なお、近年の退職者の多くは、結婚や出産などのライフイベントによる変化を期に居
住地や出身地の他自治体に転職していることから、具体的対策の検討に苦慮しています。

施策36　職員育成 【今後の方向性】 御意見
職員のジョブローテーションですが、専門性が問われる部署の仕事では10年で3部署は
早すぎるのではないでしょうか。100％を目標とするのは無理があるのではないでしょ
うか。

　ジョブローテーションは、職員の能力開発の促進、勤務意欲の向上を目的とし、公務の継続性
や職員の異動希望等の事情を総合的に判断した上で実施しているところです。ご意見のとおり、
専門性が高い職種に関しては、10年で３部署を異動することがスキルの深化に結びつかない場合
もあると考えておりますので、ジョブローテーションの目標設定を課題として捉えたいと考えま
す。

施策36　職員育成 【中心事業の進捗状況】 御質問

ジョブローテーションの実施状況について、採用後10年で3つ以上の職場等を経験して
いる職員の割合が横ばいで苦戦しているようにも見えますが、約3分の２以上いるとい
うのは、比較的高い割合とも思えます。他の自治体と比べての評価はどのようなもので
しょうか？
定着率の問題は関連しているのでしょうか？

　ジョブローテーションの実績については、育児休業の取得により一定期間職場を離れていた職
員も含まれていることから、決して低い水準ではないと認識しています。また、近隣の自治体に
おいてもジョブローテーションは一般的に行われていると承知していますが、詳細までは把握し
ていません。
　なお、従前から、職員の能力開発の促進、勤務意欲の向上を目的とし、「人事異動に関する自
己申告制度」を実施しているところですが、令和６年度に自己申告書を様式を改め、職員の希望
がより反映されやすくなるよう制度改正を行いました。また、近年の退職者の多くは、結婚や出
産などのライフイベントによる変化を期に居住地や出身地の他自治体に転職していることから、
ジョブローテーションが直接的な離職理由とはなっていないと認識しています。

施策36　職員育成 【今後の方向性】 御質問
DX化の進む今、デジタル関連のリスキリングはどのように進められていますか？成果、
評価はいかがでしょうか？

職員のデジタル関連のリスキリングについては、現時点ではデジタル化の必要性やＢＰＲの取組
方等、意識醸成を進めています。今年度、スキルマップの作成に着手し、デジタルスキルとして
職員に求められる水準や、各職員が持つスキルの把握を進めていく予定です。

12


